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行財政構造改革推進方策の平成 27年度実施状況報告について 

 

 行財政構造改革の推進に関する条例（平成 20 年条例第 43 号）第７条

第１項に基づく、行財政構造改革推進方策の平成 27年度実施状況につい

て、次のとおり報告します。 
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はじめに 

 

 

 この報告書は、行財政構造改革の推進に関する条例第７条に基づき、第３次行財政構

造改革推進方策（第３次行革プラン）の平成 27 年度実施状況を取りまとめたものである。 

  

 平成 27 年度は、「第３次行革プラン平成 27 年度実施計画」に基づき、組織、定員・給

与、行政施策など、行財政全般にわたり改革に取り組んだ。財政運営にあたっては、実

質公債費比率、将来負担比率等の平成 30 年度の最終目標達成に向けて、県税収入など一

般財源の確保や国交付金等の有利な財源の活用に努めた。 

 

 今後とも、社会経済情勢の変化や国の政策動向等に対応しながら、改革の着実な推進

とフォローアップを図り、県民の要請に的確に対応できる持続可能な行財政構造の確立

を目指す。そして、これを基盤に、「“多様性と連携”が織りなす『地域創生の舞台・兵

庫』」を実現していく。 
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１ 平成27年度の財政運営の状況 

(1) 当初予算 

厳しい財政環境の中で、限られた財源を有効に活用するため、第３次行革プランにお

ける改革の取組を着実に推進するとともに、施策の重点化を図る「選択と集中」を進め、

少子高齢化の進展や人口減少、東京一極集中の是正等の構造的な課題に中長期的な視点

で取り組み、「創造と共生の舞台・兵庫」の実現に向け、人口増対策と地域の元気づくり

を柱とする地域創生の取組を先行的に推進する予算を編成した。 

また、本県の景気回復基調をより確かなものにするため、平成26年度２月補正予算

（緊急経済対策）とあわせて14ヶ月予算として、切れ目のない経済対策を推進した。 
 

※一般会計当初予算額：1兆 9,220億円（前年度比98.6％） 

体 系 重点施策等 

① 安 全 な 社 会 防災・減災対策、震災の経験・教訓の継承、発信 

② 安 心 で き る 暮 ら し 健康づくりの促進、高齢者等の暮らしの安心確保等 

③ 多様な人材が活躍する社会 子どもを産み育てやすい環境整備、次世代を担う人材の育成等 

④ 活 力 あ ふ れ る 産 業 しなやかな産業構造への転換、地域特性を活かした農林水産業の展開等 

⑤ 元 気 な 地 域 地域創生の推進、地域活力の再生、内外との交流の促進等 

 

(2) 補正予算 

地域創生戦略に基づく取組の加速化等を推進するための緊急経済対策などに取り組む

補正予算を編成した。 
 

※一般会計の補正予算 

実施時期 補正予算額 主な取組内容 

２月補正予算 

(緊急経済対策等) 
429億円 

（国の補正予算を活用した事業の実施） 

○子育て、介護環境等の整備 

○地域創生の展開 

○ＴＰＰ関連農林水産業対策 

○防災・減災対策 

（人事委員会勧告に基づく給与改定等） 

○給料、地域手当、勤勉手当等の改定 

２月補正予算 △587億円 ・中小企業制度資金貸付金など既定予算の精算補正 

合  計 △158億円      
 

(3) 財源対策 

   財源対策額は、当初予算では430億円であったが、決算では、100億円縮減し、330

億円となっている。なお、年間収支は、８億円の黒字となっている。 

   財政フレームの範囲内で、退職手当債・行革推進債を発行するとともに、県債管理金

を活用している。 

（単位：億円） 

対策の内容 当初予算 決算 増減 

退 職 手 当 債 200 150 △50 

行 革 推 進 債 200 150 △50 

県債管理基金 30 30 0 

計 430 330 △100 
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（参考）平成27年度財政状況 

 （単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平成 26 年度実績及び平成 27 年度実績欄は、当該年度決算をもとに前年度からの繰越を控除、

翌年度以降の繰越を加算した額。したがって、当該年度決算の数値とは一致しないものがある。 
 

H26年度 H27年度 経済対策等 H27年度 H27年度 増減 増減

実績※① 当初予算② 補正分 最終予算 実績※③ ③－② ③－①

7,342 7,967 0 125 8,092 8,110 143 768

4,653 4,258 65 5 4,328 4,316 58 △ 337

1,006 876 112 56 1,044 1,037 161 31

1,765 1,788 224 △ 158 1,854 1,841 53 76

3,669 3,901 28 △ 565 3,364 3,323 △ 578 △ 346

Ａ 18,435 18,790 429 △ 537 18,682 18,627 △ 163 192

5,410 5,336 42 △ 45 5,333 5,323 △ 13 △ 87

2,887 2,820 0 135 2,955 2,952 132 65

1,862 1,739 229 △ 67 1,901 1,888 149 26

1,006 1,059 184 △ 131 1,112 1,104 45 98

856 680 45 64 789 784 104 △ 72

142 129 0 △ 67 62 58 △ 71 △ 84

8,539 9,196 158 △ 543 8,811 8,728 △ 468 189

Ｂ 18,840 19,220 429 △ 587 19,062 18,949 △ 271 109

C △ 405 △ 430 0 50 △ 380 △ 322 108 83

D 413 430 0 △ 50 380 330 △ 100 △ 83

120 200 0 0 200 150 △ 50 30

125 200 0 △ 50 150 150 △ 50 25

168 30 0 0 30 30 0 △ 138

E 8 0 0 0 0 8 8 0

単 独 事 業

退 職 手 当 債 の 発 行

財 源 対 策 額

行 政 経 費 等

歳 出 計

収 支 不 足 額 Ａ － Ｂ

県債管理基金の活用

財源対策後　実質収支
C＋D

2月補正
(通常分)

県 債

そ の 他 収 入

区　　　　分

国 庫 支 出 金

県 税 等

地 方 交 付 税 等

歳 入 計

人 件 費

公 債 費

投 資 的 経 費

災 害 復 旧 事 業

補 助 事 業

行 革 推 進 債 の 発 行
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(4) 財政運営の目標とする財政指標 

 

                                      （単位：億円） 

区 分 
H26年度

決算a 

H27年度 

目標値b 

H27年度 

決算c 

増減 

c－b 

増減 

c-a 

 H30年度 

までの目標 

収支不足額 405 430 322 △108 △83 

収支均衡 

（歳入歳出対策後） 

【改革期間後半】 

プライマリーバランス 

（臨時財政対策債、 

減収補填債 75％分除き） 

940 772 993 ＋221 ＋53 
黒字 

【毎年度】 

実質公債費比率 

（単年度） 
15.4% 20.9% 18.5% △2.4% ＋3.1% 18%水準【H30】 

実質公債費比率 

（３か年平均） 

15.8% 

［19.5%］ 

18.0% 

［20.4%］ 

16.8% 

［19.2%］ 

△1.2% 

［△1.2%］ 

＋1.0% 

［△0.3%］ 
 

県債残高 40,442 41,202 40,682 △520 △240  

 
臨時財政対策債、 

減収補填債 75％分除き 
29,998 29,707 29,182 △525 △816 

H19の80%水準 

（26,874 億円以下） 

【H30】 

将来負担比率 333.0% 338.8% 320.6% △18.2% △12.4%  

 震災関連県債残高除き 262.3% 273.1% 256.7% △16.4% △5.6% 

震災の影響を除く 

比率が H19 年度の 

全国平均水準 

（250%水準）【H30】 

県債管理基金活用額 168 30 30 ±0 △138 
ルール積立額の約 

1/3 以下【毎年度】 

県債管理基金積立不足率 38.6% 45.1% 39.8% △5.3% ＋1.2% 
H19の2/3水準 

（39.0%）【H30】 

経常収支比率 96.0% 96.3% 96.1% △0.2% ＋0.1% 

90%水準【H30】 
 

うち人件費 40.4% 39.5% 39.5% ±0.0% △0.9% 

うち公債費 25.6% 25.0% 24.9% △0.1% △0.7% 

うち社会保障関係費等 30.0% 31.8% 31.7% △0.1% ＋1.7% 

※ 実質公債費比率（３か年平均）の［  ］書きは、借換債平準化対策の影響を除いた場合 
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２ 各分野における実施状況 

(1) 組 織 

第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

ア．本庁・地方機関、イ．その他の組織 

 

ア．本庁・地方機関 

 

１ 多様な政策課題に対応した本庁組織体制の整備 

人口対策と地域の元気づくりを柱とした地域創生、震災20年を機とした防災・減災対策、災害や老朽

化に対応する社会基盤整備など、時代の変化に伴う多様な政策課題に対して、総合的かつ機動的な施策

展開を図ることのできる組織体制を整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 県民局・県民センターへの班制の導入 

各県民局・県民センターの本局組織について、従来の課のグループ化による「班制」を導入し、課

題に応じた柔軟な人事配置や業務間の連携を推進 

 

 

 

３ 県東京事務所と神戸市東京事務所の共同化 

  首都圏における情報発信等のワンストップ化やネットワークの構築、拡大を図るため、神戸市東京

事務所の兵庫県東京事務所内への移転を受け入れ、一層連携強化を図る体制を整備 

 

 



 

 - 7 -

 

 

実施状況 

ア．本庁・地方機関、イ．その他の組織 

 

ア．本庁・地方機関 

 

１ 多様な政策課題に対応した本庁組織体制の整備 

・兵庫県地域創生条例の基本理念のもと、安全で元気なふるさと兵庫の実現に向けて全庁一体となった

取組体制を構築するため、「理事（地域創生担当）」、「政策創生部長（政策部長を改組）」、「地

域創生局長」、「地域創生課」を設置 

・防災・減災対策に係る企画調整機能を強化するため、「防災計画課」を「防災企画課」に統合 

・安全な県土づくりに係る取組を強化するため、県土整備部「計画参事」を改組し、「県土安全参事」を設置 

・受動喫煙防止条例の全面施行に伴う調整業務の収束のため、「受動喫煙対策室」を廃止 

 

  （参考）平成28年度組織改正の概要 

    ①女性の活躍と家庭・地域づくりの推進 

・地域創生の推進に加え、女性の就業支援や男女共同参画等の女性が活躍できる社会づくりを総括するため、

理事（地域創生担当）を「理事（地域創生・女性担当）」に改組 

・青少年の健全育成と家庭・子育て支援を、地域団体等との連携を図りながら総合的に推進するため、

「女性青少年局長」を設置（「女性生活局長」は廃止） 

    ②その他の組織改正 

・公益法人への助言・指導業務の収束のため「公益法人室」を廃止 

 

２ 県民局・県民センターへの班制の導入 

各県民局・県民センターの本局組織について、従来の課のグループ化による「班制」を導入し、課

題に応じた柔軟な人事配置や業務間の連携を推進 

グループ化した組織は、引き続き「課」とし、「課」には課を総括する「課長」及び特定の事務を

担当する「班長」を配置 

 

３ 県東京事務所と神戸市東京事務所の共同化 

首都圏における情報発信等のワンストップ化やネットワークの構築・拡大を図るため、神戸市東京

事務所を兵庫県東京事務所内への移転し、一層の連携強化を図る体制を整備 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

 

イ．その他の組織 

 

１ 教育委員会 

教育事務所について、指導主事の専門性を生かした指導や緊急事案への機動的な対応を強化するた

め、教育振興室を教育事務所に統合再編 

  ［教育振興室の教育事務所への統合］ 

    ・宝塚教育振興室を阪神教育事務所へ統合 

    ・加東教育振興室を播磨東教育事務所へ統合 

    ・光都教育振興室を播磨西教育事務所へ統合 

 

２ 警 察 

警察署について、治安対策強化のため、市では県下唯一警察署のない小野市に小野警察署（仮称）

を新設 

・設置場所：小野市中島町 

 

３ 附属機関等 

(1) 運営の合理化・効率化 

附属機関及び要綱等に基づく協議会等について、引き続き新設の抑制、設置の必要性の低下した

ものの統廃合を推進するとともに、委員報酬について、日額 16％、月額 8％の減額措置を実施 

   （参考）附属機関等の機関数及び委員数 

区 分 H26 年度 ① H27 年度 ② 差引 ②－① 

附属機関 

(条例等で設置) 

機関数   76   76 ±0 

委員数  1,699 人  1,706 人 ＋7 人 

協議会等 

(要綱等で設置) 

機関数   25   25 ±0 

構成員数   706 人    704 人 △2 人 

     ※各年度３月 31 日現在 
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実施状況 

 

 

イ．その他の組織 

 

１ 教育委員会 

教育振興室について、指導主事の専門性を生かした指導や緊急事案への機動的な対応を強化するた

め、教育事務所に統合再編 

  ［教育振興室の教育事務所への統合］ 

    ・宝塚教育振興室を阪神教育事務所へ統合 

    ・加東教育振興室を播磨東教育事務所へ統合 

・光都教育振興室を播磨西教育事務所へ統合 

 

２ 警 察 

   地域社会との連携を強化し、地域の実態に即したきめ細かな治安対策を推進するため、小野市中島町

に小野警察署を新設（平成 27年 11 月２日設置） 

 

 

３ 附属機関等 

(1) 運営の合理化・効率化 

    平成 20年度から実施している委員報酬額の減額措置を日額 16％、月額８％に縮小 

区 分 H26 H27 (参考) H28 

日 額 △20％ △16％ △12％ 

月 額 △10％ △８％ △６％ 

 

（参考）運営の活性化・透明化の向上 

区 分 H19 年度① H27 年度② 
対 H19 増減 
②－① 

委員公募機関の割合 90.2％ 100.0％ 9.8％ 

女性委員の割合 31.8％ 33.0％ 1.2％ 

会議公開・会議資料公開機関の割合 91.2％ 100.0％ 8.8％ 

 

  （参考）附属機関等の機関数及び委員数 

区 分 H26 年度 ① H27 年度 ② 差引 ②－① 

附属機関 

(条例等で設置) 

機関数   76   76 ±0 

委員数  1,699 人 1,707 人 ＋8 人 

協議会等 

(要綱等で設置) 

機関数   25   25 ±0 

構成員数   706 人     717 人 ＋11 人 

     ※各年度３月 31 日現在 
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(2) 定員・給与等 

第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

ア．定員 

１ 定員 

事務事業や組織の徹底した見直し等により、定員削減に取り組む。また、法令等により配置基準が

定められている定員については、当該基準に基づき適正に配置。再任用職員については、活用状況を

明確化し、適正な定数管理を行う。非常勤嘱託員等については、職員に準じた定員の削減を進める。 
 

 (1) 職員 

 a  一般行政部門 

 【現員】                                 （単位：人） 

区 分 

H19.4.1 H26.4.1 H27.4.1 対 H19.4.1 

 
① 

現 在 
② 

見 込 
③ 

増 減 
④(③－②) 

増減率 
⑤(④/②) 

増 減 
⑥(③－①) 

増減率 
（⑥/①） 

一般行政部門職員 8,279 6,276 6,157 △119 △1.9% △2,122 △25.6% 

   

 b 教育部門 

 【現員】                                  （単位：人） 

区 分 

H19.4.1 H26.4.1 H27.4.1 対 H19.4.1 

 
① 

現 在 
② 

見 込 
③ 

増 減 
④(③－②) 

増減率 
⑤(④/②) 

増 減 
⑥(③－①) 

増減率 
（⑥/①） 

法定教職員 

 

39,777 40,401 40,387 △ 14 △0.1% ＋610 ＋ 1.5% 

県単独教職員 807 622 610 △ 12 △1.9% △197 △24.4% 

教育委員会事務局職員 512 408 397 △ 11 △2.7% △115 △22.5% 

 

 c 警察部門 

 【現員】                                  （単位：人） 

区 分 

H19.4.1 H26.4.1 H27.4.1 対 H19.4.1 

 
① 

現 在 
② 

見 込 
③ 

増 減 
④(③－②) 

増減率 
⑤(④/②) 

増 減 
⑥(③－①) 

増減率 
（⑥/①） 

警察官 

 

11,491 11,503 11,670 ＋167 ＋1.5% ＋179 ＋ 1.6% 

警察事務職員 834 746 752 ＋ 6 ＋0.8% △ 82 △ 9.8% 
 うち一般行政類似部門 356 262 259 △  3 △1.1% △ 97 △27.2% 

  ※警察官等の増：ストーカー、DV等人身の安全を早急に確保する必要のある事案、振り込め詐欺等特殊詐欺対策の強化等 

 

 d 公営企業部門 

 ① 企業庁 

【現員】                                 （単位：人） 

区 分 

H19.4.1 H26.4.1 H27.4.1 対 H19.4.1 

 
① 

現 在 
② 

見 込 
③ 

増 減 
④(③－②) 

増減率 
⑤(④/②) 

増 減 
⑥(③－①) 

増減率 
（⑥/①） 

企業庁職員 215 171 170 △  1 

 

△0.6% △ 45 △20.9% 
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実施状況 

ア．定員 

１ 定員 

事務事業や組織の徹底した見直し等により、定員削減に取り組む。また、法令等により配置基準が

定められている定員については、当該基準に基づき適正に配置。再任用職員については、活用状況を

明確化し、適正な定数管理を行う。非常勤嘱託員等については、職員に準じた定員の削減を進める。 
 

 (1) 職員 

 a  一般行政部門 

 【現員】                                  （単位：人） 

区   分 H27.4.1 
⑦ 

 期間計（H20～H27） 
 

H28.4.1 
⑧ 

対 H19 増減 
⑨[⑧－①] 

増減率 
[⑨／①] 対前年度増減 

⑦－② 増 減 増減率 

一般行政部門職員 6,156 △120 △2,123 △25.6%  6,063 △2,216 △26.8% 

 

 b 教育部門 

 【現員】                                  （単位：人） 

区   分 H27.4.1 
⑦ 

 期間計（H20～H27） 
 H28.4.1 

⑧ 
対 H19 増減 
⑨[⑧－①] 

増減率 
[⑨／①] 対前年度増減 

⑦－② 
増 減 増減率 

法定教職員 40,387 △14 ＋610 ＋ 1.5%  40,265 ＋488 ＋ 1.2% 

県単独教職員 610 △12 △197 △24.4%  598 △209 △25.9% 

教育委員会事務局職員 397 △11 △115 △22.5%  381 △131 △25.6% 

 

 c 警察部門 

 【現員】                                  （単位：人） 

区   分 
H27.4.1 

⑦ 

 期間計（H20～H27） 
 

H28.4.1 
⑧ 

対 H19 増減 
⑨[⑧－①] 

増減率 
[⑨／①] 対前年度増減 

⑦－② 
増 減 増減率 

警察官 11,655 ＋152 ＋164 ＋ 1.4%  11,694 ＋203 ＋ 1.8% 

警察事務職員 750 ＋  4 △ 84 △10.1%  743 △ 91 △10.9% 

 うち一般行政類似部門 259 △  3 △ 97 △27.2%  257 △ 99 △27.8% 

※警察官の増：ストーカー、DV等人身の安全を早急に確保する必要のある事案、振り込め詐欺等特殊詐欺対策の強化等 
 
 

 d 公営企業部門 

 ① 企業庁 

 【現員】                                  （単位：人） 

区   分 
H27.4.1 

⑦ 

 期間計（H20～H27） 
 

H28.4.1 
⑧ 

対 H19 増減 
⑨[⑧－①] 

増減率 
[⑨／①] 対前年度増減 

⑦－② 
増 減 増減率 

企業庁職員 170 △1 △45 △20.9%  162 △53 △24.7% 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

 ② 病院局 

 【現員】                                 （単位：人）  

区 分 

H19.4.1 H26.4.1 H27.4.1 対 H19.4.1 

 

① 

現 在 

② 

見 込 

③ 

増 減 

④(③－②) 

増減率 

⑤(④/②) 

増 減 

⑥(③－①) 

増減率 

（⑥/①） 

医療職員 4,124 5,170 5,470 ＋300 ＋5.8% ＋1,346 ＋32.6% 

その他の職員 519 397 388 △ 9 △2.3% △131 △25.2% 

 ※医療職員の増：尼崎総合医療センター(仮称)の開設等 

 

(2) 再任用職員 

 

  【配置状況】                  （単位：人） 

区  分 

H27.4.1 

再任用(短時間) 

見込 

一般行政部門 355 

教育部門 教育委員会 
教職員 525 

事務局職員 35 

警察部門 警察 45 

公営企業部

門 

企業庁 10 

病院局 70 

    ※再任用短時間勤務職員数を通常の勤務時間数(38 時間 45 分/週)を用いて、換算した人数(上限値) 

 

 

(3) 非常勤嘱託員等 

  

【配置状況】                                         （単位：人） 

区 分 

H25 

 

① 

H26 H27 対 H25 

現 在 

② 

見 込 

③ 

増 減 

④(③－②) 

増減率 

⑤(④/②)

増 減 

⑥(③－①) 

増減率 

⑦(⑥/①) 

一般行政部門 1,875 1,720 1,706 △14 △0.8% △169 △ 9.0% 

教育部門 教育委員会 事務局部門 172 158 157 △ 1 △0.6% △ 15 △ 8.7% 

警察部門 警察事務職員 一般行政類似部門 111 106 103 △ 3 △2.8% △  8 △ 7.2% 

公営企業部門 
企業庁 21 20 20 0 0.0% △  1 △ 4.8% 

病院局 医療部門以外 117 110 109 △ 1 △0.9% △  8 △ 6.8% 

合     計 2,296 2,114 2,095 △19 △0.9% △201 △ 8.8% 
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実施状況 

 

 ② 病院局 

 【現員】                                  （単位：人） 

区   分 
H27.4.1 

⑦ 

 期間計（H20～H27） 

 
H28.4.1 
⑧ 

対 H19 増減 
⑨[⑧－①] 

増減率 
[⑨／①] 対前年度増減 

⑦－② 
増 減 増減率 

医療職員 5,451 ＋281 ＋1,327 ＋32.2%  5,754 ＋1,630 ＋39.5% 

その他の職員 385 △ 12 △  134 △25.8%  377 △  142 △27.4% 

※医療職員の増： 尼崎総合医療センターの開設等 

 

(2) 再任用職員 

 

  【配置状況】                （単位：人） 

区  分 
H27.4.1 

再任用(短時間) 
 

H28.4.1 

再任用(短時間) 再任用(常勤) 

一般行政部門 333  303 63 

教育部門 教育 

委員会 

教職員 410  429 845 

事務局職員 29  27 2 

警察部門 警察 40  41 51 

公営企業 

部門 

企業庁 5  5 1 

病院局 66  65 26 

   ※再任用短時間勤務職員数は通常の勤務時間数(38 時間 45分/週)を用いて、換算した人数(上限値) 

  ※再任用常時勤務職員数は「(1)職員」の内数 

 

(3) 非常勤嘱託員等 

  

【配置状況】                                    （単位：人） 

区 分 
H27 

⑧ 

 期間計(H26～H27) 
H28 

⑨ 

対 H25 増減 

⑩[⑨－①] 

増減率 

[⑩/①] 
対前年度増減 

⑧-② 
増 減 増減率  

一般行政部門 1,703 △17 △172 △9.2%  1,668 △207 △11.0% 

教育部門 教育委員会 事務局部門 157 △ 1 △ 15 △8.7%  155 △ 17 △ 9.9% 

警察部門 警察事務職員 一般行政類似部門 98 △ 8 △ 13 △11.7%  102 △  9 △ 8.1% 

公営企業 

部門 

企業庁 20 ± 0 △  1 △4.8%  20 △  1 △ 4.8% 

病院局 医療部門以外 109 △ 1 △  8 △6.8%  106 △ 11 △ 9.4% 

合     計 2,087 △27 △209 △9.1%  2,051 △245 △10.7% 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

イ．給与 

１  特別職 
行財政構造改革期間中における本県の財政状況、一般職の状況、国の中期財政計画の動向を踏まえ、

段階的に抑制措置の縮小を図る。 
 
(1) 給料の減額                                                      

区 分 答申による見直し 行革による減額 合  計 

知  事 △5  ％ △12  ％ △17  ％ 
副 知 事 △5  ％ △ 8  ％ △13  ％ 
教育長等 △5  ％ △ 4  ％ △ 9  ％ 
防災監等 △5  ％ △ 1.6％ △ 6.6％ 

 
 
 
(2) 期末手当の減額 

区 分 答申による見直し 行革による減額 合  計 

知  事 △5％ △25％ △30％ 
副 知 事 △5％ △23％ △28％ 
教育長等 △5％ △21％ △26％ 
防災監等 △5％ △20％ △25％ 

 
 
 
(3) 退職手当の減額 

区 分 答申による見直し 行革による減額 合  計 

知  事 △25％ △5％ △30％ 
副 知 事 △25％ △5％ △30％ 

 
 
（参考）平成 27 年度特別職・議員の年収削減の状況（平成 19 年度との比較） 

［特別職］ 

区 分 
答申による 
削減額 

行革による 
削減額  

人事委員会勧告
に準じた削減額
※ 

合計 

知 事 △125万円 △413万円 △31万円 △569万円 
副知事 △107万円 △260万円 △25万円 △392万円 

※削減内容 

                                   H21:期末手当△0.25 月 

                                    H22:期末手当△0.15 月 

                                   H26:期末手当＋0.15 月、地域手当＋0.50％ 
 
 

［議 員］ 

区分 
答申による 
削減額(率) 

行革による 
削減額(率) 

人事委員会勧告
に準じた期末手
当の削減額※ 

合計 

議 員 
△81万円 
（△5％） 

△48万円 
（△5％） 

△35万円 △164万円 

※期末手当の削減内容は 

                                   特別職と同じ 
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実施状況 

イ．給与 

１  特別職 
行財政構造改革期間中における本県の財政状況、一般職の状況、国の中期財政計画の動向を踏まえ、

段階的に抑制措置を縮小 
 
(1) 給料の減額    

区 分 H26 H27 (参考) H28 

知  事 △20  ％ △17  ％ △14  ％ 
副 知 事 △15  ％ △13  ％ △11  ％ 
教育長等 △10  ％ △ 9  ％ △ 8  ％ 
防災監等 △ 7  ％ △ 6.6％ △ 6.2％ 

     （注）特別職報酬等審議会の答申による見直し△５％を含む 
 

(2) 期末手当の減額 

区 分 H26 H27 (参考) H28 

知  事 △35％ △30％ △25％ 
副 知 事 △33％ △28％ △23％ 
教育長等 △31％ △26％ △21％ 
防災監等 △30％ △25％ △20％ 

     （注）特別職報酬等審議会の答申による見直し△５％を含む 
 
(3) 退職手当の減額 

知事、副知事 30％減額 
（特別職報酬等審議会の答申による見直し△25％を含む） 

 
 
 
 
（参考） 平成 27 年度特別職・議員の年収削減の状況（平成 19年度との比較） 

［特別職］ 

区 分 
答申による 
削減額 

行革による 
削減額  

人事委員会勧告
に準じた削減額
※ 

合計 

知 事 △125万円 △413万円 △18万円 △556万円 
副知事 △107万円 △260万円 △15万円 △382万円 

※削減内容 

                                   H21:期末手当△0.25 月 

                                    H22:期末手当△0.15 月 

                                   H26:期末手当＋0.15 月、地域手当＋0.50％ 

                                 H27:期末手当＋0.05 月、地域手当＋0.25％ 
 

［議 員］ 

区分 
答申による 
削減額(率) 

行革による 
削減額(率) 

人事委員会勧告
に準じた期末手
当の削減額※ 

合計 

議 員 
△81万円 
（△5％） 

△48万円 
（△5％） 

△29万円 △158万円 

※期末手当の削減内容は 

                                   特別職と同じ 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

  
２ 一般職 
   第３次行革プランに基づき、抑制措置を縮小 
 
(1) 給料の減額                                                     
① 行政職は平成 26 年度と比較して、減額措置を管理職は 1/5、一般職員は 1/4 縮小 
② 他の職種も行政職との均衡により減額措置を縮小 
 

 （参考）平成 26年度の減額措置 
     ［管理職］                  ［一般職員］ 

部長・局長級   ７％減額 主任専門員級      ３％減額 
課長級      ６％減額 班長・主査・主任級  2.8％減額 
副課長級     ４％減額 若手職員            2.5％減額 

     （注）地域手当は含まない 
 
 
 
(2) 期末・勤勉手当の減額                                           

役職に応じて、平成 26年度と比較して次のとおり減額措置を縮小 
    課長級以上       2.5％縮小 
    主任専門員級以上     2％縮小 
    班長・主査・主任級以下  減額措置終了 
 
（参考）平成 26 年度の減額措置 

     ［管理職］                 ［一般職員］ 
部長級      14％減額 主任専門員級      ４％減額 
局長級      13％減額 班長・主査・主任級   １％減額 
課長級      10％減額  
副課長級     ４％減額 

     （注）地域手当は含まない 
（役職加算率）  20％→10％ 15％→7.5％ 10％→６％ ５％→４％ 

      （管理職加算率） 20％→10％  15％→7.5％ 10％→５％  
  
(3) 管理職手当の減額                                               

   管理職全員 20％減額    
 
(参考) 
(1) 地域手当の支給状況 

平成 27 年度は人事委員会勧告に基づき対前年度 0.5％引上げ 
 

区 分 
平成19年度 

 
平成20～26年度 平成27年度 
 対19年度  対前年度 

１級地 10％ ８％ △２％ 8.5％ ＋0.5％ 
２級地 ７％ ５％ △２％ 5.5％ ＋0.5％ 
３級地 ５％ ３％ △２％ 3.5％ ＋0.5％ 

    ※H25.7～H27.3の間、国の要請に基づく給与カットに対する地域手当の暫定措置（+2%）を実施 

 
(2) 平成 27 年度職員１人あたりの年収削減の状況（平成 19年度との比較） 

区 分 
行革による 
削減額 

勧告(平成21～26年） 
による削減額 

合計 

部長級 △123万円 △ 34万円 △157万円 
課長級 △ 81万円 △ 26万円 △107万円 

全職員平均 △ 26万円 △ 19万円 △ 45万円 
※削減内容 

H21:期末・勤勉△0.35 月 

H22:期末・勤勉△0.20 月 

H26:期末・勤勉＋0.15 月、地域手当＋0.50％ 
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 実施状況 

  
２ 一般職 
   第３次行革プランに基づき、抑制措置を縮小 
 

(1) 給料の減額                                                     
① 行政職は平成 26 年度と比較して、減額措置を管理職は 1/5、一般職員は 1/4 縮小 
② 他の職種も行政職との均衡により減額措置を縮小 

区 分 H26 H27 (参考)H28 

管理職 
部長・局長級 △ 7  ％ △ 5.6％ △ 4.2％ 
課長級 △ 6  ％ △ 4.8％ △ 3.6％ 
副課長級 △ 4  ％ △ 3.2％ △ 2.4％ 

一 般 
職 員 

主任専門員級 △ 3  ％ △ 2.3％ △ 1.6％ 
班長・主査・主任級 △ 2.8％ △ 2.1％ △ 1.4％ 
若手職員 △ 2.5％ △ 1.8％ △ 1.1％ 

       （注）地域手当は含まない。 
 
(2) 期末・勤勉手当の減額                                           

役職に応じて、次のとおり減額措置を縮小 

区 分 H26 H27 (参考)H28 

管理職 

部長級 △14  ％ △11.5％ △10  ％ 

局長級 △13  ％ △10.5％ △ 9  ％ 
課長級 △10  ％ △ 7.5％ △ 6  ％ 
副課長級 △ 4  ％ △ 2  ％ △ 1  ％ 

一 般 
職 員 

主任専門員級 △ 4  ％ △ 2  ％ 一般職員の 

減額措置終了 班長・主査・主任級 △ 1  ％ 減額措置終了 

       （注）地域手当は含まない。  
 
 
 

 
 
(3) 管理職手当の減額                                               

   管理職全員 20％減額    
 
(参考) 
(1) 地域手当の支給状況 

平成 27 年度当初は、平成 26年人事委員会勧告に基づき、対 26年度 0.5％引上げ 
平成 27 年度は、平成 27年人事委員会勧告に基づき、対 27年度当初 0.25％引上げ 

区 分 
平成 19 年度 

 
平成 20～26 年度 平成27年度当初 平成27年度 平成28年度当初 
 対19年度  対26年度  対27年度当初  対27年度 

１級地 10％ ８％ △２％ 8.5％ ＋0.5％ 8.75％ ＋0.25％ 8.75％ ±０％ 
２級地 ７％ ５％ △２％ 5.5％ ＋0.5％ 5.75％ ＋0.25％ 5.75％ ±０％ 
３級地 ５％ ３％ △２％ 3.5％ ＋0.5％ 3.75％ ＋0.25％ 3.75％ ±０％ 

 
 
(2) 平成 27 年度職員１人あたりの年収削減の状況（平成 19年度との比較） 

区 分 
行革による 
削減額 

勧告(平成21～27年） 
による削減額 ※ 

合計 

部長級 △123万円 △ 24万円 △147万円 
課長級 △ 81万円 △ 18万円 △ 99万円 

全職員平均 △ 26万円 △ 13万円 △ 39万円 
※削減内容 

H21:期末・勤勉△0.35 月 

H22:期末・勤勉△0.20 月 

H26:期末・勤勉＋0.15 月、地域手当＋0.50％ 

H27:期末・勤勉＋0.10 月、地域手当＋0.25％ 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

(3) 旅費（宿泊料）の見直し 
① 特別職 

実費支給（上限 16,500 円） 
      ② 一般職 

国・他府県、民間の宿泊料の支給状況、旅費支給の事務処理を考慮し、宿泊地の区分 
を現行２区分から４区分に見直す 

Ａ地域 Ｂ地域 Ｃ地域 Ｄ地域 
11,800円 10,900円 9,800円 8,700円 

Ａ地域：県の地域手当 1級地のうち政令市（神戸市） 
国の地域手当 1～5級地のうち政令市 

Ｂ地域：県の地域手当 1級地のうち政令市以外（尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市） 
国の地域手当 1～5級地のうち政令市以外 

Ｃ地域：県の地域手当 2級地（姫路市、明石市、川西市） 
国の地域手当 6、7級地 

Ｄ地域：県の地域手当 3級地（その他） 
国の地域手当非支給地 
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実施状況 

 

(3) 旅費（宿泊料）の見直し 
① 特別職 

実費支給（上限 16,500 円） 
      ② 一般職 

国・他府県、民間の宿泊料の支給状況、旅費支給の事務処理を考慮し、宿泊地の区分 
を現行２区分から４区分に見直す 

Ａ地域 Ｂ地域 Ｃ地域 Ｄ地域 
11,800円 10,900円 9,800円 8,700円 

Ａ地域：県の地域手当 1級地のうち政令市（神戸市） 
国の地域手当 1～5級地のうち政令市 

Ｂ地域：県の地域手当 1級地のうち政令市以外（尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市） 
国の地域手当 1～5級地のうち政令市以外 

Ｃ地域：県の地域手当 2級地（姫路市、明石市、川西市） 
国の地域手当 6、7級地 

Ｄ地域：県の地域手当 3級地（その他） 
国の地域手当非支給地 

 
(4) 平成 27 年度人事委員会勧告に基づく主な改定 

    給料表：平均 0.4％引上げ 
    地域手当：一律 0.25％引上げ 
    期末・勤勉手当：0.10 月引上げ（4.10 月→4.20 月） 
    医師・歯科医師職の初任給調整手当：上限を約 0.3％引上げ 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

ウ．仕事と生活の調和 

１ 多様な働き方の推進 

職員が仕事と生活をバランス良く両立させるため、各種支援制度を利用しやすい職場環境づくりを

進める 

 

［H27 年度の主な制度］ 

制 度 制度概要 
取得単位 

(取得日数等) 
給与の取扱 

(1)育児休業 養育する子が３歳に達する日までの間に、期間を定
めて休業することができる制度 
（ただし、産後休暇の期間は除く） 

1 日 無給 

(2)育児短時
間勤務 

養育する子が小学校就学の始期に達するまでの間、
短時間勤務をすることができる制度 
 

－ 
勤務時間数
に応じた給
与を支給 

(3)在宅勤務 小学校修了前の子を養育する職員が、自宅における
勤務を行うことができる制度 

1 日、半日 
又は 1時間 

有給 

(4)子育て支
援休暇 

小学校修了前の子の看護、健康診断・予防接種の付
添い、入卒業式・授業参観への出席、学級閉鎖時の
世話を行う場合に取得できる休暇制度 

1 日、半日 
又は 1時間 
(年 5日) 

有給 

(5)男性の育
児参加のた
めの休暇 

職員の妻が出産する場合で、出産に係る子又は小学
校就学始期に達するまでの子の養育のため、取得で
きる休暇制度 

1 日、半日 
又は 1時間 
（5日） 

有給 

(6)介護休暇 職員が配偶者、父母等を介護するため、６月の期間
内において連続又は断続して取得できる休暇制度 

1 日又は 1時間 無給 

(7)自己啓発
等休業 

職員が公務能力の向上を目的に、大学等の課程を履
修するために２年間休業することができる制度 

－ 
無給 

(8)ボランテ
ィア休暇 

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで被災地等で
支援活動等を行う場合に取得できる休暇制度 

1 日又は 1時間 
（年 5日） 

有給 
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実施状況 

ウ．仕事と生活の調和 

１ 多様な働き方の推進 

  職員が仕事と生活をバランス良く両立させるため、新たに在宅勤務制度を導入するとともに、各種支

援制度を利用しやすい職場環境づくりを推進 

 

［H27 年度の主な制度］ 

制 度 制度概要 
取得単位 
(取得日数等) 

給与の取扱 
27 年度実績 

(知事部局等※) 

(1)産前産後休
暇 

出産予定日 8 週間前の日から産後 8 週間

を経過するまでの期間 
－ 

有給 
    100％ 

(2)育児休業 養育する子が３歳に達する日までの間に、
期間を定めて休業することができる制度 
（ただし、産後休暇の期間は除く） 

1 日 無給 
男性   1.0％ 

女性  93.0％ 

(3)育児短時間
勤務 

養育する子が小学校就学の始期に達する
までの間、短時間勤務をすることができる
制度 

－ 
勤 務 時 間
数に応じた
給与を支給 

男性    1 名 

女性   24 名 

(4)在宅勤務 小学校修了前の子を養育する職員が、自
宅における勤務を行うことができる制度 

1 日、半日 
又は 1 時間 

有給 男性   17 名 

女性   20 名 

(5)子育て支援
休暇 

小学校修了前の子の看護、健康診断・予
防接種の付添い、入卒業式・授業参観へ
の出席、学級閉鎖時の世話を行う場合に
取得できる休暇制度 

1 日、半日 
又は 1 時間 

(年 5 日) 

有給 
男性  41.6％ 

女性  85.7％ 

(6)配偶者の出
産補助休暇 

妻の出産に係る入退院時・出産時の付添

い入院中の世話等を行う場合（3 日） 

1 日、半日 
又は 1 時間 

有給 
   86.5％ 

(7)男性の育児
参加のため
の休暇 

職員の妻が出産する場合で、出産に係る
子又は小学校就学始期に達するまでの子
の養育のため、取得できる休暇制度 

1 日、半日 
又は 1 時間 

（5 日） 

有給 
   49.0％ 

(8)介護休暇 職員が配偶者、父母等を介護するため、６
月の期間内において連続又は断続して取
得できる休暇制度 

1 日又は 1 時間 
無給 

男性    2 名 

女性    1 名 

(9)自己啓発等
休業 

職員が公務能力の向上を目的に、大学等
の課程を履修するために２年間休業するこ
とができる制度 

－ 
無給 

    0 名 

(10)ボランテ
ィア休暇 

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで被
災地等で支援活動等を行う場合に取得で
きる休暇制度 

1 日又は 1 時間 
（年 5 日） 

有給    58 名 

(延べ 124 日) 

  ※知事部局、議会事務局、監査委員事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、企業庁 

 

 （参考）フレックスタイム制の導入（H28.5.12 運用開始） 

   ①対象職員   ：本庁に勤務する育児、介護を行う職員 

   ②勤務時間の割振り：職員の申告を考慮して、１週間当たりの勤務時間が 38 時間 45分となるよ  
う柔軟に割振り（割振単位期間：１週間～４週間） 

コアタイム 
［全ての職員が勤務しなければならない時間帯］ 
10 時～15時の休憩時間を除く４時間 

フレキシブルタイム 
［始業及び終業時刻を設定できる時間帯］ 
 ７時～22 時(１日の勤務時間の割振りは、最大 12 時間まで) 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

  

２ 超過勤務の縮減 

超過勤務については、効率的な業務執行などにより引き続き、その縮減を図る 

［主な取組み］ 

(1) 管理職による適切な業務の進行管理 

(2) 超勤上限目標(原則:月 45 時間、年 360 時間)達成に向けた計画的な業務執行 

(3) 週休日等の振替制度の活用 

(4) 超勤代休時間の取得促進 

(5) 産業医による所属長･職員への助言･指導 

(6) 定時退庁日(水曜日･金曜日)・定時退庁週間の取り組み 

(7) 職員相互の親睦行事を組み入れた「コミュニケーションの日」、家族の絆を深める「家族の日」 

の設定 

 

 

 

 

３ 女性が活躍できる場の拡大 

  県政の意思決定過程への女性の参画促進を図るため、「第５次男女共同参画県率先行動計画」（H27.3 

策定予定）に基づき、女性の管理・監督職の拡充に向けた取り組みを推進 

 

（参考） 

  女性職員の登用目標 

 目標(H32.4) 実績(H26.4) 

知事部局等の管理職に占める女性比率  15.0％  5.8％ 
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実施状況 

 

２ 超過勤務の縮減 

超過勤務については、効率的な業務執行などにより引き続き、その縮減を図る 

［主な取組み］ 

(1) 管理職による適切な業務の進行管理 

(2) 超勤上限目標(原則:月 45 時間、年 360 時間)達成に向けた計画的な業務執行 

(3) 週休日等の振替制度の活用 

(4) 超勤代休時間の取得促進 

(5) 産業医による所属長･職員への助言･指導 

(6) 定時退庁日(水曜日･金曜日)・定時退庁週間の取り組み 

(7) 職員相互の親睦行事を組み入れた「コミュニケーションの日」、家族の絆を深める「家族の日」 

の設定 
 

ひとり 1 月あたりの超過勤務時間（知事部局等）  超過勤務が 360 時間以上の職員数（知事部局等） 

 

 

 

 

 

 

３ 女性が活躍できる場の拡大 

「第５次男女共同参画県率先行動計画」(H28.3 改定)を女性活躍推進法(H27.9 施行)に基づく事業主

行動計画に位置づけ、女性職員の採用・登用に関する新たな数値目標を設定 

 

(1) 女性職員の採用・登用に関する目標 

（知事部局等の数値目標） 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 育児にかかる休暇・休業の取得に関する目標 

（知事部局等の数値目標） 

 

 

項目 従来目標 新目標（H28.3策定） 達成時期 実績(H28.4時点)

女性職員の採用 － 採用者に占める女性の割合　　　　　　　　　　　　　40％ 31.4％
(H28.4新規採用者)

本庁課長相当職以上の職に占める女性の割合　15％ 8.3％

　うち、本庁部局長相当職に占める女性の割合　10％ 7.4％

本庁副課長、班長・主幹相当職に占める女性の割合　　20％ 14.0％

H32
女性職員の登用

女性管理職比率
              15％

項目 達成時期
27年度実績

（対象者全体の取得率）

男性   1.0%

女性  93.0%

配偶者の出産補助休暇 86.5%

男性の育児参加休暇 49.0%

育児休業 希望者の取得率100％（男女）

H30.3.31

目　標

取得率100％（男性）

取得率100％（男性）

（単位：時間）

26年度 27年度

本庁 19.5 19.0

地方機関 9.2 8.5

全庁 12.6 12.0

（単位：人）

26年度 27年度

本庁 376 355

地方機関 265 191

全庁 641 546
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(3) 行政施策 

第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

ア．事務事業 

 
 
 
 
１ 見直し総額                              （単位：百万円） 

区  分 
当初予算額 増 減 

③(②－①) 
増減率 
③／① H26 年度① H27 年度② 

一般事業費 
［事務費、施設維持費を含む］ 

33,899  
 (26,287)  

 31,843  
 (25,491)  

△2,056  
 (△796)  

△6.1％  
(△3.0％)  

第３次行革プラン 
記載の個別事業 

23,101  
 (19,880) 

23,132  
 (19,799)  

31  
(△81) 

0.1％  
(△0.4％) 

その他の政策的軽費 
30,050 

(11,494) 
28,168 

(11,955) 
△1,882 
(＋461) 

△6.3％ 
(4.0％) 

   ※１ （ ）は一般財源 
 
２ 事務費                             （単位：百万円） 

区  分 
当初予算額 増 減 

③(②－①) 
増減率 
③／① H26 年度① H27 年度② 

超過勤務手当 
［一般行政部門等］ 

2,217 2,151 △66 △3.0％ 

 その他事務費 5,416  5,254  △162 △3.0％ 

 
３ 施設維持費    

施設維持費のうち、基本料分は対前年度 100％とし、従量料金分等は各施設の状況に応じて見直し
を実施 

                                  （単位：百万円） 

区  分 
当初予算額 増 減 

③(②－①) 
増減率 
③／① H26 年度① H27 年度② 

本庁舎・総合庁舎 
874  

 (726) 
839  

 (714) 
△35  

 (△12) 
△4.0％  

(△1.7％) 

警察本部庁舎、警察署 
1,354  

(1,206) 
1,354  

(1,204) 
0  

(△2) 
0％  

(△0.2％) 

県立学校 
2,501  

(2,441) 
2,486  

(2,425) 
△15  

(△16) 
△0.6％  

(△0.7％) 

都市公園 
1,148  

  (805) 
1,148  

  (805) 
0  

(0) 
0％  

(0％) 

公的施設 
8,010  

 (4,021) 
7,931  

 (4,000) 
△79  

(△21) 
△1.0％  

(△0.5％) 
   ※ （ ）は一般財源 
 
４ 事務事業数の見直し 

区分 事業数 

平成 26 年度事業数   1,986 （2,193） 
廃止事業数 181  
新規事業数 80  
平成 27 年度事業数   1,885 （1,929） 
対前年度増減数［増減率］ △101 ［△5.1％］ 

   ※（  ）書きは経済対策関係基金事業を加えた場合 
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実施状況 

ア．事務事業 

  ・第３次行革プランに基づき事業の見直しを行い、第３次行革プラン記載の個別事業について、平
成 26年度から 24 百万円縮減 

  ・社会保障・税一体改革関係軽費を含め社会保障関係費は、平成 26年度から 33,390 百万円増加 
 
１ 見直し総額                                （単位：百万円） 

区  分 
決算額 増 減 

⑥(⑤－④) 
増減率 
⑥／④ H26 年度④ H27 年度⑤ 

一般事業費 
［事務費、施設維持費を含む］ 

33,899  
 (26,287) 

 31,756  
 (25,420)  

△2,143  
 (△867)  

△6.3％  
(△3.3％)  

第３次行革プラン 
記載の個別事業 

22,670 
(19,624) 

22,646 
(19,527) 

△24  
 (△97)  

△0.1％  
(△0.5％)  

その他の政策的軽費 
27,929 

(11,033) 
26,090 

(11,266) 
△1,839 
(233) 

△6.6％ 
(2.1％) 

  ※１ （ ）は一般財源 
 
２ 事務費                                        （単位：百万円） 

区  分 
決算額 増 減 

⑤(④－①) 
増減率 
⑤／① H26 年度④ H27 年度⑤ 

超過勤務手当 
［一般行政部門等］ 

2,217 2,151 △66 △3.0％ 

 その他事務費 5,416 5,237  △179 △3.3％ 

 
３ 施設維持費 
 
 
                                              （単位：百万円） 

区  分 
決算額 増 減 

⑤(④－①) 
増減率 
⑤／① H26 年度④ H27 年度⑤ 

本庁舎・総合庁舎 
874  

 (726) 
839  

 (714) 
△35  

 (△12) 
△4.0％  

(△1.7％) 

警察本部庁舎、警察署 
1,354  

(1,206) 
1,354  

(1,204) 
0  

(△2) 
0％  

(△0.2％) 

県立学校 
2,501  

(2,441) 
2,486  

(2,425) 
△15  

(△16) 
△0.6％  

(△0.7％) 

都市公園 
1,148  

  (805) 
1,148  

  (805) 
0  

(0) 
0％  

(0％) 

公的施設 
8,010  

 (4,021) 
7,931  

 (4,000) 
△79  

(△21) 
△1.0％  

(△0.5％) 

   ※ （ ）は一般財源 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

５ 経費節減・事務改善等の全庁的な推進 

(1) 事務執行方法の効率化・合理化 

  ・全庁的な事務改善に資する取組みの実施(本庁舎等への地方機関職員用オフィスの設置等) 

  ・職員提案制度を活用した事務改善の推進 

  ・各班・各課の実情に応じた事務改善（各班各課１事務改善）の取組みの実施 

  ・民間活用により、効率的な事務執行が図れる業務についてアウトソーシングを推進 

 

(2) 経費節減の推進 

本庁舎における使用電力の「見える化」などの全庁的な省エネ化の推進、電力一括入札の実施、

印刷物・図書購入の見直しなどによる経費節減に引き続き取り組む 

 

 

 

 

 

 

 

６ 政策的経費の主なもの 

(1) 社会保障関係費 

 

 
(単位：百万円、％)

当初予算額

①
一般財源

②
当初予算額

③
一般財源

④

6,931 6,006 44,206 30,402 37,275 24,396 537.8 406.2

後 期 高 齢 者 医 療 費 県 費 負 担 金 等 59,735 59,730 60,474 60,474 739 744 1.2 1.2

国 民 健 康 保 険 財 政 調 整
交 付 金 等 強 化 充 実 費 47,048 47,048 47,793 47,793 745 745 1.6 1.6

障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 県 費 負 担 金 18,855 18,855 20,355 20,355 1,500 1,500 8.0 8.0

障 害 者 自 立 支 援 医 療 費 7,728 4,868 7,920 4,997 192 129 2.5 2.6

介 護 給 付 費 県 費 負 担 金 等 58,414 58,414 57,213 57,213 △ 1,201 △ 1,201 △ 2.1 △ 2.1

難 病 そ の 他 特 定 疾 患 医 療 費
（ 旧 制 度 分 ） 5,654 2,827 113 52 △ 5,541 △ 2,775 △ 98.0 △ 98.2

児 童 手 当 県 費 負 担 金 13,989 13,989 13,730 13,730 △ 259 △ 259 △ 1.9 △ 1.9

県 単 独 福 祉 医 療 費 10,545 9,832 10,188 9,448 △ 357 △ 384 △ 3.4 △ 3.9

そ の 他 24,552 15,805 25,224 16,658 672 853 2.7 5.4

小　　　  　　計　　　Ｂ 246,520 231,368 243,010 230,720 △ 3,510 △ 648 △ 1.4 △ 0.3

253,451 237,374 287,216 261,122 33,765 23,748 13.3 10.0

増減率
⑥／②

社 会 保 障 ・ 税 一 体 改 革 関 係 経 費 Ａ

社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
関
係
経
費
以
外

社 会 保 障 関 係 費 計 （ Ａ ＋ Ｂ ）

区　　　　　分
H26年度 H27年度 増減

(③－①)
⑤

増減
(④－②)

⑥

増減率
⑤／①
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実施状況 

 

４ 経費節減・事務改善等の全庁的な推進 

(1) 事務執行方法の効率化・合理化 

  ・全庁的な事務改善に資する取組みの実施 

・県民局・県民センター経理関係事務の見直し（H27 年４月） 

・照会事務専用掲示板の設置（H27 年５月） 

・本庁舎等への地方機関職員用オフィスの設置（H27 年５月） 

・県庁 WAN に接続できるタブレット（100 台）を活用したモバイルワークの導入（H27 年 11 月）等 

・職員提案制度を活用した事務改善の推進 

   （奨励期間：H27 年 4月 22 日～7月 10 日、10月 23 日～11月 20 日） 

  ・各班・各課の実情に応じた事務改善（各班各課１事務改善）の取組みの実施 

  ・民間活用により、効率的な事務執行が図れる業務についてアウトソーシングを引き続き推進 

 

(2) 経費節減の推進 

本庁舎における使用電力の「見える化」などの全庁的な省エネ化の推進、電力一括入札の実施（効

果額：51,374 千円）、印刷物・図書購入の見直し（効果額：417 千円）などによる経費節減を引き続

き実施 

 

５ 政策的経費の主なもの 

(1) 社会保障関係費 

 

 

 

 

(単位：百万円、％)

決算額
 ⑦

一般財源
⑧

決算額
 ⑨

一般財源
⑩

8,888 6,199 34,796 25,574 25,908 19,375 291.5 312.6

後 期 高 齢 者 医 療 費 県 費 負 担 金 等 58,480 58,480 60,833 60,833 2,353 2,353 4.0 4.0

国 民 健 康 保 険 財 政 調 整
交 付 金 等 強 化 充 実 費 47,117 47,117 47,608 47,608 491 491 1.0 1.0

障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 県 費 負 担 金 18,572 18,572 19,791 19,791 1,219 1,219 6.6 6.6

障 害 者 自 立 支 援 医 療 費 7,556 4,796 7,678 4,820 122 24 1.6 0.5

介 護 給 付 費 県 費 負 担 金 57,198 57,198 56,888 56,888 △ 310 △ 310 △ 0.5 △ 0.5

難 病 そ の 他 特 定 疾 患 医 療 費
（ 旧 制 度 分 ） 5,594 2,851 98 45 △ 5,496 △ 2,806 △ 98.2 △ 98.4

児 童 手 当 交 付 金 13,933 13,933 13,687 13,687 △ 246 △ 246 △ 1.8 △ 1.8

県 単 独 福 祉 医 療 費 10,655 9,833 10,528 9,674 △ 127 △ 159 △ 1.2 △ 1.6

医 療 介 護 推 進 基 金 積 立 金
（ ２ 月 経 済 対 策 補 正 分 ） 0 0 8,842 2,947 8,842 2,947 皆増 皆増

そ の 他 24,772 15,971 25,406 16,777 634 806 2.6 5.0

小　　　  　　計　　　Ｂ 243,877 228,751 251,359 233,070 7,482 4,319 3.1 1.9

252,765 234,950 286,155 258,644 33,390 23,694 13.2 10.1

増減率
⑪／⑦

増減率
⑫／⑧

社 会 保 障 関 係 費 計 （ Ａ ＋ Ｂ ）

増減
(⑨－⑦)

⑪

増減
(⑩－⑧)

⑫

社 会 保 障 ・ 税 一 体 改 革 関 係 経 費 Ａ

社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
関
係
経
費
以
外

区　　　　　分
H27年度H26年度
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第３次行革プラン（平成27年度実施計画） 

 (2) 第３次行革プラン記載個別事業 

 （単位：百万円） 

事  業  名 
当初予算額 

主 な 取 組 内 容 H26 
 

H27 
① 

私立学校経常費補助 

（私立高等学校分） 

 

12,487 12,653  地方交付税措置単価の増加額の範囲内において、授業

料軽減補助分を段階的に縮減（H27 は、3,400 円（交付

税単価伸び相当）を縮減） 

〔１人あたり補助単価〕      （単位：円） 

区 分 H26当初① H27当初② 増減②－① 

国 庫 53,702 54,239 ＋537 

交付税 253,445 253,445 ±0 

一 般 37,614 37,614 ±0 

計 344,761 345,298 ＋537 
 

県民交流バスの実施 

 

132 132 メニューごとの利用実績を踏まえ、それぞれの補助台

数を見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域再生大作戦の展開 

 

※H27は H26経済対策 

 国交付金を含む 

326 339 集落活動を維持・持続するための支援や広域的連携に

よる支え合うしくみづくりやＵＩＪターンの促進、モデ

ル事業により活性化が図られた地域の自立を促す支援

を強化するほか、地域の取組を支える基盤づくりを推進 
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実施状況 

 (2) 第３次行革プラン記載個別事業 

（単位：百万円） 

事  業  名 
決算額 

増 減 理 由 H26 
① 

H27 
② 

増減 
②－① 

私立学校経常費補助 

（私立高等学校分） 

 

12,609 12,573 △36 生徒数の減 

（36,839人→36,642人） 

 

 

県民交流バスの実施 

 

121 118 △3 補助台数の減 

（4,663台→4,538台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域再生大作戦の展開 

 

※H27は H26経済対策 

 国交付金を含む 

284 275 △9 各事業実績の減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（単位：百万円）

H27当初 H27実績 増減

１　集落再生支援事業 11 9 △ 2

２　「がんばる地域」応援事業 179 187 8

３　地域再生促進事業 94 79 △ 15

284 275 △ 9

    区　分

合　計

（単位：台）

H26実績 H27実績 増減

走る県民教室 1,749 1,797 48

都市農村交流バス　 479 396 △ 83

ツーリズムバス　 2,146 2,099 △ 47

ひょうごツーリズムバス 1,731 1,714 △ 17

しごとツーリズムバス 415 385 △ 30

エコツーリズムバス 289 246 △ 43

4,663 4,538 △ 125合　計

区　分
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第３次行革プラン（平成27年度実施計画） 

 

（単位：百万円） 

事  業  名 
当初予算額 

主 な 取 組 内 容 H26 
 

H27 
① 

待機児童の解消 

 

 

11,737 8,197 平成 27 年４月から実施される子ども・子育て支援新

制度の下、保育所や認定こども園の整備、地域の実情に

応じた小規模保育や放課後児童クラブの開設支援など、

就学後を含む保育の量をさらに確保 

・保育所緊急整備事業 

   85箇所 → 82箇所 

・認定こども園整備事業 

   51箇所 → 43箇所 

商店街活性化施策 

 

 

 

 

143 234 (1) まちづくりと一体となった商店街の再生を図る取

組を包括的に支援 

(2) 商店街活性化など公共的な役割を担う商業者等に

よる取組や外国人観光客の受入態勢の整備等、商店街

の取組を支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

〈２６年度〉 〈２７年度〉

 商店街支援事業  商店街支援事業

 （１）元気づくり事業  （１）拡　元気づくり事業

 （２）活性化プラン策定事業  （２）活性化プラン策定事業

 （３）商店街コミュニティ機能強化応援事業  （３）商店街コミュニティ機能強化応援事業

 （４）被災商店街にぎわい支援事業（復興基金）  → 廃止

 商店街整備事業 商店街整備事業

  （１）商店街・小売市場共同施設建設費助成事業   （１）商店街・小売市場共同施設建設費助成事業

  （２）商店街共同施設撤去支援事業   （２）商店街共同施設撤去支援事業

  （３）商店街・まち再生整備事業   （３）商店街・まち再生整備事業

  （４）商店街個店外観整備事業   （４）商店街個店外観整備事業

※　復興基金事業を統合

 商店街新規出店・開業等支援事業 商店街新規出店・開業等支援事業

   新規出店・開業、商店継承    新規出店・開業、商店継承

 　商店街空き店舗再生支援事業  　商店街空き店舗再生支援事業

※　復興基金事業を統合

新　商店街再編事業

Ⅳ　まちなか再生計画に基づく事業

  商店街ご用聞き・共同宅配事業

　新　商店街免税店拡大による外国人誘客事業

　新　商店街事業承継推進事業

元気商店街創出大作戦

 高度化事業貸付金（共同施設事業）

  ひょうごいいね！お店表彰事業

 高度化事業貸付金（共同施設事業）

商店街の活性化等によるにぎわいのあるまちづくり

  ひょうごいいね！お店表彰事業

Ⅲ　空き店舗対策事業

Ⅰ　地域課題に対応したソフト事業

  商店街ご用聞き・共同宅配事業

Ⅱ　ハード整備事業

Ⅲ　空き店舗対策事業

Ⅰ　地域課題に対応したソフト事業

Ⅱ　ハード整備事業
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実施状況 

 

（単位：百万円） 

事  業  名 
決算額 

増 減 理 由 H26 
① 

H27 
② 

増減 
②－① 

待機児童の解消 

 

 

8,035 4,927 △3,108 補助対象施設数の減 

・保育所緊急整備事業 

   80箇所 → 45箇所 

（その他国交付金活用 16か所） 

・認定こども園整備事業 

   29箇所 → 19箇所 

（その他国交付金活用 ４か所） 

 

商店街活性化施策 

 

 

 

 

92 104 12 各事業実績の増 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

（単位：百万円）

H26実績 H27実績 増減

Ⅰ　地域課題に対応したソフト事業 83 58 △ 25

免税店拡大による外国人誘客事業 (3) (3)

Ⅱ　ハード整備事業 2 25 23

Ⅲ　空き店舗対策事業 7 21 14

Ⅳ　まちなか再生計画に基づく事業 0 0 0

商店街再編事業 (0) (0)

92 104 12

先行型交付金事業 (3) (3)

※（　）先行型交付金事業は外数

    区　分

合　計
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第３次行革プラン（平成27年度実施計画） 

 

（単位：百万円） 

事業名 
当初予算額 

主な取組内容 H26 
 

H27 
① 

医師・看護師等確保対策

の推進 

 

1,508 2,843 (1) 県養成医師の地域医療機関への派遣 

(2) 医師のキャリア形成支援体制の整備 

(3) 看護職員の求人・求職ﾏｯﾁﾝｸﾞｼｽﾃﾑの運用やﾅ-ｽｾ

ﾝﾀｰ･ﾊﾛｰﾜｰｸ連携事業等の推進 

(4) 地域内の医療機関、福祉施設等が合同で開催す

る看護職就職説明会の開催支援 

中小企業制度資金貸付

金 

 

339,430 260,123 (1) 融資枠3,000億円 

(2) 融資利率について、平成26年 10月に続き、さ

らに0.05％引下げ 

(3) 設備投資促進貸付、新規開業貸付、企業再生貸

付、経営革新貸付の金利区分変更により融資利率

を見直し 

(4) 設備投資促進貸付及び新分野進出資金に保証料

補助を行い、保証料を引下げ 

(5) 貸付メニューの要件拡充や、整理統合等を実施 

① 「経営円滑化貸付」の融資対象者に、「原材料

価格等の高騰により経営に支障をきたしている

者」を追加（平成26年 12月 15日先行実施） 

 ② 「経営円滑化貸付」の融資対象者から、「円高

要件」を除外 

③ 「建設業新分野事業展開貸付」を廃止し、「第

二創業貸付」で対応 

農林水産、環境関係制度

融資 

 

20,806 25,556 (1) 就農支援資金（融資枠：１億円）を廃止（貸付

主体が日本政策金融公庫へ移行） 

(2) 兵庫県産木材利用木造住宅特別融資を拡充（融

資枠50億円→60億円） 

融資枠 H26年度 H27年度 

農林関係資金 152億円 161億円 

環境関係資金  55億円  55億円 

合   計 207億円 216億円 
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実施状況 

 

（単位：百万円） 

事業名 
決算額 

増 減 理 由 H26 
① 

H27 
② 

増減 
②－① 

医師・看護師等確保対策

の推進 

 

1,774 1,777 3 院内助産所設備整備事業の増 

 

 

 

 

 

中小企業制度資金貸付

金 

 

248,502 216,789 △31,713 新規融資実績が増加した一方、過年度

分が減少したことによる貸付金総額の

減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産、環境関係制度

融資 

 

16,657 19,619 2,962 新規融資実績の増 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○貸付額 （単位：億円）

H26実績 H27実績 増減

事業展開融資 69 166 97

経営安定融資 378 499 121

一般事業融資 906 766 △ 140

1,353 1,431 78

区　分

合　計

○貸付額 （単位：億円）

H26実績 H27実績 増減

農政関係資金 110 118 8

環境関係資金 4 2 △ 2

114 120 6

区　分

合　計
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第３次行革プラン（平成27年度実施計画） 

 

 (3) チャレンジ事業 

（単位：千円） 

部局名 事業名 

当初予算額① 

事業費 

 

(チャレンジ枠) 

一般財源 

企画 

県民 

(新)ICTを活用したワークスタイル変革事業 23,225 0 

(新)グローバルリーダー育成を目指した県立大「国際化体験プログラム」の推進 15,000 15,000 

(新)日本海津波浸水シミュレーションの実施 12,000 12,000 

(新)避難所等井戸設置事業 40,000 40,000 

健康 

福祉 

ロボットリハビリテーションの普及推進 17,525 17,525 

(新)障害スポーツ推進プロジェクト 34,577 0 

(新)ひょうごテクニカルエイド発信事業 11,988 11,988 

(新)ICT活用障害者コミュニケーション支援事業 11,309 5,655 

「ふるさとづくり青年隊」事業 12,627 10,120 

新たな検査手法の研究・開発の推進 3,000 3,000 

企業との協働による健康づくり促進事業 18,989 16,095 

産業 

労働 

(新)民間活力によるひょうご企業魅力アップ事業 39,908 24,908 

(拡)新興国等との経済交流強化事業 32,000 32,000 

(新)訪日観光客誘致によるひょうご活性化事業 51,190 10,390 

農政 

環境 

(新)兵庫県産野菜バリューチェーン構築事業 11,840 0 

(新)CLT(直交集成板)技術等普及啓発事業 11,200 0 

(拡)貝類養殖の新技術普及推進事業及び県産極上アサリ養殖振興事業 17,300 17,300 

有害鳥獣捕獲活動実施体制構築事業「捕獲技術養成プロジェクト」 11,813 11,813 

(新)住民協働による小水力発電復活プロジェクトの推進 11,617 0 

県土 

整備 

(新)但馬空港の就航率改善 12,000 0 

(新)災害にそなえて～ふれる・かんじる・みる～（防災の仕組みを伝えるPR） 2,862 2,862 

ま ち 

づくり 

(新)商店街の活性化とまちの再整備による賑わいのまちづくり 9,000 0 

尼崎21世紀の森魅力アップ事業 21,000 10,500 

竹材を利用した園芸生産システムの開発 2,000 2,000 

(拡)さとの空き家活用支援事業 57,464 0 

(新)インスペクション普及支援事業 3,600 0 

教 育 

委員会 

ひょうごがんばりタイム～放課後における補充学習等の推進～ 54,970 36,647 

未来のスーパーアスリート支援事業 45,500 45,500 

(新)ひょうご読書活動充実事業 16,311 16,311 

警察 

先進的捜査体制強化事業 11,880 5,940 

(新)危険ドラッグ等薬物検査体制強化事業 24,496 12,248 

(新)女性警察官の視点に立った警察本部の勤務環境改善 8,370 8,370 

計（32事業） 656,561 368,172 
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実施状況 

 

 (3) チャレンジ事業 

（単位：千円） 

事業名 

H27年度実績② 増減（②－①） 

事業費 

 

事業費 

 

(チャレンジ枠) 

一般財源 

(チャレンジ枠) 

一般財源 

ICTを活用したワークスタイル変革事業 23,988 0 ＋763 0 

グローバルリーダー育成を目指した県立大「国際化体験プログラム」の推進 15,000 15,000 0 0 

日本海津波浸水シミュレーションの実施 3,996 3,996 △8,004 △8,004 

避難所等井戸設置事業 9,239 9,239 △30,761 △30,761 

ロボットリハビリテーションの普及推進 17,461 17,461 △64 △64 

障害スポーツ推進プロジェクト 34,577 0 0 0 

ひょうごテクニカルエイド発信事業 11,988 11,988 0 0 

ICT活用障害者コミュニケーション支援事業 10,496 5,249 △813 △406 

「ふるさとづくり青年隊」事業 12,627 10,120 0 0 

新たな検査手法の研究・開発の推進 3,000 3,000 0 0 

企業との協働による健康づくり促進事業 16,443 13,549 △2,546 △2,546 

民間活力によるひょうご企業魅力アップ事業 39,908 24,908 0 0 

新興国等との経済交流強化事業 30,170 30,170 △1,830 △1,830 

訪日観光客誘致によるひょうご活性化事業 19,510 10,390 △31,680 0 

兵庫県産野菜バリューチェーン構築事業 8,439 0 △3,401 0 

CLT(直交集成板)技術等普及啓発事業 10,571 0 △629 0 

貝類養殖の新技術普及推進事業及び県産極上アサリ養殖振興事業  17,140 17,140 △160 △160 

有害鳥獣捕獲活動実施体制構築事業「捕獲技術養成プロジェクト」 11,813 11,813 0 0 

住民協働による小水力発電復活プロジェクトの推進 5,524 0 △6,093 0 

但馬空港の就航率改善 11,992 0 △8 0 

災害にそなえて～ふれる・かんじる・みる～（防災の仕組みを伝える PR）  2,862 2,862 0 0 

商店街の活性化とまちの再整備による賑わいのまちづくり 998 0 △8,002 0 

尼崎21世紀の森魅力アップ事業 16,285 8,143 △4,715 △2,357 

竹材を利用した園芸生産システムの開発 2,000 2,000 0 0 

さとの空き家活用支援事業 43,443 0 △14,021 0 

インスペクション普及支援事業 1,440 0 △2,160 0 

ひょうごがんばりタイム～放課後における補充学習等の推進～ 44,803 29,877 △10,167 △6,770 

未来のスーパーアスリート支援事業 45,500 45,500 0 0 

ひょうご読書活動充実事業 16,311 16,311 0 0 

先進的捜査体制強化事業 8,455 4,228 △3,425 △1,712 

危険ドラッグ等薬物検査体制強化事業 25,596 12,798 ＋1,100 ＋550 

女性警察官の視点に立った警察本部の勤務環境改善 6,770 6,770 △1,600 △1,600 

計（32事業） 528,345 312,512 △128,216 △55,660 
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実施状況 

 

（参考）第３次行革プランの個別見直し事業の執行状況  

  事業の必要性、県と市町・民間との役割、費用対効果、受益の負担の適正化等の観点から見直しを実施 

（単位：百万円） 

事業名 見直し内容 

（第3次行革プラン記載内容） 

H26決算 

① 

H27決算 

② 

増減 

②－① 

私立学校経常費補助

（私立高等学校分） 

地方交付税措置単価の増加額の範囲内で、授

業料軽減補助分を段階的に縮減 

12,609 

(10,812) 

12,573 

(10,739) 

△36 

(△73) 

私立高等学校等生徒

授業料軽減補助 

・国の就学支援金の制度改正等を踏まえた 

見直し 

・さらなる就学機会の確保のため、補助額 

を拡充（H28） 

604 

(573) 

536 

(536) 

△68 

(△37) 

県民交流バスの実施 

・台数を削減（6,000台→5,000台） 

・メニューごとの利用実績を踏まえ、それ 

ぞれの補助台数を見直し（H27、H28） 

121 

(121) 

118 

(118) 

△3 

(△3) 

HUMAP構想の推進 

（独）日本学生支援機構の制度改正を踏ま

え、留学先の地域毎に奨学金単価を設定 

（8万円/月→6～10万円/月） 

51 

(51) 

46 

(46) 

△5 

(△5) 

ふれあいの祭典 

全県フェスティバルと分野別イベントの同

時開催の形の定着を踏まえ、各実行委員会

を一本化 

51 

(51) 

49 

(49) 

△2 

(△2) 

神戸ハーバーランド

庁舎 

神戸生活創造センターの機能を一部廃止す

る等、１フロアを削減 

396 

(379) 

383 

(368) 

△13 

(△11) 

高齢者大学運営事業 

・講座内容の見直し 

・阪神シニアカレッジ学習室を平成30年 

度の宝塚健康福祉事務所の新庁舎整備に

あわせて集約（H28） 

77 

(65) 

83 

(74) 

＋6 

(＋9) 

地域づくり活動サポータ

ー設置事業 

子ども・若者サポータ

ー設置事業 

地域の青少年団体と協働するなど、業務の

効率化を図り、両事業を統合し、地域活動

コーディネーターを設置 

23 

(23) 

23 

(23) 

0 

(0) 

ふるさと創生推進費 

（ふるさとづくり推

進費） 

・ふるさとづくり推進費を創設 

・地域創生戦略に基づく事業等を積極的に

推進するため、ふるさと創生推進費を創

設（H28） 

1,475 

(1,475) 

1,480 

(1,480) 

＋5 

(＋5) 

地域再生大作戦の展

開 

地域の自立を促す支援の強化や、地域の取

組を支える基盤づくりを推進 

284 

(36) 

275 

(0) 

△9 

(△36) 

こどもの冒険ひろば

事業 

・市町との連携による事業実施が図られる

よう、市町を経由した申請方法の見直し 

・県補助額（定額）を見直し 

 800千円→400千円（1/2相当） 

（※200千円～400千円の市町随伴を期待） 

22 

(22) 

25 

(25) 

＋3 

(＋3) 

老人医療費助成事業 

国の医療保険制度改革に対応し、自己負担

割合（低所得者Ⅰ：１割→２割）等を見直

し 

601 

(601) 

635 

(635) 

＋34 

(＋34) 
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実施状況 

 

（単位：百万円） 

事業名 見直し内容 

（第3次行革プラン記載内容） 

H26決算 

① 

H27決算 

② 

増減 

②－① 

母子家庭等医療費助

成事業 

補助対象者を経済的不安の大きい低所得者

層に重点化する等、所得制限、一部負担金

を見直し 

730 

(730) 

568 

(568) 

△162 

(△162) 

老人クラブ活動強化

事業 

・補助単価の見直し 

（4,400円/月→3,500円/月） 

・高齢者自らが行う体操の実施・普及促進

活動を行う単位クラブを新たに支援 

132 

(132) 

129 

(129) 

△3 

(△3) 

民間社会福祉施設運

営交付金 

各施設の職員加配状況を反映するため、よ

り加配実態に即した算定方法に見直し 

336 

(336) 

344 

(344) 

＋8 

(＋8) 

出会いサポートセン

ター事業 

会員の利用状況に応じた効率的、効果的な

運営とするため、開所日数及び曜日の見直

しや会員登録料の見直し 

113 

(45) 

100 

(74) 

△13 

(＋29) 

県立こども発達支援

センター運営事業 

市町等との連携強化や、ＰＲ活動などの取

組内容の充実により受診を促進 

34 

(29) 

33 

(28) 

△1 

(△1) 

地域経済活性化支援

費補助 

合併経過措置の代替として、広域活性化対

策指導員を設置 

2,548 

(2,548) 

2,605 

(2,605) 

＋57 

(＋57) 

ひょうご・しごと情報

広場事業 

国の地域若者サポートステーションの設置

拡充を踏まえ、若者しごと倶楽部サテライ

ト阪神を廃止 

60 

(60) 

60 

(60) 

0 

(0) 

兵庫ものづくり支援

センターの運営 

産学官連携を強化するため、ものづくり支

援センター神戸に、総括研究コーディネー

ターを設置 

26 

(26) 

26 

(26) 

0 

(0) 

シカ有害捕獲促進支

援事業 

シカ有害捕獲専任班

支援事業 

狩猟期シカ捕獲拡大

事業 

シカの捕獲目標を達成するため、補助制度

を見直し 

・費用対効果の向上 

 日当制を廃止、頭数制を採用 

・事業の簡素化 

 捕獲頭数による複数単価から、一律単価

へ見直し 

138 

(12) 

207 

(15) 

＋69 

(＋3) 

バス対策費補助 

財政力指数が高い市町について、単一市町

域内系統は本来の市町の役割を担うことが

適当であることから、県と市町の負担割合

を見直し 

315 

(315) 

341 

(341) 

＋26 

(＋26) 

県立都市公園維持管

理事業 

・適正な管理水準を引き続き維持するとと

もに、自主財源の確保を推進 

・民間活力を活用した都市公園の整備・管

理を検討 

1,924 

(1,182) 

2,007 

(1,244) 

＋83 

(＋62) 

合   計  
22,670 

(19,624) 

22,646 

(19,527) 

△24 

(△97) 

※（  ）は、一般財源の数値。 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

イ．投資事業 

１ 投資事業費 

 (1) 投資総額 

   平成26年８月豪雨災害を踏まえ、山地防災・土砂災害対策に係る事業費を別枠で25億円確保するこ

ととし、国の特別な地域の元気臨時交付金事業を除くと、前年度を20億円上回る1,739億円（前年度

当初対比101.2%）の事業費を確保した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）14 か月予算の状況 

平成 27 年度当初予算に、平成 26 年度２月補正を合わせた 14か月予算では、国経済対策の予

算規模の縮小等により、前年度比△13.4％の 1,974 億円を計上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位:百万円、％）

平成27年度 平成26年度

予算額 Ａ 予算額 Ｂ

173,900 179,296 △ 5,396 97.0

105,900 105,900 0 100.0

101,000 102,000 △ 1,000 99.0

別
枠 災 害 関 連 4,900 3,900 1,000 125.6

68,000 73,396 △ 5,396 92.6

55,500 56,000 △ 500 99.1

緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 10,000 10,000 0 100.0

山地防災・土砂災害対策事業 2,500 0 2,500 皆増

地域の元気臨時交付金事業 0 7,396 △ 7,396 皆減

173,900 171,900 2,000 101.2

※災害復旧事業費を除く

再計（地域の元気臨時交付金事業を除く）

通 常 事 業

県 単 独 事 業

通 常 事 業

別
枠

区　　　　　　分

投 資 的 経 費

Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ

国 庫 補 助 事 業
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実施状況 

イ．投資事業 

１ 投資事業費 

    投資事業費は、前年度の補正予算を合わせた平成27年度の予算規模が、平成26年度より縮小したこと

などから、減少。 

  この中で、緊急防災・減債事業費は、県立学校の耐震化等を積極的に推進するとともに、平成25年度

及び平成26年度で確保した事業費を平成27年度に繰越執行したことなどにより、前年度から増加。 

 

［投資事業費の内訳］                         （単位：億円） 

 
注：災害復旧事業費を除く 

 

区 分 

H26 H27 
H27/H26（%） 

決算額 
 

決算額 
 

繰越分 繰越分  繰越分 

国庫補助事業 1,299 708 1,146 458 88.2% 64.7% 

内

訳 

通常事業 1,008 479 992 357 98.4% 74.5% 

別

枠 

災 害 関 連 73 27 57 24 78.0% 88.9% 

経 済 対 策 218 202 97 77 44.5% 38.1% 

単独事業 806 251 887 304 110.0% 121.1% 

内

訳 

通常事業 508 51 552 66 108.7% 129.4% 

別

枠 

緊急防災・減災 214 154 279 199 130.4% 129.2% 

山 地 ・ 土 砂 0 0 15 0 皆増 － 

地域の元気交付金 84 46 39 39 46.4% 84.8% 

経 済 対 策 0 0 2 0 皆増 － 

合 計 2,105 959 2,033 762 96.6% 79.5% 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

(2) 通常事業 

① 国庫補助事業  1,010 億円 

    1,020 億円(平成 26 年度国庫補助事業の通常事業費)× 99.1％(地財計画伸び) ＝ 1,010 億円 

  ② 県単独事業    555 億円 

     560 億円(平成 26 年度県単独事業の通常事業費)  ×99.0％(地財計画伸び) ＝   555 億円 

  

(3) 別枠加算分 

① 災害関連事業    49 億円 

    平成 26 年８月豪雨等災害関連事業 

② 緊急防災・減災事業  100 億円 

緊急防災・減災事業債（起債充当率 100％、交付税措置 70％）を活用し、地震・津波対策や庁

舎等の耐震化等を実施（平成 27～28 年度：100 億円/年） 

  ③ 山地防災・土砂災害対策事業  25 億円 

    平成 26 年８月豪雨災害を踏まえ、緊急性の高い箇所などにかかる対策を推進するため、自然災

害防止事業債（起債充当率 100％、交付税措置 28.5％）を活用し、第２次山地防災・土砂災害対策

５箇年計画の取組を拡充（平成 27～30 年度：25億円/年） 

 

○ 投資的経費の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 整備の基本的な考え方 

(1) 社会基盤整備の方向性 

  ①  今後の社会基盤整備の視点｢備える･支える･つなぐ｣ 

元気で安全･安心な兵庫を目指し、社会基盤を取り巻く｢課題｣や｢環境の変化｣に的確に対応する

ため、下記の視点で社会基盤整備を推進 

視点１「備える」～自然災害に備える防災･減災対策の強化～ 

施設防御中心の｢まもる｣に加え、東日本大震災等の教訓を踏まえ、想定を上回る災

害にも『備える』ため、減災の取組みを拡大 

視点２「支える」～日常生活や地域を支える社会基盤の充実～ 

県民の日々の暮らしや交流を『支える』ため、地域の実情に応じ、利便性や快適性

を向上 

視点３「つなぐ」～次世代につなぐ社会基盤の形成～ 

将来の県土の骨格を形成し、次世代に良質な社会基盤を『つなぐ』ため、ネットワ

ークの強化や施設機能を確保 

（単位：億円）

H27 H28 H29 H30 H27～30計

通常事業 1,010 1,010 1,010 1,010 4,040

災害関連事業 49 49

小　　計 1,059 1,010 1,010 1,010 4,089

通常事業 555 555 555 555 2,220

緊急防災・減災事業 100 100 200

山地防災・土砂災害
対策事業

25 25 25 25 100

小　　計 680 680 580 580 2,520

1,739 1,690 1,590 1,590 6,609

区分

国庫補助
事　　業

県 単 独
事　  業

合　　計
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実施状況 

 

【参考：平成 30 年度までの投資フレーム（H28.３月改訂後）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 整備の基本的な考え方 

(1) 社会基盤整備の方向性 

  ①  今後の社会基盤整備の視点｢備える･支える･つなぐ｣ 

元気で安全･安心な兵庫を目指し、社会基盤を取り巻く｢課題｣や｢環境の変化｣に的確に対応する

ため、下記の視点で社会基盤整備を推進 

視点１「備える」～自然災害に備える防災･減災対策の強化～ 

施設防御中心の｢まもる｣に加え、東日本大震災等の教訓を踏まえ、想定を上回る災

害にも『備える』ため、減災の取組みを拡大 

視点２「支える」～日常生活や地域を支える社会基盤の充実～ 

県民の日々の暮らしや交流を『支える』ため、地域の実情に応じ、利便性や快適性

を向上 

視点３「つなぐ」～次世代につなぐ社会基盤の形成～ 

将来の県土の骨格を形成し、次世代に良質な社会基盤を『つなぐ』ため、ネットワ

ークの強化や施設機能を確保  

（単位：億円）

H28 H29 H30 H28～30計

通 常 事 業 費 1,020 1,020 1,020 3,060

災 害 関 連 等 事 業 24 24

小　　計 1,044 1,020 1,020 3,084

通 常 事 業 費 560 560 560 1,680

緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 110 110

山地防災・土砂災害対策事業 25 25 15 65

小　　計 695 585 575 1,855

1,739 1,605 1,595 4,939

区　　分

国　庫
補　助
事　業

県単独
事　業

合　　計
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

(2) 分野の重点化 

   平成 25 年度に改定したひょうご社会基盤整備基本計画（以下、「基本計画」という。）のもと、社

会基盤整備の実施にあたっては、限られた財源の有効活用を図るため、緊急かつ重要な事業へのさら

なる重点化を推進 

   ・県民生活を支え県土の発展に欠かせない社会基盤を効率的･効果的に整備するため、｢津波対策｣

｢地震対策｣｢老朽化対策｣｢ミッシングリンクの解消｣については、これまで以上に重点化 

   ・｢土砂災害対策｣｢治水対策｣｢生活道路｣については、これまでも重点化してきており、引き続き重

点的に推進 

 

  【これまで以上に重点化する分野】  

区分 内容 

津波対策 津波防災インフラ整備５箇年計画(平成 26(25)～30 年度) 
・津波対策は 10 年間で概ね完了 
・特に、緊急かつ重要な事業を５年間(平成 30 年度まで)で完了 

地震対策 南海トラフ地震・津波アクションプログラム(平成 26～30 年度) 
・南海トラフ巨大地震等に対して、耐震性能が不足する重要度の高い施設

の対策を 10 年間で概ね完了 
老朽化対策 ひょうごインフラ・メンテナンス 10 箇年計画(平成 26～35 年度) 

・損傷等があり、計画的な対策が必要な要対策施設は、概ね 10 年以内に
対策を完了 

・要対策施設のうち、特に損傷等が著しく早期対策が必要な施設は、概ね
３年以内に対策を完了 

ミッシングリンク 
の解消 

基幹道路ネットワークの充実強化 
・北近畿豊岡自動車道（豊岡市、養父市）などの事業促進 
・名神湾岸連絡線(西宮市)などの未着手路線の早期事業化 

 

(3) 社会基盤整備プログラムに位置づけ選択と集中を徹底 

   社会基盤整備プログラムには、分野別計画を体系的に位置づけ、真に必要性･緊急性の高い事業へ

の選択と集中を徹底 

〈社会基盤整備プログラムの概要〉 

①  計画期間 10 年間(平成 26～35 年度) 前期:平成 26～30 年度 後期:平成 31～35 年度 

②  策定単位県民局等単位 

③  対象事業県土整備部・農政環境部所管の総事業費１億円以上の社会基盤整備事業 

 

（参考：各種分野別計画） 

・津波防災インフラ整備５箇年計画(平成 26(25)～30 年度) 

・南海トラフ地震･津波対策アクションプログラム 2014(平成 26～30 年度) 

・地域の防災道路強靭化プラン(平成 26～35 年度) 

・地域総合治水推進計画(平成 24 年度～概ね 10 年間) 

・ため池整備事業の推進(農林水産ビジョン 2020)(平成 23～32 年度) 

・第２次山地防災・土砂災害対策５箇年計画(平成 26～30 年度) 

・新渋滞交差点解消プログラム(平成 26～30 年度) 

・踏切すっきり安心プラン(平成 26～30 年度) 

・農業生産基盤整備の推進(農林水産ビジョン 2020)(平成 23～32 年度) 

・ひょうご林内路網 1,000km 整備プラン(農林水産ビジョン 2020)(平成 22～27 年度) 

・ひょうごインフラ･メンテナンス 10 箇年計画(平成 26～35 年度) 

・ミッシングリンクの解消（路線ごとの事業計画） 
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実施状況 

 

(2) 分野の重点化 

   平成 25 年度に改定したひょうご社会基盤整備基本計画（以下、「基本計画」という。）のもと、社

会基盤整備の実施にあたっては、限られた財源の有効活用を図るため、緊急かつ重要な事業へのさら

なる重点化を推進 

   ・県民生活を支え県土の発展に欠かせない社会基盤を効率的･効果的に整備するため、｢津波対策｣

｢地震対策｣｢老朽化対策｣｢ミッシングリンクの解消｣については、これまで以上に重点化 

   ・｢土砂災害対策｣｢治水対策｣｢生活道路｣については、これまでも重点化してきており、引き続き重

点的に推進 

 

  【これまで以上に重点化する分野】） 

区分 内容 

津波対策 津波防災インフラ整備計画(平成 26～35 年度) 
・津波対策は 10 年間で概ね完了 
・特に、緊急かつ重要な事業を５年間(平成 30 年度まで)で完了 

地震対策 南海トラフ地震・津波アクションプログラム(平成 26～35 年度) 
・南海トラフ巨大地震等に対して、耐震性能が不足する重要度の高い施設

の対策を 10 年間で概ね完了 
老朽化対策 ひょうごインフラ・メンテナンス 10 箇年計画(平成 26～35 年度) 

・損傷等があり、計画的な対策が必要な要対策施設は、概ね 10 年以内に
対策を完了 

・要対策施設のうち、特に損傷等が著しく早期対策が必要な施設は、概ね
３年以内に対策を完了 

ミッシングリンク 
の解消 

基幹道路ネットワークの充実強化 
・北近畿豊岡自動車道（豊岡市、養父市）などの事業促進 
・名神湾岸連絡線(西宮市)などの未着手路線の早期事業化 

 

(3) 社会基盤整備プログラムに位置づけ選択と集中を徹底 

   社会基盤整備プログラムには、分野別計画を体系的に位置づけ、真に必要性･緊急性の高い事業へ

の選択と集中を徹底 

〈社会基盤整備プログラムの概要〉 

①  計画期間 10 年間(平成 26～35 年度) 前期:平成 26～30 年度 後期:平成 31～35 年度 

②  策定単位 県民局等単位 

③  対象事業 県土整備部・農政環境部所管の総事業費１億円以上の社会基盤整備事業 

 

（参考：各種分野別計画） 

・津波防災インフラ整備計画(平成 26～35 年度) 

・南海トラフ地震･津波対策アクションプログラム 2014(平成 26～35 年度) 

・地域の防災道路強靭化プラン(平成 26～35 年度) 

・地域総合治水推進計画(平成 24 年度～概ね 10 年間) 

・ため池整備５箇年計画(平成 27～31 年度) 

・第２次山地防災・土砂災害対策５箇年計画(平成 26～30 年度) 

・新渋滞交差点解消プログラム(平成 26～30 年度) 

・踏切すっきり安心プラン(平成 26～30 年度) 

・農業生産基盤整備の推進(農林水産ビジョン 2025)(平成 28～37 年度) 

・新ひょうご林内路網 1,000km 整備プラン(農林水産ビジョン 2025)(平成 26～33 年度) 

・ひょうごインフラ･メンテナンス 10 箇年計画(平成 26～35 年度) 

・ミッシングリンクの解消（路線ごとの事業計画 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 
３ 整備の進め方 

(1) 主な取組み内容               ※【重点】：これまで以上に重点化する４分野  

区分 主な内容 

備
え
る 

津波対策の推進【重点】 
 津波防災インフラ整備５箇年計画 防潮堤の補強延長 3.2km 

福良港(南あわじ市)、新川(西宮市) 
地震対策の推進【重点】 
 南海ﾄﾗﾌ地震･津波対策ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 橋梁の耐震強化 8 橋 

姫路新宮線 觜崎橋(たつの市) 
地域の防災道路強靱化ﾌﾟﾗﾝ 緊急輸送道路の未改良区間の改良 2km 

国道 312 号(市川町)、洲本五色線(洲本市) 
総合的な治水対策等の推進 
 地域総合治水推

進計画 
再度災害防止対策 H23 年災害 河川の早期復旧復興の進捗 

法華山谷川（加古川市・高砂市） 
流域対策 雨水貯留浸透施設等の整備着手箇所 10 箇所 

尼崎高校(尼崎市）、伊和高校(宍粟市） 
 

ため池整備事業の推進 危険度の高い農業用ため池の改修着手箇所数 76 箇所 
金屋地区(丹波市) 

山の管理の徹底･土砂災害対策の推進 
 平成 26 年８月豪雨災害復旧・復興計画 砂防えん堤整備着手箇所数 26 箇所 

急傾斜地対策着手箇所数 2 箇所 
治山ダム等整備着手箇所数 40 箇所 
徳尾東谷川(丹波市)、徳尾谷上地区(丹波市) 
市島町上竹田（丹波市） 

第 2 次山地防災･土砂災害対策 5箇年計画 砂防えん堤等整備着手箇所数 40 箇所 
治山ダム整備着手箇所数 112 箇所 
釜ヶ谷川(上郡町)、西十軒屋地区(南あわじ市) 
山東町金浦（朝来市） 

支
え
る 

地域のくらしや交流を支える道路整備の推進 
 国道･県道の整備推進 国道２号（明石市）、川西ｲﾝﾀｰ線(川西市) 

新渋滞交差点解消プログラム 渋滞交差点解消・緩和箇所数 3 箇所 
尼崎宝塚線 武庫川交差点(尼崎市) 

踏切すっきり安心プラン 問題踏切対策完了箇所数 13 箇所 
国道 178 号 田君踏切(新温泉町) 

都市を支える基盤整備の推進 
 連続立体交差事業・街路の整備推進 山陽電鉄西新町駅付近(明石市) 鉄道上下線高架切替 
力強い農林水産業を支える基盤づくり 
 農業生産基盤整備の推進 ほ場整備事業実施箇所数 15 箇所 

新田地区(南あわじ市) 
新ひょうご林内路網 1,000km 整備プラン 整備延長 126km 

須留ヶ峰線(朝来市、養父市) 

つ
な
ぐ 

ミッシングリンクの解消【重点】 
 基幹道路ネットワークの充実強化 基幹道路延長に対する供用延長の割合 77% 

北近畿豊岡自動車道(豊岡市、養父市) 
山陰近畿自動車道(新温泉町、香美町) 

港湾の機能強化･利用促進 
 港湾施設の整備推進 完了箇所数 3 箇所 

姫路港 須加地区(姫路市) 
計画的･効率的な老朽化対策の実施【重点】 
 ひょうごインフラ・メンテナ

ンス 10 箇年計画 
橋梁 老朽化対策を完了した橋梁数 39 橋 

日高竹野線 竹野新橋(豊岡市) 
トンネル 老朽化対策を完了したトンネル数 25 箇所 

国道 175 号 城山トンネル(丹波市) 
岸壁等 老朽化対策を完了した港湾係留施設数 2 箇所 

東播磨港 伊保物揚場(高砂市) 
防潮堤 老朽化対策を完了した防潮堤延長 2.2km 

阿万港海岸(南あわじ市) 
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実施状況 

 
３ 整備の進め方 

(1) 主な取組み内容               ※【重点】：これまで以上に重点化する４分野  

区分 主な内容 

備
え
る 

津波対策の推進【重点】 
 津波防災インフラ整備計画 防潮堤の補強延長 1.1km 

福良港(南あわじ市) 
地震対策の推進【重点】 
 南海ﾄﾗﾌ地震･津波対策ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 橋梁の耐震強化 8 橋 

姫路新宮線 觜崎橋(たつの市) 
地域の防災道路強靱化ﾌﾟﾗﾝ 緊急輸送道路の未改良区間の改良 2km 

国道 312 号(市川町)、洲本五色線(洲本市) 
総合的な治水対策等の推進 
 地域総合治水推

進計画 
再度災害防止対策 H23 年災害 河川の早期復旧復興の進捗 

法華山谷川（加古川市・高砂市） 
流域対策 雨水貯留浸透施設等の整備着手箇所 23 箇所 

尼崎高校(尼崎市）、伊和高校(宍粟市）、花岡池
(南あわじ市） 

ため池整備事業の推進 危険度の高い農業用ため池の改修着手箇所数 76 箇所 
湯の内池地区（赤穂市） 

山の管理の徹底･土砂災害対策の推進 
 平成 26 年８月豪雨災害復旧・復興計画 砂防えん堤整備着手箇所数 26 箇所 

急傾斜地対策着手箇所数 2 箇所 
治山ダム等整備着手箇所数 39 箇所 
徳尾東谷川(丹波市)、徳尾谷上地区(丹波市) 
市島町上竹田（丹波市） 

第 2 次山地防災･土砂災害対策 5箇年計画 砂防えん堤等整備着手箇所数 66 箇所 
治山ダム整備着手箇所数 123 箇所 
釜ヶ谷川(上郡町)、西十軒屋地区(南あわじ市) 
山東町金浦（朝来市） 

支
え
る 

地域のくらしや交流を支える道路整備の推進 
 国道･県道の整備推進 国道２号（明石市）、川西ｲﾝﾀｰ線(川西市) 

新渋滞交差点解消プログラム 渋滞交差点解消・緩和箇所数 ７箇所 
尼崎宝塚線 武庫川交差点(尼崎市) 

踏切すっきり安心プラン 問題踏切対策完了箇所数 9 箇所 
国道 178 号 田君踏切(新温泉町) 

都市を支える基盤整備の推進 
 連続立体交差事業・街路の整備推進 山陽電鉄西新町駅付近(明石市) 鉄道上下線高架切替 
力強い農林水産業を支える基盤づくり 
 農業生産基盤整備の推進 ほ場整備事業実施箇所数 15 箇所 

新田地区(南あわじ市) 
新ひょうご林内路網 1,000km 整備プラン 整備延長 213km 

須留ヶ峰線(朝来市、養父市) 

つ
な
ぐ 

ミッシングリンクの解消【重点】 
 基幹道路ネットワークの充実強化 基幹道路延長に対する供用延長の割合 77% 

北近畿豊岡自動車道(豊岡市、養父市) 
山陰近畿自動車道(新温泉町、香美町) 

港湾の機能強化･利用促進 
 港湾施設の整備推進 完了箇所数 3箇所(東播磨港 高砂西港他 2 箇所) 

姫路港 須加地区(姫路市) 
計画的･効率的な老朽化対策の実施【重点】 
 ひょうごインフラ・メンテナ

ンス 10 箇年計画 
橋梁 老朽化対策を完了した橋梁数 39 橋 

日高竹野線 竹野新橋(豊岡市) 
トンネル 老朽化対策を完了したトンネル数 25 箇所 

国道 175 号 城山トンネル(丹波市) 
岸壁等 老朽化対策を完了した港湾係留施設数 2 箇所 

(明石港 西外港地区物揚場他 1 箇所) 
東播磨港 伊保物揚場(高砂市) 

防潮堤 老朽化対策を完了した防潮堤延長 2.0km 
阿万港海岸(南あわじ市)他 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 
(2) 県民理解や共感の促進 
①  社会基盤整備基本計画や分野別計画等による中長期ビジョンの提示 

社会基盤整備基本計画・プログラム、各種の分野別計画で取りまとめた今後の社会基盤整備に関
する中長期の到達目標等を広く県民に情報発信 

② 県民に「伝わる」戦略的な広報 
・マスメディアなどの各種媒体や出前講座、現場見学会などにより、事業の必要姓や整備効果、進

捗状況など、県民にタイムリーにわかりやすく情報を発信 
・台風の接近にあわせて地域の風水害対策情報を提供するなど、タイムリーに情報を発信 

③ 事業評価の厳格な運用 
費用対効果(B/C)に加え､県独自の安全･安心や地域活性化等の定性的な効果を評価項目として、

地域の実情を踏まえた事業効果を分かりやすく示し､透明性を確保しながら、より一層の事業の重
点化 

(3) コスト縮減等の推進 
   新技術・新工法の積極的な採用など、事業実施のあらゆる段階で、コスト縮減を推進する。 

(4) 民間活力の積極的な活用 
効率的なインフラ整備･運営･更新を進めるため、民間と連携し、民間ノウハウの積極的な活用を検

討する。 
(5) 県民とのパートナーシップによる県土づくりの推進 
・地域総合治水推進計画など計画の策定・フォローアップにおける住民の参画を推進 
・地域住民主体で、草刈り、植樹管理など軽易な維持管理や美化活動を行う「ひょうごアドプト」を

推進 
 

４ 建設企業等の健全な育成と公共工事等の品質確保 
 (1) 若年入職者の確保・技術力向上の支援 

「兵庫県建設業育成魅力アップ協議会」における協議等を踏まえ、官民連携して、建設業のイメー
ジアップや若年者の入職促進等のための取組を推進 

  ① 若手の早期活躍の推進 
    定時制高校と連携し、生徒の入職につながる建設企業での体験雇用を試行 
 
 
  ② 教育訓練の充実強化等 
   ・「地域人づくり事業」を活用し、若年者の入職促進・人材育成の取組等を委託実施 

・建設業者団体等による花壇、雨水貯留タンクなど小規模構造物の製作や鉄筋加工等の実習を行う
中学校、高校への出前講座を実施 

 
 (2) 入札・契約制度の改善 

① 工事成績の対象とする年数の拡大（平成 27年７月 名簿登録～) 
技術・社会貢献評価数値における工事成績の対象とする年数を、現在の５年間から８年間に順次

拡大する。 
② 工事成績の対象とする発注機関の拡大（平成 27 年７月 入札公告～） 

技術・社会貢献評価数値を入札参加要件とする工種(土木・建築・電気・管)において、県発注工
事成績を有しない場合は、近畿地整(県内工事)・神戸市発注に係る工事成績（過去５年間分）を、
個々の入札参加資格確認の際にそれぞれの発注者に１件申請することにより、県平均工事成績に換
算した点数として評価する。 

(3) 総合評価落札方式の充実 
① 工事成績の対象とする発注機関の拡大等(H27.7 入札公告～) 

「施工計画評価型」・「施工能力評価型」における、企業及び配置予定技術者の評価に用いる工
事成績について、評価基準の細かな段階を緩和し、対象とする発注機関と年数を拡大する。 

企 業：県（５年）    ⇒ 県・近畿地整(県内工事）・神戸市（８年） 
技術者：県土整備部（５年）⇒ 県・近畿地整(県内工事）・神戸市（８年） 

② 継続学習(CPD)の取組の対象とする年数拡大(H27.7 入札公告～) 
「施工計画評価型」・「施工能力評価型」において、企業の自主的な技術力研鑽に向けた取組をよ

り広く評価するため、継続学習(CPD)の対象とする年数を１年から５年に拡大する。 
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実施状況 

 
(2) 県民理解や共感の促進 
①  社会基盤整備基本計画や分野別計画等による中長期ビジョンの提示 

社会基盤整備基本計画・プログラム、各種の分野別計画で取りまとめた今後の社会基盤整備に関
する中長期の到達目標等を広く県民に情報発信 

② 県民に「伝わる」戦略的な広報 
・マスメディアなどの各種媒体や出前講座、現場見学会などにより、事業の必要姓や整備効果、進
捗状況など、県民にタイムリーにわかりやすく情報を発信（27年度社会基盤学習実施数 約 80校） 

・台風の接近にあわせて地域の風水害対策情報を提供するなど、タイムリーに情報を発信 
③ 事業評価の厳格な運用 

費用対効果(B/C)に加え､県独自の安全･安心や地域活性化等の定性的な効果を評価項目として、
地域の実情を踏まえた事業効果を分かりやすく示し､透明性を確保しながら、より一層の事業の重
点化 

(3) コスト縮減等の推進 
新技術・新工法の積極的な採用など、事業実施のあらゆる段階で、コスト縮減を推進する。 

(4) 民間活力の積極的な活用 
効率的なインフラ整備･運営･更新を進めるため、民間と連携し、民間ノウハウに積極的な活用を検

討する。 
(5) 県民とのパートナーシップによる県土づくりの推進 
・地域総合治水推進計画など計画の策定・フォローアップにおける住民の参画を推進 
・地域住民主体で、草刈り、植樹管理など軽易な維持管理や美化活動を行う「ひょうごアドプト」を

推進（27年度活動団体数 378 団体） 
 

４ 建設企業等の健全な育成と公共工事等の品質確保 
 (1) 若年入職者の確保・技術力向上の支援 

「兵庫県建設業育成魅力アップ協議会」における協議等を踏まえ、官民連携して、建設業のイメー
ジアップや若年者の入職促進等のための取組を推進 

  ① 若手の早期活躍の推進 
    定時制高校生等の入職促進に向け、関係団体等へのヒアリングを実施し、高所作業への年齢制限

や通学のための短時間勤務等の課題を聴取（ヒアリングは 2団体等に実施） 
    定時制高校生等入職促進事業により平成 28 年度から定時制高校生等の入職促進を支援 
  ② 教育訓練の充実強化等 
   ・「地域人づくり事業」を活用し、三田建設技能研修センター等において、建設工事に関する講習

や実務研修を通じ若年者の入職促進・人材育成の取組等を実施（非雇用型 13 名、雇用型 5名） 
・建設業者団体等による擁壁や鉄筋の組立て、高所作業車の基本操作実習など高校への出前講座等 
を実施（3校 91 名） 

 (2) 入札・契約制度の改善 
① 工事成績の対象とする年数の拡大（H27.7 名簿登録～) 

技術・社会貢献評価数値における工事成績の対象とする年数を、現在の５年間から８年間に順次
拡大（H27.7 の名簿登録時には、H21～H26 年度の工事成績を対象とした。) 

② 工事成績の対象とする発注機関の拡大（平成 27 年７月 入札公告～） 
技術・社会貢献評価数値を入札参加要件とする工種(土木・建築・電気・管)において、県発注工

事成績を有しない場合は、近畿地整(県内工事)・神戸市発注に係る工事成績（過去５年間分）を、
個々の入札参加資格確認の際にそれぞれの発注者に１件申請することにより、県平均工事成績に換
算した点数として評価 

(3) 総合評価落札方式の充実 
① 工事成績の対象とする発注機関の拡大等(H27.7 入札公告～) 

「施工計画評価型」・「施工能力評価型」における、企業及び配置予定技術者の評価に用いる工
事成績について、評価基準の細かな段階を緩和し、対象とする発注機関と年数を拡大 

企 業：県（５年）    ⇒ 県・近畿地整(県内工事）・神戸市（８年） 
技術者：県土整備部（５年）⇒ 県・近畿地整(県内工事）・神戸市（８年） 

② 継続学習(CPD)の取組の対象とする年数拡大(H27.7 入札公告～) 
「施工計画評価型」・「施工能力評価型」において、企業の自主的な技術力研鑽に向けた取組をよ

り広く評価するため、継続学習(CPD)の対象とする年数を１年から５年に拡大 
（27年度契約実績） 

県土整備部：155 件（全体※の約 11％）、農政環境部： 39 件（全体※の約 13％） 
※契約予定金額 250 万円以上の土木工事のうち随意契約及び単価契約工事を除く工事  
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

５ 県営住宅事業 

(1) 県営住宅の管理戸数 

「ひょうご 21 世紀県営住宅整備・管理計画」（平成 23～32 年度）に基づき、平成 32 年度末の

管理戸数５万戸程度に向け、県営住宅の適切な整備・管理を推進する。 

本計画は、５年ごとに見直すこととしており、平成 28 年度に行う予定の当該計画改訂（計画期

間：平成 28～37 年度）に向けて、適正な管理戸数を検討する。 

   

 (2) 県営住宅ストックの整備 

  ① 中層住宅 

    耐震上課題のある住宅は、建替又は集約廃止を行う。 

    耐震上課題のない住宅は、バリアフリー化を推進するためのエレベータ設置等に加え、外壁、設

備配管等の高耐久化工事を行う。 

    また、計画修繕（内外装・設備等の定期的な修繕）の実施により長寿命化を図る。 

[県営住宅建替戸数等]※戸数は新規着手ベース             （単位：百万円） 

区 分 
H26 年度 

 

H27 年度（計画） 

① 

 第３次行革プラン 

 H25～H29 年度 H30 年度 

建替戸数 (当初) 400 戸/年 400 戸/年  400 戸/年 500 戸 

当 初 予 算 額 3,463 5,467  5,600 7,000 

 

  ② 高層住宅 

    高層住宅は、基本的に長期活用を図ることとし、耐震上課題のある住宅は、耐震改修工事に併せ

て内外装・設備等の高耐久化工事を行う。 

    耐震上課題のない住宅は、計画修繕の実施により長寿命化を図る。 

 

(3) 集約・土地売却の推進 

・売却に向けたＰＲ強化や企業回り等に取り組み、土地売却を推進 

・集約については、市町等の協力のもと積極的な集約を進めるとともに、一定の要件のもと明渡し 

 請求ができるよう、公営住宅法改正を国に提案するなど、早期住み替えを促す仕組みを検討 

［土地売却箇所数等］                        （単位：百万円） 

区 分 
H26 年度 

 

H27 年度（計画） 

① 

 第３次行革プラン 

 H26～H30 年度 H20～H30 年度末 

箇 所 数 ( 計 画 ) ５箇所 ６箇所  毎年度３箇所程度 36 箇所程度 

売 却 収 入 462 467  2,915 5,968 

 

 (4) 使用料収入の確保 

   平成18年度以降最高収納率である平成24年度実績（98.56％）を維持するため、家賃収納対策を実施 

・県営住宅使用料の口座振替制度を促進 

・生活保護を受けている入居者の県営住宅使用料について市町による代理納付の促進 

・退去者が滞納している家賃の収納業務を民間債権回収会社や弁護士に委託 

・住民基本台帳ネットワークシステムを活用した居所確認による滞納者追跡の実施 

［現年家賃収納率の推移］ 

区分 H26 年度 H27 年度(計画) 目標 

収納率 98.56％ 98.56％ 98.56％ 
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実施状況 

 

５ 県営住宅事業 

(1) 県営住宅の管理戸数 

「ひょうご 21 世紀県営住宅整備・管理計画」（平成 23～32 年度）に基づき、平成 32 年度末の

管理戸数５万戸程度に向け、県営住宅の適切な整備・管理を推進 

また、平成 28 年５月に当該計画を改定（計画期間：平成 28～37 年度）し、平成 37 年度末の管

理戸数を 48,000 戸程度に設定 

   

(2) 県営住宅ストックの整備 

  ① 中層住宅 

耐震上課題のある住宅について、建替又は集約廃止を実施 

    耐震上課題のない住宅については、バリアフリー化を推進するためのエレベータ設置等に加

え、長寿命化を図るため外壁、設備配管等の高耐久化工事等を実施 

 

[県営住宅建替戸数等]          （単位：百万円） 

区 分 
H27 年度 

実績② 
増減②－① 

建替戸数 400 戸/年 0 

事業費 4,464 △1,003 

 

  ② 高層住宅 

基本的に長期活用を図るため、耐震上課題のない住宅について、内外装・設備等の高耐久化

工事等を実施 

耐震上課題のある住宅については併せて耐震改修工事を実施 

 

(3) 集約・土地売却の推進 

・集約については、市町等と協力のもと積極的に集約を進めたほか、一定の要件のもと明け渡し請

求ができるよう、周辺自治体と連携し公営住宅法改正を国に要望するなど、早期住み替えに向け

た取組を実施 

［土地売却箇所数等］         （単位：百万円） 

区 分 
H27 年度 

実績② 
増減②－① 

箇 所 数 ２箇所 △４箇所 

売却収入 105 △362 

 

(4) 使用料収入の確保 

平成18年度以降最高収納率である平成24年度実績（98.56％）を維持するため、家賃収納対策を実施 

・県営住宅使用料の口座振替制度を促進 

・生活保護を受けている入居者の県営住宅使用料について市町による代理納付の促進 

・退去者が滞納している家賃の収納業務を民間債権回収会社や弁護士に委託 

・住民基本台帳ネットワークシステムを活用した居所確認による滞納者追跡の実施 

［現年家賃収納率の推移］ 

区分 H24 年度実績① H27 年度実績② 増減②－① 

収納率 98.56％ 98.80% 0.24% 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

(5) 民間活力による効率的な管理の推進 

・神戸市西区・明舞地区、阪神北地区、中播磨地区及び東播磨地区について、引き続き公募による指

定管理を実施 

・神戸・阪神地区については、借上県営住宅からの住み替えを円滑に行うため、当面、兵庫県住宅供

給公社へ管理委託 

・民間の参入が見込めない地域（但馬、丹波、淡路、北播磨、西播磨）については、当面、兵庫県住

宅供給公社へ管理委託 

 (6) ＵＲ借上県営住宅の返還 

   高齢や障害などにより住み替えに配慮を要する世帯については一定の基準により、特別な事情があ

る場合は一定の条件の下で継続入居を認め、その他の世帯については、契約期限までにＵＲ（都市再

生機構）に返還することを基本に、期間満了時までに円滑な住み替えができるよう、住み替え支援策

を実施 

［住み替え支援策］ 

・県営住宅への住み替えのための特定入居募集（８月、２月実施予定） 

・住み替え支援金の支給（基本額＋住み替え時期に応じた加算金） 

・相談窓口の設置（相談員４人） 

・他の県営住宅への住み替えに伴い家賃上昇する場合の激変緩和措置 

 

 

 

 

(7) 駐車場管理の適正化 

   既対象団地の早期の有料化を推進するとともに、新たに対象となる団地（建替時に整備を検討する

団地を含む）についても自治会協議を行い、有料化を推進する。 

［新たな有料化協議対象 29 団地の有料化の促進状況］※建替時に整備を検討する団地を含む 

区 分 
H26 年度 

 

H27 年度 

（計画） 

 第３次行革プラン 

 H25 年度 H26 年度 H27 年度～ 

団地数 11 団地 ５団地  ６団地 ５団地 18 団地※ 

(8) 家賃減免制度の見直し 

従前の家賃減免制度は、世帯総収入が同じであっても、収入形態の違いにより減免率に差が生じる

課題があったことから、その見直しについて 25 年 10 月に兵庫県住宅審議会へ諮問。26 年５月に答

申を得た。 

この答申を踏まえ、次のとおり、世帯の総収入を家賃負担に適正に反映する制度へ見直しを行い、

27 年度から新制度による家賃減免を適用する。 

① 世帯総収入の適正な反映 

世帯の年間総収入に、下表のとおり一定の「家賃負担率」を乗じて家賃を算出。 

世帯人数 減免後の家賃 
１～４人 世帯の年間総収入×15％÷12月 

５人以上   同 上   ×13％÷12月 

※１ 多人数（５人以上）の世帯は、生活上の負担が多いことに配慮して家賃負担率を緩和。 
※２ 年間総収入には、非課税収入(遺族年金、障害年金、児童手当、児童扶養手当等)を含む。 

 

② 経済的に困窮する世帯への適応 

減免対象世帯（政令月収80,000円以下）、最大減免率（60％）、減免上限額(20,000円）は、現行

どおり。 
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実施状況 

 

(5) 民間活力による効率的な管理の推進 

・神戸市西区・明舞地区、阪神北地区、中播磨地区及び東播磨地区について、引き続き公募による

指定管理を実施 

・神戸・阪神地区については、借上県営住宅からの住み替えを円滑に行うため、当面、兵庫県住宅

供給公社へ管理委託 

・民間の参入が見込めない地域（但馬、丹波、淡路、北播磨、西播磨）については、当面、兵庫県

住宅供給公社へ管理委託 

(6) ＵＲ借上県営住宅の返還 

高齢や障害などにより住み替えに配慮を要する世帯に加え、従来継続入居不可としていた義務教

育期間中の子どもがいる世帯など特別な事情がある世帯についても、一定の条件で継続入居を認め

ることとし、その他の世帯については、契約期限までにＵＲ（都市再生機構）に返還することを基

本に、期間満了時までに円滑な住み替えができるよう、住み替え支援策を実施 

［住み替え支援策］ 

・県営住宅への住み替えのための特定入居募集（８月、２月実施） 

・住み替え支援金の支給（基本額＋住み替え時期に応じた加算金） 

・相談窓口の設置（相談員４人） 

・他の県営住宅への住み替えに伴い家賃上昇する場合の激変緩和措置 

［住み替えの推進状況］ 

区  分 H26年度末実績① H27年度末実績② 増減②－① 

管理戸数 1,727 戸 1,600 戸 △127 戸 

入居戸数 1,419 戸 1,268 戸 △151 戸 

 (7) 駐車場管理の適正化 

既対象団地（71団地）については有料化済、新たに対象となった29団地（建替時に整備を検討す

る団地を含む）についても自治会協議を終え、早期の有料化を推進 

［新たな有料化協議対象 29 団地の状況］ 

区 分 H27 年度実績① H27 年度末累計②  対象団地③ 進捗率②／③ 

団地数  ４団地  24 団地※  29 団地 82.8％ 

※駐車場を整備しないことで合意した４団地を含む。 

 (8) 家賃減免制度の見直し 

従来の制度は、世帯総収入が同一であっても収入形態の違いにより減免区分に差が生じる課題が

あったことから、その見直しについて 25 年 10 月に兵庫県住宅審議会へ諮問。26 年５月に答申を得

た。 

この答申を踏まえ、次のとおり、世帯の総収入を家賃負担に適正に反映する制度へ見直しを行い、

27 年度から新制度による家賃減免を適用している。 

  ① 世帯総収入の適正な反映 

    世帯の年間総収入に、下表のとおり一定の「家賃負担率」を乗じて減免後の家賃を算出。 

世帯人数 減免後の家賃 

１～４人 世帯の年間総収入×15％÷12月 

５人以上    同 上   ×13％÷12月 

    ※１ 多人数（５人以上）の世帯は、生活上の負担が多いことに配慮して家賃負担率を緩和。 

    ※２ 年間総収入には、課税収入に加えて非課税収入（遺族年金、障害年金、児童手当、児童扶

養手当等）を含む。 

  ② 経済的に困窮する世帯への適応 

     減免対象世帯（政令月収 80,000 円以下）、最大減免率（60％）、減免上限額(20,000 円）は、現

行どおり。 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

ウ．公的施設等 

１ 施設の移譲 

県が南あわじ市に無償貸付している大鳴門橋記念館を同市に移譲 

引き続き、円滑な移譲に向けた同市との協議を実施 

施 設 名 所在地 

大鳴門橋記念館 南あわじ市 

 

２ 指定管理者制度の推進 

民間事業者のノウハウを活用することにより、効率的で質の高い管理運営が期待できる施設は、原則

として公募により指定管理者を選定 

ただし、施設の運営にあたり、高度で専門的知識が必要な施設や周辺施設と一体的に管理する方が効

率的である施設などは、指定により指定管理者を選定 

[指定管理者制度導入施設] 

区  分 

施設数 

H27.3.31 
H28.3.31 

 うち平成 27 年度新規・更新分 

計 83 施設・県営住宅 456 団地 
85 施設・県営住宅 453 団地 

 （57 施設、県営住宅 267 団地） 

 

公募によるもの 23 施設・県営住宅 186 団地 
24 施設・県営住宅 186 団地 

 （10 施設） 

特定の者を指定 

するもの 
60 施設・県営住宅 270 団地 

61 施設・県営住宅 267 団地 

 （47 施設、県営住宅 267 団地） 

 

(1) 指定管理者制度の導入促進 

   ① 公募により新たに選定した者を指定管理者に指定する施設 １０施設 

ア  新規に公募した施設（１施設） 

施  設  名 指定管理者 指定期間 

淡路佐野運動公園 兵庫県園芸・公園協会・ミズノ共同体 H27.4.1～H30.3.31 

 

イ  指定期間の終了に伴い、改めて公募した施設（９施設） 

施  設  名 指定管理者 指定期間 

兵庫県民会館 (公財)兵庫県芸術文化協会 

H27.4.1～H30.3.31 
神戸生活創造センター 大阪ガスビジネスクリエイト(株) 

東播磨生活創造センター (特活)シミンズシーズ 

先端科学技術支援センター 日本管財(株) 

舞子公園 

(公財)兵庫県園芸・公園協会 

H27.4.1～H32.3.31 

播磨中央公園 

赤穂海浜公園 

総合体育館 ひょうごウエルネスライフグループ 

海洋体育館 (公財)兵庫県体育協会 
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実施状況 

ウ．公的施設等 

１ 施設の移譲 

  大鳴門橋記念館を南あわじ市に移譲（平成 28年３月 31日） 

   

  

   

 

２ 指定管理者制度の推進 

民間事業者のノウハウを活用することにより、効率的で質の高い管理運営が期待できる施設は、原則

として公募により指定管理者を選定 

ただし、施設の運営にあたり、高度で専門的知識が必要な施設や周辺施設と一体的に管理する方が効

率的である施設などは、指定により指定管理者を選定 

[指定管理者制度導入施設] 

区  分 

施設数 

H27.3.31 
H28.3.31 

 うち平成 27 年度新規・更新分 

計 83 施設・県営住宅 456 団地 
 85 施設・県営住宅 452 団地 

 （57 施設、県営住宅 266 団地） 

 

公募によるもの 23 施設・県営住宅 186 団地 
 24 施設・県営住宅 186 団地 

 （10 施設） 

特定の者を指定 

するもの 
60 施設・県営住宅 270 団地 

 61 施設・県営住宅 266 団地 

 （47 施設、県営住宅 266 団地） 

 

(1) 指定管理者制度の導入促進 

   ① 公募により新たに選定した者を指定管理者に指定する施設 １０施設 

ア  新規に公募した施設（１施設） 

施  設  名 指定管理者 指定期間 

淡路佐野運動公園 兵庫県園芸・公園協会・ミズノ共同体 H27.4.1～H30.3.31 

 

イ  指定期間の終了に伴い、改めて公募した施設（９施設） 

施  設  名 指定管理者 指定期間 

兵庫県民会館 (公財)兵庫県芸術文化協会 

H27.4.1～H30.3.31 
神戸生活創造センター 大阪ガスビジネスクリエイト(株) 

東播磨生活創造センター (特活)シミンズシーズ 

先端科学技術支援センター 日本管財(株) 

舞子公園 

(公財)兵庫県園芸・公園協会 

H27.4.1～H32.3.31 

播磨中央公園 

赤穂海浜公園 

総合体育館 ひょうごウエルネスライフグループ 

海洋体育館 (公財)兵庫県体育協会 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

② 特定の団体等を指定管理者に指定する施設 47 施設 

ア 新たに指定管理者制度を導入する施設（２施設） 

施  設  名 指定管理者 指定期間 

尼崎の森中央緑地 
(公財)兵庫県園芸・公園協会 H27.4.1～H30.3.31 

あわじ石の寝屋緑地 

 
イ 指定管理期間を更新する施設（45施設、267 団地） 

(ｱ)高度な専門的知識の蓄積・活用等が必要とされる施設（１７施設） 

【指定期間：H27.4.1～H30.3.31 ※舞子公園移情閣のみ H32.3.31】 

・人と防災未来センター((公財)ひょうご震災記念 21 世紀研究機構)、尼崎青少年創造劇場 

((公財)兵庫県芸術文化協会)、舞子公園移情閣((公財)孫中山記念会) ほか 14 施設 

(ｲ)施設の設置目的に沿って関係団体等との利用調整や密接な連携を必要とする施設（７施設） 

【指定期間：H27.4.1～H30.3.31】 

・ひょうご女性交流館((一財)兵庫県婦人会館)、中央労働センター((公財)兵庫県勤労福祉協 

会)ほか５施設   

(ｳ)隣接施設との一体的な管理運営や近傍市町立施設との密接な連携等により効果的な管理運

営が図られる施設（12施設、267 団地）【指定期間：H27.4.1～H30.3.31】 

・災害医療センター(日本赤十字社兵庫県支部)、丹波の森公苑((公財)兵庫丹波の森協会)、 

淡路夢舞台国際会議場((株)夢舞台) ほか９施設 

・県営住宅(神戸(西区・明舞地区を除く)・阪神南・北播磨・西播磨・但馬・丹波・淡路地区) 

(兵庫県住宅供給公社) 

(ｴ)地域住民等が管理運営に主体的に参画している施設（７施設）【指定期間：H27.4.1～H30.3.31】 

・いえしま自然体験センター((一社)いえしま自然体験協会)、やしろの森公園(やしろの森公

園協会) ほか５施設 

(ｵ)公募への移行までの間特定の者を指定する施設（２施設）【指定期間：H27.4.1～H29.3.31】 

・嬉野台生涯教育センター((公財)兵庫県生きがい創造協会)、西猪名公園((公財)兵庫県園芸・

公園協会) 

 

(2) 管理運営の評価 

施設の適正な管理運営とサービスの一層の向上を図るため、指定管理者による自己評価、施設所

管課による総合評価に加えて、公募により指定管理者を選定する施設について、次期指定管理者の

選考委員会による外部評価を実施 

 

３ 県有施設の有効活用 

県有施設の効率的かつ計画的な管理活用を図るため、施設の長寿命化や効率的な維持管理、施設の有

効活用等の取組みを推進 

・施設の劣化度調査や「建物維持管理の手引き」を活用した適切な維持保全を推進 

・維持管理業務委託の契約方法や仕様の見直し等、維持管理の効率化と取組みの検証を実施 

・固定資産台帳の整備に合わせ、各施設の利用状況、維持管理コスト等の情報を一元化 

・施設の利用状況や老朽化等を踏まえた施設の有効活用等を検討 

 

４ ネーミングライツの推進 

・施設の安定的な維持運営のための財源確保や文化・スポーツ振興活動に対する民間からの支援・協力

が期待できることから、県立体育施設や文化施設、都市公園などへの導入を推進 

・新たな施設の募集にあたっては、手続きを一括して行うなど、新規導入の促進に向け柔軟に運用 
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実施状況 

 

② 特定の団体等を指定管理者に指定する施設 47 施設 

ア 新たに指定管理者制度を導入する施設（２施設） 

施  設  名 指定管理者 指定期間 

尼崎の森中央緑地 
(公財)兵庫県園芸・公園協会 H27.4.1～H30.3.31 

あわじ石の寝屋緑地 

 

イ 指定管理期間を更新する施設（45施設、266 団地） 

(ｱ)高度な専門的知識の蓄積・活用等が必要とされる施設（１７施設） 

【指定期間：H27.4.1～H30.3.31 ※舞子公園移情閣のみ H32.3.31】 

・人と防災未来センター((公財)ひょうご震災記念 21 世紀研究機構)、尼崎青少年創造劇場 

((公財)兵庫県芸術文化協会)、舞子公園移情閣((公財)孫中山記念会) ほか 14 施設 

(ｲ)施設の設置目的に沿って関係団体等との利用調整や密接な連携を必要とする施設（７施設） 

【指定期間：H27.4.1～H30.3.31】 

・ひょうご女性交流館((一財)兵庫県婦人会館)、中央労働センター((公財)兵庫県勤労福祉協会) 

ほか５施設   

(ｳ)隣接施設との一体的な管理運営や近傍市町立施設との密接な連携等により効果的な管理運営

が図られる施設（12 施設、266 団地）【指定期間：H27.4.1～H30.3.31】 

・災害医療センター(日本赤十字社兵庫県支部)、丹波の森公苑((公財)兵庫丹波の森協会)、 

淡路夢舞台国際会議場((株)夢舞台) ほか９施設 

・県営住宅(神戸(西区・明舞地区を除く)・阪神南・北播磨・西播磨・但馬・丹波・淡路地区) 

(兵庫県住宅供給公社) 

(ｴ)地域住民等が管理運営に主体的に参画している施設（７施設）【指定期間：H27.4.1～H30.3.31】 

・いえしま自然体験センター((一社)いえしま自然体験協会)、やしろの森公園(やしろの森公園

協会) ほか５施設 

(ｵ)公募への移行までの間特定の者を指定する施設（２施設）【指定期間：H27.4.1～H29.3.31】 

・嬉野台生涯教育センター((公財)兵庫県生きがい創造協会)、西猪名公園((公財)兵庫県園芸・

公園協会) 

 

(2) 管理運営の評価 

施設の適正な管理運営とサービスの一層の向上を図るため、指定管理者による自己評価、施設所管

課による総合評価に加えて、公募により指定管理者を選定する施設について、次期指定管理者の選考

委員会による外部評価を実施 

 

３ 県有施設の有効活用 

県有施設の効率的かつ計画的な管理活用を図るため、施設の長寿命化や効率的な維持管理、施設の有

効活用等の取組みを推進 

・施設の劣化度調査や「建物維持管理の手引き」を活用した適切な維持保全を推進 

・維持管理業務委託の契約方法や仕様の見直し等、維持管理の効率化と取組みの検証を実施 

・固定資産台帳の整備に合わせ、各施設の利用状況、維持管理コスト等の情報を一元化 

・施設の利用状況や老朽化等を踏まえた施設の有効活用等を検討 

 

４ ネーミングライツの推進 

・施設の安定的な維持運営のための財源確保や文化・スポーツ振興活動に対する民間からの支援・協力

が期待できることから、県立体育施設や文化施設、都市公園などへの導入を推進 

・新たな施設の募集にあたっては、手続きを一括して行うなど、新規導入の促進に向け柔軟に運用 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

［導入済施設］                              （単位：千円） 

施設名 愛称（呼称） スポンサー名 
ネーミングライツ料 

(年額、税込) 

芸術文 化 
センタ ー 

大ホール KOBELCO 大ホール ㈱神戸製鋼所 32,400 

中ホール 阪急 中ホール 阪急電鉄㈱ 16,200 

小ホール 神戸女学院 小ホール (学法)神戸女学院 5,400 

三木総合 
防災公園 

屋内テニス場 ブルボン ビーンズドーム ㈱ブルボン 16,200 

球技場 兵庫県サッカー協会フットボールセンター 
（みきぼうパークひょうご） 

(一社)兵庫県サッカー

協会 5,400 

明石公園第１野球場 明石トーカロ球場 トーカロ㈱ 3,240 

武 道 館 第１道場 グローリー道場 グローリー㈱ 3,240 

第 2 道場 帝京科学大学道場 (学法)帝京科学大学 2,160 

横断歩道橋 大西脳神経外科病院江井ヶ島歩道橋 ほか４橋 (医社)英明会 ほか 1,058 

計 85,298 

  

 

 

 

 

５ 広告掲載等の実施 

県施設や広報紙、ホームページ等への広告掲載、県有施設の一部スペースの民間貸付などにより歳入

確保を推進 

                                  （単位：千円）  

項 目 内  容 H27 年度目標(税込) 

広告掲載 

全世帯配布広報紙「県民だよりひょうご」への広告掲載 52,564 

グラフ広報誌「ニューひょうご ごこく」への広告掲載 3,703 

県ホームページへの広告掲載 12,588 

納税通知書送付用封筒への広告掲載 3,300 

庁舎内壁面広告掲載 700 

エレベーター外扉への広告掲載 2,000 

県庁封筒裏面への広告掲載 2,500 

庁内パソコンの起動画面の広告掲示【県警除く】 600 

県立都市公園の野球場等への広告掲載 2,229 

ひょうごアドプト・あかりのパートナー事業※ 2,420 

県警給料袋、県警パソコンの起動画面への広告掲載 158 

庁内放送での広告放送 429 

免許更新センターへの広告掲載 2,281 

小 計 85,472 

施設貸付等 

道の駅余剰スペースの貸付 1,068 

公募選定業者による自動販売機の設置 139,000 

公募選定業者による県警本庁舎売店営業 5,332 

弁当販売業者への本庁舎西館ロビーの時間賃貸 900 

小 計 146,300 

合 計 231,772 

※沿道企業・団体との協働による道路照明灯の維持管理制度 
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実施状況 

 

［導入済施設］                              （単位：千円） 

施設名 愛称（呼称） スポンサー名 
ネーミングライツ料 

(年額、税込) 

芸術文化 
センター 

大ホール KOBELCO 大ホール ㈱神戸製鋼所 32,400 

中ホール 阪急 中ホール 阪急電鉄㈱ 16,200 

小ホール 神戸女学院 小ホール (学法)神戸女学院 5,400 

三木総合 
防災公園 

屋内テニス場 ブルボン ビーンズドーム ㈱ブルボン 16,200 

球技場 兵庫県サッカー協会フットボールセンター 
（みきぼうパークひょうご） 

(一社)兵庫県サッカー

協会 5,400 

明石公園 第１野球場 明石トーカロ球場 トーカロ㈱ 3,240 

陸上競技場 アサダスタジアム ㈲浅田コーポレーション 1,080 

武 道 館 第１道場 グローリー道場 グローリー㈱ 3,240 

第 2 道場 帝京科学大学道場 (学法)帝京科学大学 2,160 

但馬ドーム多目的グラウンド 全但バス但馬ドーム 全但バス・神姫バス

共同事業体 2,160 

横断歩道橋 宝塚第一病院鶴の荘歩道橋 ほか７橋 (医)尚和会 ほか 1,728 

トンネル 伊丹産業㈱伊丹坂トンネル 伊丹産業㈱ 172 

計 89,380 

  

５ 広告掲載等の実施 

県施設や広報紙、ホームページ等への広告掲載、県有施設の一部スペースの民間貸付などにより歳入

確保を推進 

                                  （単位：千円）  

項 目 内  容 H27 年度実績(税込) 

広告掲載 

全世帯配布広報紙「県民だよりひょうご」への広告掲載 52,564 

グラフ広報誌「ニューひょうご ごこく」への広告掲載 3,703 

県ホームページへの広告掲載 8,197 

納税通知書送付用封筒への広告掲載 2,085 

庁舎内壁面広告掲載 999 

エレベーター外扉への広告掲載 1,300 

県庁封筒裏面への広告掲載 2,500 

庁内パソコンの起動画面の広告掲示【県警除く】 600 

県立都市公園の野球場等への広告掲載 2,056 

ひょうごアドプト・あかりのパートナー事業 2,500 

県警給料袋、県警パソコンの起動画面への広告掲載 158 

庁内放送での広告放送 432 

免許更新センターへの広告掲載 2,281 

小 計 79,375 

施設貸付等 

公募選定業者による自動販売機の設置 121,086 

公募選定業者による県警本庁舎売店営業 5,332 

弁当販売業者への本庁舎西館ロビーの時間賃貸 982 

小 計 127,400 

合 計 206,775 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

エ．試験研究機関 

１ 業務の重点化 

事業者や消費者等のニーズに対応し、研究成果が地域産業の振興や県民の安全・安心に直結する研究課題等に

重点化を図る。また、研究成果の普及と技術移転を図るため、大学や他の研究機関と連携しながら、コーディネ

ート、情報提供、指導相談等を強化 
  ［業務重点化等の主な取組内容］ 

区 分 機 関 取組内容 

県民等の
ニーズに
直結した
研究への
重点化 

農林水産技術 
総合センター 

○農林水産物のブランド化や食・自然環境の両面から安全安心を支える技術開発 
・アサクラサンショウの特性解明と安定生産技術の確立 
・但馬牛の増体性向上に重点を置いた育種改良等 
・減災を目的とした樹木根系の発達状況を非破壊的に評価する方法の確立 

工業技術セン 
ター 

○オンリーワン企業の育成に向けたものづくり基盤技術の高度化や成長分野等
における研究開発 
・災害用緊急電源等での活用が期待される中温で作動するＳＯＦＣ（個体酸
化物形燃料電池）の実用化に向けた研究開発 

・照射量のばらつきをなくし、安全かつ効果的な紫外線治療に資するオーダーメ
イド型紫外線治療器具の開発 

・芳香革の開発を視野に入れた天然皮革のにおいを支配する成分を特定する
技術の研究開発 

健康生活科学 
研究所 

○県民の安全安心確保のための試験研究や商品テストの実施 
・胃腸炎ウイルスの分子疫学的解析及び迅速検査体制の構築 
・食品添加物における多成分確認分析法の確立 
・苦情相談に基づく安全性の検証や商品の特性比較等を行う商品テスト 

福祉のまちづ 
くり研究所 

○障害者・高齢者の自立支援・社会参加促進のための研究開発 
・車椅子使用者の坂路環境及び活動量の評価とバリアに対応した車椅子機構
に関する研究 

 ・身体の動き、筋電信号等の生体信号の測定・データ処理を行い各種システム
に応用する技術の開発 

 ・ロボットリハビリテーションの普及に向けた研究 

兵庫県環境研
究センター 

○県内の環境汚染状況の把握・解析と環境緊急時への対応研究 
 ・PM2.5 成分濃度の分析・解析による発生源寄与割合の推定 
 ・沿岸域生態系による物質循環を介した水質改善 
 ・有害化学物質（残留性有機汚染物質等）による汚染状況の把握、発生源の解明 

ｺ ｰ ﾃﾞ ｨﾈ ｰ
ﾄ、情報提
供、指導
相談等の
強化 

農林水産技術 
総合センター 

・水産技術センターが調査したズワイガニやホタルイカの漁況情報、珪藻赤潮情
報の漁業者への周知（ＨＰ掲載等） 

・農水産物のブランド化支援の一環として、知的財産の取得、活用を支援する農
林水産業者を対象とした相談会やセミナーを実施 

工業技術セン 
ター 

・総合相談窓口「ハローテクノ」の設置や、試作開発支援(テクノトライアル事
業)の実施による技術支援の推進 

・産学官の交流による研究成果の普及や企業ニーズと技術シーズのマッチングの推進 
・中小企業の技術的課題の解決に向けた機器利用の促進 

健康生活科学 
研究所 

・感染症情報センターで集計・解析したインフルエンザ等の流行状況の県民への
周知（関係機関への配布、HP掲載） 

・苦情原因究明テスト・商品テスト結果に基づく県民への注意喚起 

福祉のまちづ 
くり研究所 

・介護リハビリロボット等の最新福祉機器の展示など、福祉用具展示ホールを活
用した情報発信の強化 

兵庫県環境研
究センター 

・環境研究センター紀要の発行、ひょうご環境創造協会誌や環境イベント出展に
よる普及啓発の推進 

・中国・広東省への PM2.5 対策に係る技術支援の実施 
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実施状況 

エ．試験研究機関 

１ 業務の重点化 

事業者や消費者等のニーズに対応し、研究成果が地域産業の振興や県民の安全・安心に直結する研究課題等

に重点化するとともに、研究成果の普及と技術移転を図るため、大学や他の研究機関と連携しながら、コーデ

ィネート、情報提供、指導相談等を強化 
  ［業務重点化等の主な取組内容］ 

区 分 機 関 取組内容 

県民等の
ニーズに
直結した
研究への
重点化 

農林水産技術 
総合センター 

○農林水産物のブランド化や食・自然環境の両面から安全安心を支える技術開発 
・アサクラサンショウの特性解明と安定生産技術の確立 
・但馬牛の種雄牛選抜手法の開発 
・減災の観点から樹木根系の広がりを非破壊的に評価する方法の確立 

工業技術セン 
ター 

○オンリーワン企業の育成に向けたものづくり基盤技術の高度化や成長分野等
における研究開発 
・災害用緊急電源等での活用が期待される中温で作動するＳＯＦＣ（個体酸
化物形燃料電池）の実用化に向けた研究開発 

・植物由来の繊維とゴム材料の複合化技術を活用した環境配慮型超軽量・
高機能シューズの開発 

・芳香革の開発を視野に入れた天然皮革のにおいを支配する成分を特定する
技術の研究開発 

健康生活科学 
研究所 

○県民の安全安心確保のための試験研究や商品テストの実施 
・胃腸炎ウイルスの分子疫学的解析及び迅速検査体制の構築 
・食品添加物における多成分確認分析法の確立 
・苦情相談に基づく安全性の検証や商品の特性比較等を行う商品テスト 

福祉のまちづ 
くり研究所 

○障害者・高齢者の自立支援・社会参加促進のための研究開発 
・車椅子使用者の坂路環境及び活動量の評価とバリアに対応した車椅子機構
に関する研究 

 ・身体の動き、筋電信号等の生体信号の測定・データ処理を行い各種システム
に応用する技術の開発 

 ・ロボットリハビリテーションの普及に向けた研究 

兵庫県環境研
究センター 

○県内の環境汚染状況の把握・解析と環境緊急時への対応研究 
・PM2.5 のレセプターモデルによる発生源解析を実施 
・垂直護岸の生物生息場としての機能評価や栄養塩類生成に寄与する生物 
の量的変動等について調査を実施 

・兵庫県域における排出量の多い化学物質の環境リスク評価を実施 

ｺ ｰ ﾃﾞ ｨﾈ ｰ
ﾄ、情報提
供、指導
相談等の
強化 

農林水産技術 
総合センター 

・水産技術センターが調査したズワイガニやホタルイカの漁況情報、珪藻赤潮情
報の漁業者への周知（ＨＰ掲載等） 

・農水産物のブランド化支援の一環として、知的財産の取得、活用を支援する農
林水産業者を対象とした相談会を２回実施 

工業技術セン 
ター 

・技術相談・指導の実施（8,572 件） 
・企業との製品化、実用化研究の実施（65件） 
・ものづくり FS 支援事業の実施（15 コース） 
・試作開発支援（テクノトライアル）事業の実施（766 件） 

健康生活科学 
研究所 

・感染症情報センターで集計・解析したインフルエンザ等の流行状況の県民への
周知（関係機関への配布、HP掲載） 

・苦情原因究明テスト・商品テスト結果に基づく県民への注意喚起 

福祉のまちづ 
くり研究所 

・介護リハビリロボット等の最新福祉機器の展示など、福祉用具展示ホールを活
用した情報発信の強化 

兵庫県環境研
究センター 

・環境研究センター紀要の発行（１回）、ひょうご環境創造協会誌「エコひょう
ご」への研究紹介掲載（３回）、ふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、ｻｲｴﾝｽﾌｪｱ in 兵庫への出展 

・中国・広東省への PM2.5 対策に係る技術支援の実施 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

２ 研究拠点及び研究体制等の整備 
(1) 健康生活科学研究所 健康科学研究センターの建替 

健康面での科学的、技術的根拠の提供を行う県立健康科学研究センターの老朽化に伴い、建て替え整備を実
施 

・移転予定地 加古川市神野町  ・移転時期 平成 29 年度（予定） 
・延床面積 約 5,800 ㎡     ・整備年度 平成 27～29 年度 
・総事業費 約 27億円           ・平成 27年度 基本・実施設計、土地造成工事 

 
(2) 弾力的な研究体制の整備 

  ① 任期付研究員の活用  ４名（福祉のまちづくり研究所４名） 
  ② 外部研究者の受入    １名（工業技術センター１名） 
  ③ 産学官の連携による共同研究、大学等が行うプロジェクト型研究への参画 

機  関 取組内容 

農林水産技術
総合センター 

民間企業等との共同研究 
・昆虫類の行動特性を活かした害虫防除技術の開発 

工業技術セン
ター 

神戸大学や民間企業等との共同研究 
・ゴムを素材とした３Ｄプリンタを開発し、シューズをモデルにユーザーのニー
ズを迅速に取り込む設計手法に関する研究開発 

健康生活科学
研究所 

国立医薬品食品衛生研究所等との共同研究 
・水道水源等で検出される可能性の高い金属類の多成分一斉分析法開発に関する研究 
・ムンプス（おたふくかぜ）ワクチンの安全性に関する調査研究 

福祉のまちづ
くり研究所 

大阪産業大学、広島大学、（独）産業技術総合研究所等との共同研究 
・ロボットリハビリテーションの普及に向けた研究 

兵庫県環境研
究センター 

神戸大学、兵庫医科大学等との共同研究 
・有害化学物質の分析・分解に関する研究 
・大気汚染物質と健康影響に関する研究 

 
(3) 研究アドバイザーの設置 

研究活動に対する高度かつ専門的な助言を行う研究アドバイザーを各機関に設置 
 
 
 
 
 

３ 外部資金の積極的獲得 
国等の競争的資金、産学官連携プロジェクト、企業等との共同研究など、外部資金の積極的獲得により試験研

究費を確保 
  ［外部資金獲得額目標］                          （単位：千円） 

機  関 目  標 H27 年度① 

農林水産技術総合センター 研究費総額(約 385 百万円)の２割相当額 77,000 

工業技術センター 過去５年間の外部資金研究費の平均(78 百万円) 78,000 

健康生活科学研究所 研究費総額(約 7百万円)の１割相当額以上 700 

福祉のまちづくり研究所 研究費総額(約 16 百万円)の 3.5 割相当額以上 5,600 

兵庫県環境研究センター 県からの委託研究費(約 5百万円)の 2倍相当額 10,000 
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実施状況 

 

２ 研究拠点及び研究体制等の整備 
(1) 健康生活科学研究所 健康科学研究センターの建替 

健康面での科学的、技術的根拠の提供を行う県立健康科学研究センターの老朽化に伴い、建て替え整備を
実施 

・移転予定地 加古川市神野町  ・移転時期 平成 29 年度（予定） 
・延床面積 約 5,800 ㎡     ・整備年度 平成 27～29 年度 
・総事業費 約 34億円           ・平成 27年度 基本・実施設計、土地造成工事 

 
(2) 弾力的な研究体制の整備 

  ① 任期付研究員の活用  ４名（福祉のまちづくり研究所４名） 
  ② 外部研究者の受入    １名（工業技術センター１名） 
  ③ 産学官の連携による共同研究、大学等が行うプロジェクト型研究への参画 

機  関 取組内容 

農林水産技術
総合センター 

浜松医科大学や民間企業等との共同研究 
・昆虫類の視覚的な誘引行動特性を利用した害虫防除技術の開発 

工業技術セン
ター 

神戸大学や民間企業等との共同研究 
・ゴムを素材とした３Ｄプリンタを開発し、シューズをモデルにユーザーのニー
ズを迅速に取り込む設計手法に関する研究開発 

健康生活科学
研究所 

国立医薬品食品衛生研究所等との共同研究 
・水道水源等で検出される可能性の高い金属類の多成分一斉分析法開発に関する研究 
・ムンプス（おたふくかぜ）ワクチンの安全性に関する調査研究 

福祉のまちづ
くり研究所 

大阪産業大学、広島大学、（国研）産業技術総合研究所等との共同研究 
・ロボットリハビリテーションの普及に向けた研究 

兵庫県環境研
究センター 

神戸大学、兵庫医科大学等との共同研究 
・PCB 等の有害化学物質の分析・分解に関する研究 
・PM2.5 等の大気汚染物質と健康影響に関する研究 

 
(3) 研究アドバイザーの設置 
① 農林水産技術総合センター 農林水産分野２名 
② 工業技術センター     生産プロセス分野等 ５名 
③ 健康生活科学研究所    感染症、医薬品等関連分野５名 
④ 兵庫県環境研究センター （共同研究ごとにアドバイザーを設置） 

 
３ 外部資金の積極的獲得 

国等の競争的資金、産学官連携プロジェクト、企業等との共同研究など、外部資金の積極的獲得により試験
研究費を確保 

  ［外部資金獲得額］                 （単位：千円） 

機  関 H27 年度実績② 差引②－① 

農林水産技術総合センター 107,342 30,342 

工業技術センター 141,304 63,304 

健康生活科学研究所 5,310 4,610 

福祉のまちづくり研究所 6,895 1,295 

兵庫県環境研究センター 20,144 10,144 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

４ 効率的・効果的な運営手法の徹底 
(1) 数値目標の設定 

各試験研究機関の役割をより明確化するため、業務や外部資金獲得の数値目標を設定 
［業務目標］ 

機  関 項 目 目標値 
H27年度 

（単年度見込） 
【参考】H26 年度 
までの累計(見込) 

農林水産技術 
総合センター 

開発技術数 H13～27年度累計 430件 15件 439件 

普及技術数 H13～27年度累計 310件 10件 377件 

工業技術セン
ター 

技術相談件数 H26～28年度平均 8,500件 8,500件 － 

技術移転件数 H26～28年度平均 300件 300件 － 

利用企業数 H26～28年度平均 1,800社 1,800社 － 

５回以上利用企業数 H26～28年度平均 550社  550社 － 

健康生活科学
研究所 健康科学研

究センター 

残留農薬等の新規
検査可能項目数 

年間  30項目 30項目 － 

感染症等の迅速検
査手法新規導入数                       

年間  ５種類 ５種類 － 

生活科学総
合センター 

技術相談件数 年間   500件 500件 － 

苦情原因究明テスト 年間    30件 30件 － 

福祉のまちづ
くり研究所 

製品化件数 H20～30年度累計 15件以上 １件 10件 

共同研究件数 H20～30年度累計 35件以上 ３件 43件 

兵庫環境研究セ
ンター 

産学官連携による共同研究
目標件数  

年間   ４件 ４件 － 

 
 

(2) 評価システムの推進 
① 追跡評価の実施 

中期事業計画の策定時に機関評価を実施するとともに、研究終了から数年経過した研究課題について、成
果の実用化、施策化や普及状況等を把握し、今後の研究課題の策定等への反映を図るため、追跡評価を実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 行政コスト計算書の作成 
各試験研究機関における活動の透明性を高めるとともに、コスト意識を醸成し、より効率的な運営に資する

ため、行政コスト計算書を作成、公表 
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実施状況 

 

４ 効率的・効果的な運営手法の徹底 
(1) 数値目標の設定 

   各試験研究機関の役割をより明確化するため、業務や外部資金獲得の数値目標を設定 
  ［業務目標］ 

機  関 項 目 
H27年度 

（単年度実績） 
【参考】H27 年度 
までの累計（実績） 

農林水産技術 
総合センター 

開発技術数  25件 463件 

普及技術数  21件 396件 

工業技術セン 
ター 

技術相談件数 8,572件 － 

技術移転件数 831件 － 

利用企業数 1,808社 － 

５回以上利用企業数  616社 － 

健康生活科学 
研究所 健康科学 

研究センター 

残留農薬等の 
新規検査可能項目数 

30項目 － 

感染症等の迅速検査 
手法新規導入数                       

５種類 － 

生活科学 
総合センター 

技術相談件数 391件 － 

苦情原因究明テスト 36件 － 

福祉のまちづ 
くり研究所 

製品化件数 １件 12件 

共同研究件数 ３件 46件 

兵庫県環境研
究センター 

産学官連携による共同研究目標件数 ４件 － 

   ※外部資金獲得の目標値、H27 年度実績は上記３のとおり 
 
(2) 評価システムの推進 
① 追跡評価の実施 

中期事業計画の策定時に機関評価を実施するとともに、研究終了から数年経過した研究課題について、
追跡評価を実施し、成果の活用状況を確認 

   ア．追跡調査 
・農林水産技術総合センター ４件中４件で活用 

        （｢コウノトリ育む農法｣支援技術の開発 等） 
・工業技術センター     ２件中２件で活用 

        （表面ナノ構造制御によるゴム・高分子材料の撥水撥油性能の改善 等） 
・健康生活科学研究所    対象となる研究課題なし 
・福祉のまちづくり研究所   ２件中２件で活用 
    （ユニバーサル社会の実現に向けた環境整備に関する研究 等） 
・兵庫県環境研究センター   対象となる研究課題なし 
   

イ．機関評価 
     ・農林水産技術総合センター 

業務内容及び業務執行体制等の機関全体のあり方について機関評価を実施し、中期業務計画（H28
～32 年度）を策定 

 
(3) 行政コスト計算書の作成 

平成26年度決算分について各試験研究機関の行政コスト計算書を作成し、県ホームページにおいて公表 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

５ 試験研究機関間による広域連携等の推進 

関西広域連合をはじめ、県内及び近畿府県の枠組みを超えた公立の試験研究機関、独立行政法人、大学との協

力体制を強化し、互いの強みを生かした広域的な連携等をさらに推進 
 
 ［広域連携の主な取組内容］ 

機  関 取 組 内 容 

農林水産技術 

総合センター 

公立試験研究機関、独立行政法人、大学等との連携 

・長野県や（独）農業・食品産業技術総合研究機構等との共同による紫外線

照射によるトマト等の空気伝染性病害防除技術の確立 

・京都府、（独）水産総合研究センター及び北海道大学等との共同による二

枚貝稚貝の粗放的、低コスト大量生産と養殖技術の開発 

工業技術セン 

ター 

関西広域連合構成団体の試験研究機関との連携 

・ポータルサイトによる機器等の技術支援情報、技術シーズ情報の発信 

・企業向け共同研究会等の開催（３回程度） 

・ワーキンググループによる共同利用方策の検討、展示会等でのＰＲによる

共同利用の促進 

大学、産業支援機関等との連携 

・兵庫県立大学や神戸大学等の大学、（公財）新産業創造研究機構（ＮＩＲＯ）、

（独）産業技術総合研究所等の産業支援機関との連携による共同研究、研究成

果の普及等の推進 

健康生活科学 

研究所 

近畿地方各自治体の衛生研究所との連携 

・近畿ブロック広域連携マニュアルに基づく健康危機発生に係る模擬訓練の

実施及び健康危機発生時の支援体制の構築 

・研究成果の共有や情報の交流等の促進 

関西圏の試験研究機関等との連携 

・（独）製品評価技術基盤機構や関西圏の消費生活センターとの連携による

迅速な苦情原因究明の実施 

福祉のまちづ

くり研究所 

大学等との連携 

・大阪産業大学、広島大学、（独）産業技術総合研究所等との連携による共

同研究の実施 

・福祉のまちづくり・ものづくりに関する企業、大学等向け研究会の開催 

兵庫環境研究

センター 

公立試験研究機関、大学等との連携 

・国立環境研究所、他府県の環境研究所との共同調査研究の実施 

・全国環境研協議会及び同協議会支部（東海・近畿・北陸ブロック）の活動

を通じた情報交換の実施 

・瀬戸内海水環境研会議の運営を通じた他府県との情報交換の実施 
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実施状況 

 

５ 試験研究機関間による広域連携等の推進 

関西広域連合をはじめ、県内及び近畿府県の枠組みを超えた公立の試験研究機関、独立行政法人、大学との

協力体制を強化し、互いの強みを生かした広域的な連携等をさらに推進 
 
 ［広域連携の主な取組内容］ 

機  関 取 組 内 容 

農林水産技術 

総合センター 

公立試験研究機関、国立研究開発法人、大学等との連携 

・長野県や（国研）農業・食品産業技術総合研究機構、三重大学等との共同

研究による紫外線照射によるトマト等の空気伝染性病害防除技術の確立 

・京都府、（国研）水産総合研究センター及び東北大学等との共同研究によ

る二枚貝稚貝の粗放的、低コスト大量生産と養殖技術の開発 

工業技術セン 

ター 

関西広域連合構成団体の試験研究機関との連携 

・ポータルサイトによる機器等の技術支援情報、技術シーズ情報の発信 

・公設試ＰＲ冊子「公設試のすすめ」の製作・更新 

・産学金ネットワーク構築による公設試の橋渡し機能強化事業を実施 

大学、産業支援機関等との連携 

・ゴムを素材とした 3Dプリンタの開発研究の実施（神戸大学、産業技術総合

研究所等との共同研究） 

・「ものづくり基礎講座」の開催（東北大学金属材料研究所関西センターと

の連携） 

健康生活科学 

研究所 

近畿地方各自治体の衛生研究所との連携 

・近畿ブロック広域連携マニュアルに基づく健康危機発生に係る模擬訓練の

実施及び健康危機発生時の支援体制の構築 

・研究成果の共有や情報の交流等の促進 

関西圏の試験研究機関等との連携 

・（独）製品評価技術基盤機構や関西圏の消費生活センターとの連携による

迅速な苦情原因究明の実施 

福祉のまちづ

くり研究所 

大学等との連携 

・大阪産業大学、広島大学、（国研）産業技術総合研究所等との連携による

共同研究の実施 

・福祉のまちづくり・ものづくりに関する企業、大学等向け研究会の開催 

兵庫環境研究

センター 

公立試験研究機関、大学等との連携 

・国立環境研究所、他府県の環境研究所との共同調査研究の実施 

・神戸大学、兵庫医科大学等との共同研究の実施 

・全国環境研協議会、同部会及び同東海・近畿・北陸支部の研究交流活動 

（共同研究、研究発表会等）の実施 

・瀬戸内海水環境研会議の運営を通じた他府県との情報交換の実施 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

オ．教育機関 

 ① 県立高等学校 

 

１ 高校生としての「生きる力」の育成 

 (1) 確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成 

  ① 確かな学力の育成 

ア ひょうご学力向上サポート事業（35 校） 

生徒の状況や進路希望等が共通する学校が連携した合同研究授業・共通教材作成等を実施（３

年間） 

   イ 高大接続推進事業(20 校) 

京都・大阪・神戸大学との連携包括協定に基づき、大学の教育資源を活用した発展的な学習

を通して、生徒の学習意欲、学力向上を推進 

ウ 土曜日の有効活用モデル推進事業(５校) 

学校週５日制の趣旨を踏まえながら、土曜日ならではのメリットを生かした効果的な授業の

在り方について研究し、その成果を全県へ普及 

エ ひょうご読書活動充実事業 

高校生の自主的な読書活動の活性化のため、学校図書館を活用した読書活動を推進 

・学校図書館アドバイザーの配置(４校) 

・私たちの一押し本 100 選プロジェクト（全県立高校） 

 

  ② 豊かな心の育成 

ア 高校生ふるさと貢献活動事業～トライやる・ワーク～ 

学校全体で取り組む教育活動として位置づけ、３年間を通して生徒の主体的な活動を展開（全

県立高校） 

・ふるさと貢献活動（１年生中心） 

・ふるさと課題探求活動（２・３年生中心） 

   イ 高校生就業体験事業～インターンシップ推進プラン～ 

生徒の勤労観、職業観や、社会人・職業人としての基礎的・基本的な資質・能力を育成する

ため、将来の進路に関連する職場や地域の企業等におけるインターンシップを実施（全県立高

校） 

 

  ③ 健やかな体の育成 

   ア いきいき運動部活動支援事業 

・体罰の防止や科学的な指導方法について助言等を行ういきいき運動部活動支援員を派遣 

（高等学校31校、中学校71校） 

・運動部活動指導者連絡協議会の実施（年８回） 

・運動部活動活性化専門家会議の開催（年４回） 

   イ がんの教育総合支援事業 

がんに対する正しい理解や命の大切さに対する理解を深めるため、指導内容や教材の作成を

含めた今後のがん教育のあり方を検討 
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実施状況 

オ．教育機関 

 ① 県立高等学校 

 

１ 高校生としての「生きる力」の育成 

 (1) 確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成 

  ① 確かな学力の育成 

ア ひょうご学力向上サポート事業（40 校） 

学力向上について同様の目標を持つ県立高等学校等の連携による共通教材や独自検定の作

成、合同授業研究会等を実施（３年間） 

   イ 高大接続推進事業（19校） 

    ・京都大学：高大連携課題研究合同発表会 in 京都大学（平成 27年 11 月３日） 

    ・大阪大学：高校生「国際問題を考える日」（平成 28年２月６日） 

    ・神戸大学：学校ごとで連携して取組を実施（８校） 

ウ 土曜日の有効活用モデル事業（５校） 

学校週５日制の趣旨を踏まえながら、土曜日ならではのメリットを生かした効果的な授業の

在り方について研究し、その成果を全県へ普及。土曜授業カリキュラム等懇話会の開催（２回） 

エ ひょうご読書活動充実事業 

高校生の自主的な読書活動の活性化のため、学校図書館を活用した読書活動を推進 

・学校図書館アドバイザーの配置(４校) 

・私たちの一押し本 100 選プロジェクト（全県立高校） 

・学校図書館活性化懇話会の開催（２回） 

② 豊かな心の育成 

ア 高校生ふるさと貢献活動事業～トライやる・ワーク～ 

・全県立高等学校で実施（148 校） 

・「高等学校魅力・特色づくり発表会」での発表（ステージ発表 4校、ポスターセッション 

30 校）（平成 28 年１月 30 日） 

イ 高校生就業体験事業～インターンシップ推進プラン～ 

社会人・職業人としての基礎的・基本的な資質・能力を育成するため、すべての生徒を対象

に、職場や地域の企業等における就業体験に取り組む。また、就職を希望する生徒に対しては、

卒業までの３年間で事業所等でのインターンシップを実施（全県立高等学校 148 校） 

  ③ 健やかな体の育成 

   ア いきいき運動部活動支援事業 

・スポーツ医学等、科学的・専門的な知識や技能を取り入れた指導法や効果的な指導を行い、

体罰の根絶や望ましい運動部活動を推進できるいきいき運動部活動支援員を派遣（高等学校

43 校 中学校 52 校） 

・運動部活動指導者連絡協議会の実施（年８回） 

・運動部活動活性化専門家会議（年３回） 

   イ がんの教育総合支援事業 

がんに対する正しい理解や命の大切さに対する理解を深めるため、指導内容や教材の作成を

含めた今後のがん教育のあり方を検討 

・がん教育のあり方検討会の開催（年２回） 

・学校保健関係者に対する研修会の開催（年１回） 

・高等学校用指導資料の作成 

・モデル校の設置（県立御影高等学校、県立姫路東高等学校） 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

(2) キャリア教育の推進  

ア 発達段階に応じたキャリアプランニング能力の育成 

キャリア教育の全体計画・指導計画の作成や指導方法、小・中・高等学校を通してのキャリ

アノートの活用方法等について、キャリア教育担当教員実践研修、初任者研修等を実施 

イ 高校生ふるさと貢献活動事業～トライやる・ワーク～の実施（再掲） 

ウ 高校生就業体験事業～インターンシップ推進プラン～の実施（再掲） 

   エ 拠点農業高校による農業技術・技能習得事業の実施(３校) 

農業高校、播磨農業高校、但馬農業高校において、農業分野の技術革新に対応し、バイオテ

クノロジーや優良牛育成等の実践的実習が可能となる設備等を充実 

   オ 「ひょうご匠の技」探求事業の実施（12 校） 

全日制の工業科を設置する全県立高校において、高度な技術・技能の伝承や技能検定取得等

を支援するため、ものづくりに関わる高度熟練技術者を招聘 

   カ 「ひょうごの達人」招聘事業の実施（22 校） 

農業・商業・水産・家庭に関する学科を設置する全県立高校において、高度な資格取得やス

キルアップ等を支援するため、各分野の専門家を招聘 

 

 

２ 魅力ある学校づくりの推進 

 (1) 教育内容の充実 

① グローバル社会に対応した人材育成の推進 

ア 英語教育の充実 

(ｱ) グローバル・イングリッシュ・プロジェクトの実施 

全県立高等学校（全日制）にＡＬＴ（外国人指導助手）を配置するとともに、国際系学科

を中心にＡＬＴを重点配置（132 人） 

    (ｲ) スーパーグローバルハイスクール(ＳＧＨ)の実施（３校） 

国際的に活躍できるグローバル人材を育成するため、質の高いカリキュラムの開発・実践

や体制整備を支援 

    (ｳ) ひょうごグローバル・リーダー育成事業の実施（2年生 100 人） 

グローバル・リーダーの育成を目指し、「生きた英語」を学ぶとともに、論理的思考力や表

現力を向上させるため、英語だけで生活する宿泊学習やＡＬＴ等との交流、討論等を実施 

    (ｴ) 学習到達目標を活かした英語授業の実施 

「兵庫版 CAN-DO リスト」(平成 26 年度作成)を踏まえ、全県立高等学校において、各校の

実情を踏まえた英語４技能の到達目標を CAN-DO リスト形式で設定・実践 

    (ｵ) 英語担当教員の指導力向上事業の実施 

・国の英語教育推進リーダー研修を活用して、県全体の小・中・高等学校の英語教育の中心

となる教員を養成するとともに、研修修了者による地区別の教員研修を実施 

・県内各地域の英語教育の推進リーダーとなる教員を養成するため、兵庫教育大学と連携し

た指導力向上研修を実施 

イ 海外留学の支援・国際交流 

(ｱ) 海外留学チャレンジプランの実施 

学校や民間団体等が主催する海外派遣プログラムに参加する生徒や、個人で海外留学する

生徒を対象に、留学支援金を給付 

      ・長期(原則１年間)        給付人数： 30 人 

      ・短期(原則２週間以上１年未満)  給付人数：240 人 
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実施状況 

 

(2) キャリア教育の推進  

ア 発達段階に応じたキャリアプランニング能力の育成 

・キャリア教育の全体計画・指導計画の作成や指導方法、小・中・高等学校を通してのキャリ

アノートの活用方法等について、キャリア教育担当教員実践研修（全県１回、地区別６ヶ所）、

初任者研修（１回）等を実施 

イ 高校生ふるさと貢献活動事業～トライやる・ワーク～の実施（再掲） 

ウ 高校生就業体験事業～インターンシップ推進プラン～の実施（再掲） 

   エ 拠点農業高校による農業技術・技能習得事業の実施（３校） 

・農業高校、播磨農業高校、但馬農業高校において、農業分野の技術革新に対応し、バイオテ

クノロジーや優良牛育成等の実践的実習が可能となる設備等を充実 

オ 「ひょうご匠の技」探求事業の実施（12 校） 

・全日制の工業科を設置する全県立高校の生徒の技術向上、技能検定取得等を支援するため、

ものづくりに関わる高度熟練技術者を招聘 

カ 「ひょうごの達人」招聘事業の実施（22 校） 

・農業・商業・水産・家庭に関する学科を設置する全県立高校の生徒の資格取得等を支援する

ため、各分野の専門家を招聘 

 

２ 魅力ある学校づくりの推進 

 (1) 教育内容の充実 

① グローバル社会に対応した人材育成の推進 

ア 英語教育の充実 

(ｱ) グローバル・イングリッシュ・プロジェクトの実施 

全県立高等学校(全日制)に「外国人指導助手（ＡＬＴ）」を配置するとともに、国際系学科

を中心にＡＬＴを重点配置（132 人） 

    (ｲ) スーパー・グローバル・ハイスクール(ＳＧＨ)の実施（４校） 

国際的に活躍できるグローバル・リーダーを育成するため、質の高いカリキュラムの開発・

実践や体制整備を支援 

    (ｳ) ひょうごグローバル・リーダー育成事業の実施（２年生 94人） 

グローバル・リーダーの育成を目指し、「生きた英語」を学ぶとともに、論理的思考力や表

現力を向上させるため、英語だけで生活する宿泊学習やＡＬＴ等との交流、討論等を実施 

    (ｴ) 学習到達目標を活かした英語授業の実施 

「兵庫版 CAN-DO リスト」(平成 26 年度作成)を踏まえ、全県立高等学校において、各校の

実情を踏まえた英語４技能の到達目標を CAN-DO リスト形式で設定・実践 

    (ｵ) 英語担当教員の指導力向上事業の実施 

・県全体の英語教育の中心となる教員を養成するため、小・中・高等学校の英語教育推進リ

ーダー研修を実施（受講者：小学校６名、中学校６名、高等学校５名） 

・県内各地域の英語教育の推進リーダーとなる教員を養成するため、兵庫教育大学と連携し

た指導力向上研修を実施（受講者：小学校 40 名、中学校 40名、高等学校 20 名） 

イ 海外留学の支援・国際交流 

(ｱ) 海外留学チャレンジプランの実施 

   学校や民間団体等が主催する海外派遣プログラムに参加する生徒や、個人で海外留学する

生徒を対象に、留学支援金を給付 

・長期(原則１年間)        給付人数： 14 人 

・短期(原則２週間以上１年未満)  給付人数：133 人 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

    (ｲ) 国際交流のための日本の文化に関する学習会の実施（48 校） 

海外留学する生徒等が、日本の文化を理解し、海外の生徒等に紹介できるよう、専門家の

招聘による伝統文化等の体験学習や、日本文化に関する公開講座等を実施 

    (ｳ) グローバル語り部の派遣（30校） 

      国際機関等で活動する職員や民間企業の海外駐在経験者等を講師として派遣 

(ｴ) 次世代育成国際交流事業の実施 

中国広東省及び海南省との高校生交流、ワシントン州及び西オーストラリア州との教員交

流を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 防災教育の推進 

  副読本「明日に生きる」の活用、地域と連携した防災訓練の実施等の防災・減災教育を推進 

 

 

  ③ インクルーシブ教育システムの視点を踏まえた教育の充実 

ア 特別支援学校との交流及び共同学習の実施（各 13校） 

    障害のある生徒とない生徒との一層の相互理解に向け、日常的な交流及び共同学習を推進 

  イ 個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育モデル事業の実施（１校） 

発達障害を含め、障害のある生徒の自立と社会参加に向け、個々の能力・才能を伸ばす指導

の充実に関する実践研究を実施 

ウ 特別支援教育支援員の配置（14 校） 

    学校生活や学習活動の支援が必要な生徒が在籍する高等学校に支援員を配置 

     ・学校生活支援員（支援対象者：重度の肢体不自由がある生徒） 

     ・学習活動自立支援員（支援対象者：発達障害等がある生徒） 

 

 

 

(2) 教育方法の工夫 

 ① ＩＣＴ機器を活用した指導方法の工夫・改善 

   ＩＣＴの効果的な活用、教員のＩＣＴ活用指導力の向上による授業改善を推進 

・ＩＣＴ利活用実証・実験校の指定 

・教員研修プログラムの研究・開発 

 

 ② 小・中学校等との交流、社会体験活動の共同実施等の促進 

高校生ふるさと貢献活動事業、インスパイア・ハイスクール事業を通して、小・中学校等との

交流、社会体験活動等を共同実施 
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実施状況 

 

    (ｲ) 国際交流のための日本の文化に関する学習会の実施（42 校） 

海外留学する生徒等が、日本の文化を理解し、海外の生徒等に紹介できるよう、専門家の

招聘による伝統文化等の体験学習や、日本文化に関する公開講座等を実施 

    (ｳ) グローバル語り部の派遣（29校） 

      国際機関等で活動する職員や民間企業の海外駐在経験者等を講師として派遣 

    (ｴ) 次世代育成国際交流事業の実施 

・中国広東省・海南省との高校生交流事業を実施 

派遣人数：高校生等 24名（広東省 12 名、海南省 12 名） 

派遣期間：(広東省)平成 27 年 12 月 14 日～12 月 23 日（受入：平成 27年 9月 30 日～10 月 9日） 

(海南省)平成 27 年 12 月 14 日～12 月 24 日（受入：平成 27年 10 月 27 日～11 月 5日） 

・ワシントン州への教員派遣事業を実施 

派遣人数：高校教員２名 

派遣期間：平成 26年 10 月 22 日～平成 27 年７月 31 日、平成 27 年４月 1日～平成 28 年３月 31 日 

・西オーストラリア州との教員交流を実施 

派遣人数：高校教員２名 

派遣期間：平成 27年４月 1日～平成 28 年３月 31 日 

  ② 防災教育の推進 

・防災教育副読本「明日に生きる」を活用（全公立学校） 

・地域と連携した防災教育・活動等の取組を実施（公立学校 1,328 校中 1,116 校） 

 

  ③ インクルーシブ教育システムの視点を踏まえた教育の充実 

ア 特別支援学校との交流及び共同学習の実施（各 13校） 

障害のある生徒と障害のない生徒の相互理解を一層推進し、地域社会の一員として生きる力

を共に育み、その教育効果を一層高めるため、多様な交流及び共同学習を実施 

  イ 個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育モデル事業の実施（西宮香風高校） 

発達障害を含め、障害のある生徒の自立と社会参加に向け、個々の能力・才能を伸ばす指導

の充実に関する実践研究を実施 

ウ 学校生活支援員等の設置（13校 14 人） 

学校生活で支援が必要な生徒が在籍する高等学校に支援員を配置し、学校生活や学習活動を

支援 

・学校生活支援員（支援対象者：重度の肢体不自由のある生徒） 

・学習活動自立支援員（支援対象者：発達障害等のある生徒） 

 

(2) 教育方法の工夫 

 ① ＩＣＴ機器を活用した指導方法の工夫・改善 

   ＩＣＴの効果的な活用、教員のＩＣＴ活用指導力の向上による授業改善を推進 

・ＩＣＴ利活用実証・実験校の指定（明石城西高等学校） 

・教員研修プログラムの研究・開発 

 

 ② 小・中学校等との交流、社会体験活動の共同実施等の促進 

高校生ふるさと貢献活動事業、インスパイア・ハイスクール事業を通して、小・中学校等との

交流、社会体験活動等を共同実施 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

(3) 教育システム等の改善・充実 

 ① 総合学科、全日制普通科単位制 

   生徒の主体的な学習を通して、学ぶことの楽しさや達成感を味わわせる教育内容の一層の充実 

・学校設定科目「産業社会と人間」等を活用したキャリア教育の充実 

・シラバスの作成、進路説明会の開催や、個別面談によるガイダンスの充実 等 

 

② 全日制普通科学年制(類型・コース)、専門学科 

 ア 類型→コース→専門学科という段階的・発展的な特色化を推進 

県立龍野高等学校普通科「総合自然科学コース」を「総合自然科学科」に改編 

イ 職業学科の改編に向けて、より専門性の高い専門学科や新しいタイプの専門学科等を研究 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ③ 中高一貫教育校  

   ・県立千種高等学校 
地域清掃や給食搬送等の中高連携ボランティアの実施 
中高連携授業による継続的な教育指導 

・県立氷上西高等学校 
合同体育祭等の実施による幅広い年齢層の生徒の交流 
中高連携授業による継続的な教育指導 

 

④ 定時制、通信制高等学校 

発達障害のある生徒の就労率向上を図るため、関係機関の連携により、就労指導の充実・改善

に関する研究を実施 

・就職支援コーディネーターの配置(特別支援学校５名・高等学校１名) 
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実施状況 

 

(3) 教育システム等の改善・充実 

 ① 総合学科、全日制普通科単位制 

    生徒の主体的な学習を通し、学ぶことの楽しさや達成感を味わわせる教育内容の一層の充実 

・学校設定科目「産業社会と人間」等を活用したキャリア教育の充実 

・シラバスの作成、進路説明会の開催や、個別面談によるガイダンスの充実 等 

 

  ② 全日制普通科学年制(類型・コース)、専門学科 

   ア 類型→コース→専門学科という段階的・発展的な特色化を推進 

・平成 27年４月 ・県立龍野高等学校：普通科「総合自然科学ｺｰｽ」→「総合自然科学科」 

・県立須磨東高等学校：普通科に「ﾘｰｶﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞ類型」を設置 

・県立鳴尾高等学校：普通科に「総合人間類型」を設置 

・県立姫路西高等学校：普通科に「知の総合類型」を設置 

・今後の専門学科の設置等について以下のとおり公表 

平成 28 年４月 ・県立兵庫高等学校：普通科「未来創造ｺｰｽ」→「総合科学科」 

・県立三木高等学校：普通科「国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ」→「国際総合学科」 

・県立北条高等学校：普通科「教育類型」→普通科「人間創造ｺｰｽ」 

・県立浜坂高等学校：普通科に「ｸﾞﾛｰｶﾙｷｬﾘｱ類型」を設置 

   イ 職業学科の改編に向けて、より専門性の高い専門学科や新しいタイプの専門学科等を研究 
   ウ 生徒の多様な興味・関心、進路希望等に対応するため、武庫荘総合高等学校に福祉に関する

学科の設置を推進（平成 30 年４月開設予定） 
 
  ③ 中高一貫教育校 

   ・県立千種高等学校 
地域清掃や給食搬送等の中高連携ボランティアの実施 
中高連携授業による継続的な教育指導 

・県立氷上西高等学校 
合同体育祭等の実施による幅広い年齢層の生徒の交流 
中高連携授業による継続的な教育指導 

 

④ 定時制、通信制高等学校 

・関係機関の連携による就労指導の充実・改善に関する研究を実施 

・就労支援コーディネーターの配置（特別支援学校３人・高等学校１人） 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

⑤ 魅力ある学校づくりの支援 

インスパイア・ハイスクール事業を通して各学校の魅力・特色づくりを推進 

 

区 分 事業内容 校数 

理数教育 世界の理数分野の第一線で活躍する人材を育てる学校を目指す 30 校 

国際化に対応した教育 国際社会の舞台で世界をリードする人材を育てる学校を目指す 20 校 

スペシャリスト育成 産業分野の将来を支える人材を育てる学校を目指す 35 校 

特色ある教育活動 オンリーワンの魅力をもつ学校を目指す 24 校 

キャリア教育 自己の確かな将来を設計できる力を育てる学校を目指す 39 校 

 

 

 

 

 

 

３ 入学者選抜制度・方法の改善 

   ① 新しい選抜制度についての周知・広報 

・中学校の進路指導担当者や保護者対象の説明会の実施 

・新通学区域ごとの高校紹介パンフレットの作成・ＨＰ掲載等 

 

② 中学校の進路選択支援 

・新通学区域中高連絡会を開催し、オープン・ハイスクールや学校説明会の実施方法を検討 

・新通学区域進路指導担当者会を開催し、担当者同士が情報交換 

・進路指導資料の配布 

 

４ 望ましい規模に満たない学級数となった学校の在り方 

２学級以下の小規模校で、地域から理解と支援が得られる学校について、連携型中高一貫教育校へ

の再編、地域性を活かした特色ある類型の設置等を検討 
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実施状況 

 

⑤ 魅力ある学校づくりの支援 

インスパイア・ハイスクール事業を通して各学校の魅力化、特色化を推進 

 

区 分 事業内容 校数 

理数教育 
世界の理数分野の第一線で活躍する人材を育てる学

校を目指す 

29 校（神戸高等

学校ほか） 

国際化に対応した教育 
国際社会の舞台で世界をリードする人材を育てる学

校を目指す 

15 校（国際高等

学校ほか） 

スペシャリスト育成 産業分野の将来を支える人材を育てる学校を目指す 
29 校（姫路工業

高等学校ほか） 

特色ある教育活動 オンリーワンの魅力をもつ学校を目指す 
47 校（舞子高等

学校ほか） 

キャリア教育 
自己の確かな将来を設計できる力を育てる学校を目

指す 

41 校（須磨友が

丘高等学校ほか） 

 

３ 入学者選抜制度・方法の改善 

    ① 新しい選抜制度についての周知・広報 

・中学校の進路指導担当者や保護者対象の説明会の実施(４回) 

・平成 27年度からの新通学区域ごとの高校紹介パンフレットの作成・ＨＰ掲載 

 

② 中学校の進路選択支援 

・新通学区域中高連絡会を開催し、オープン・ハイスクールや学校説明会の実施方法を検討 

・新通学区域進路指導担当者会を開催し、担当者同士が情報交換 

・進路指導資料の配布 

 

４ 望ましい規模に満たない学級数となった学校の在り方 

地域の要望等を基に、地域性を活かした特色ある類型の設置等を検討 
 



 

 - 76 -

 

第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

 ② 特別支援学校 

 

１ 一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実 

(1) 校園内支援体制の充実、多様な学びの場における指導の充実 

① 授業のユニバーサル化モデル研究の実施（１市町：小・中学校３校） 

通常の学級において、発達障害等のある特別な支援を必要とする児童生徒を含めた全ての児童

生徒に対する分かりやすい指導を行うための研究等を実施 

② 学校生活支援教員の配置（小・中学校113校） 

③ 個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育モデル事業の実施（高等学校１校）（再掲） 

④ 特別支援教育支援員の設置（高等学校14校）（再掲） 

⑤ キャリア教育・就労支援推進事業の実施 

・特別支援学校就職支援推進会議の開催 

県立特別支援学校におけるキャリア教育のあり方や指導体制等を協議するとともに、認定資格

開発部会を設置し、生徒のスキルの水準を公的に証明する認定資格の開発を検討 

・就職支援コーディネーターの配置(特別支援学校５名・高等学校１名)（再掲） 

・公開授業の実施（24校） 

企業の人事担当者を対象に実習授業を公開し、生徒の実態について理解を促すとともに、就職

に向けた指導助言を受けるなど、企業と連携した取組みを推進 

・実践的な職業教育の実施（24校） 

就労に結びつく分野（ビルメンテナンス（清掃）、喫茶サービス（接客））の実習のモデルプ

ログラムを作成 

 

(2) 特別支援学校のセンター的機能の活用等による学校間連携の推進 

① 地域の教育資源活用に係るモデル研究の実施（西宮市・芦屋市） 

地域内の子ども一人一人の教育的ニーズに対応できるよう、地域内の教育資源（小・中・高等

学校、特別支援学校等）を活用するための学校内外の連絡調整等を行うコーディネーター（３名）

を配置し、実践研究を実施 

② 専門家等の外部人材の活用（25校） 

特別支援学校の専門性向上のため、専門的外部人材を活用した効果的な校内研修を行い、地域

内の小・中学校等に対するセンター的機能を充実 

 

(3) 交流及び共同学習のさらなる充実 

・特別支援学校と高校との交流及び共同学習の実施（再掲） 

・県立高等学校の教室を活用した県立特別支援学校分教室の設置 

 

２ すべての教職員の特別支援教育に関する専門性の向上 

(1) 研修体制の整備 

・すべての教職員のためのインクルーシブ教育システム構築研修の実施 

合理的配慮の提供義務化（平成28年４月～）に向けて、すべての教職員を対象とした基礎研修及

び管理職等を対象に必要な校内体制を構築するための実践研修を実施 

・県立特別支援教育センターにおける教員研修の実施（約30講座） 

 

(2) 専門性の確保 

・特別支援学校教諭免許状保有者の別枠採用の継続（平成27年度採用候補者90人） 

・特別支援学校教員の採用区分拡大の継続 
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実施状況 

 

 ② 特別支援学校 

 

１ 一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実 

 (1) 校園内支援体制の充実、多様な学びの場における指導の充実 

① 授業のユニバーサル化モデル研究の実施 （朝来市：小・中学校３校） 

通常の学級においてすべての児童生徒が分かりやすい指導方法の研究を実施 

② 学校生活支援教員(LD・ADHD 等通級指導担当教員)の配置（小・中学校 114 校） 

③ 個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育モデル事業の実施（高等学校１校）（再掲） 

④ 学校生活支援員等の設置（高等学校 13 校 14 人）（再掲） 

⑤ キャリア教育・就労支援推進事業の実施  

・就職支援推進会議の開催（年２回） 

・就職支援コーディネーターの配置（特別支援学校３人・高等学校１人）（再掲） 

・公開授業の実施（24校） 

地元企業の人事担当者を対象に実習授業を公開し、生徒の実態を理解してもらうとともに、就

職に向けた指導助言を受けるなど、地域と連携した取組みを推進 

・実践的な職業教育の実施（22 校） 

就労に結びつく分野（ビルクリーニング（清掃）、喫茶サービス（接客））の実習のモデルプ

ログラムを作成 

 

 

 

(2) 特別支援学校のセンター的機能の活用等による学校間連携の推進 

インクルーシブ教育システム構築に向けたモデル研究を実施 

① コーディネーター等の配置（西宮市・芦屋市） 

コーディネーター（３名）等を配置し、地域内の小・中学校、特別支援学校等が連携できる体

制を構築 

  ② 専門的外部人材の活用（25 校） 

特別支援学校において、専門的外部人材を活用した効果的な校内研修を行い、専門性を高める

ことにより、センター的機能を充実 

 

(3) 交流及び共同学習のさらなる充実 

・特別支援学校と高校との交流及び共同学習の実施（再掲） 

・県立高等学校の教室を活用した県立特別支援学校分教室の設置 

（阪神特別支援学校（平成 27年４月）） 

 

２ すべての教職員の特別支援教育に関する専門性の向上 

 (1) 研修体制の整備 

・すべての教職員のためのインクルーシブ教育システム構築研修の実施（１回） 

合理的配慮の提供義務化（平成28年４月～）に向けて、すべての教職員を対象とした基礎研修及

び管理職等を対象に必要な校内体制を構築するための実践研修を実施 

・県立特別支援教育センターにおける教員研修（33 講座） 

 

 (2) 専門性の確保 

・特別支援学校教諭免許状保有者の別枠採用の継続（平成 27 年度採用 71人） 

・特別支援学校教員の採用区分を拡大 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

３ 早期から支えつなぐ相談・支援体制づくり 

(1) 就学前から卒業後までを見通した一貫した相談・支援体制の構築 

① LD、ADHD等に関する相談支援事業の実施 

・「ひょうご学習障害相談室」において専門相談員による電話・面接相談を実施 

・校園内委員会等の要請に応じて、学校等に専門家チームを派遣 

② 特別支援教育推進員の配置（各教育事務所） 

障害のある児童生徒にかかる教育相談や就学先の決定と合理的配慮について、市町教育委員会

や小・中学校等を助言・指導 

③ 早期からの教育相談・支援体制モデル構築事業の実施（１市町：保育所・幼稚園・小学校24校

園) 

特別な支援が必要になる可能性のある子ども及び保護者に対して、発達段階に応じたきめ細や

かな対応や円滑な就学のため、就学前段階からの情報提供や相談会等を実施 

 

(2) 進路にかかる継続的な支援の推進 

継続的かつ一貫性のある指導・支援を行うため、個別の教育支援計画等による指導の経過、支援

の内容や手立ての引継ぎを推進 

 

４ 教育環境整備の推進 

(1) 神戸市西部・東播磨地域の知的障害特別支援学校在籍児童生徒の増加への対応 

神戸西部新設高等特別支援学校を整備（平成27年度～建築工事等、平成29年４月開校予定） 

 

(2) 神戸市東部・阪神地域の知的障害特別支援学校在籍児童生徒の増加への対応 

県立芦屋特別支援学校に仮設校舎を設置（平成27年４月供用開始） 

 

(3) 阪神地域の知的障害特別支援学校在籍児童生徒の増加への対応 

県立武庫荘総合高等学校の教室を活用し県立阪神特別支援学校分教室を設置（平成27年４月設置） 

 

(4) 但馬北西部における遠距離通学等を余儀なくされている児童生徒への対応 

県立出石特別支援学校みかた校を設置（平成 27年４月開校） 
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実施状況 

 

３ 早期から支えつなぐ相談・支援体制づくり 

(1) 就学前から卒業後までを見通した一貫した相談・支援体制の構築 

①  LD、ADHD 等に関する相談支援事業の実施 

・「ひょうご学習障害相談室」における相談業務の実施（398 回） 

・学校への専門家チームの派遣（７回） 

② 特別支援教育推進員の配置（各教育事務所 計 6人） 

障害のある児童生徒の就学先決定、合理的配慮の提供について、市町教育委員会や小・中学校

を指導・支援 

③ 早期からの教育相談・支援体制モデル構築事業の実施（小野市：保育所・幼稚園・小学校24校

園) 

特別な支援が必要になる可能性のある子ども及び保護者に対して、発達段階に応じたきめ細や

かな対応や円滑な就学のため、就学前段階からの情報提供や相談会等を実施 

 

(2) 進路にかかる継続的な支援の推進 

継続した一貫性のある指導・支援を行うため、個別の教育支援計画等による、指導の経過、支援

の内容や手立ての引継ぎを推進 

 

４ 教育環境整備の推進 

取組み 学校名等 時期 

(1) 神戸市西部・東播磨地域の知的障害

特別支援学校在籍児童生徒の増加への

対応 

西神戸高等特別支援学校（仮称） 

H27年度 造成・建設工事 

H28年度 建設工事 

H29年４月 開校予定 

(2) 神戸市東部・阪神地域の知的障害特

別支援学校在籍児童生徒の増加への対

応 

芦屋特別支援学校仮設校舎 H27年４月 供用開始 

(3) 阪神地域の知的障害特別支援学校在

籍児童生徒の増加への対応 

阪神特別支援学校分教室 

（武庫荘総合高等学校内）(再掲) 
H27年４月 設置 

(4) 但馬北西部における遠距離通学等を

余儀なくされている児童生徒への対応 

出石特別支援学校みかた校 

（旧香美町立射添中学校跡施設

を活用） 

H27年４月 開校 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

③ 兵庫の特色ある教育の推進 

 

１ 社会的自立に向けたキャリア形成の支援 

  小・中・高それぞれの発達段階に応じたキャリア形成を支援 
・キャリア教育担当教員実践研修（再掲）、初任者研修におけるキャリア教育研修（再掲）の実施 
・自立に導くキャリア教育推進事業の実施（キャリアノート等の活用による小中学校の連携、県内

６中学校区） 
                       
 

２ 兵庫型「体験教育」の推進 

発達段階に応じた多様な体験活動を通して、命の大切さや生きる喜びを実感させ、社会性、自尊感

情等を育む教育活動を、全公立学校で体系的に推進 

・環境体験事業（小学３年生）の実施 

・自然学校推進事業（小学５年生）の実施 

・青少年芸術体験事業～わくわくオーケストラ教室～（中学１年生）の実施 

・地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」推進事業（中学２年生）の実施 

・高校生ふるさと貢献活動事業～トライやる・ワーク～（高校３年間）の実施（再掲） 

・高校生就業体験事業～インターンシップ推進プラン～（高校３年間）の実施（再掲） 

 
３ グローバル化に対応した教育の推進 

 (1) 国際化に対応した教育の推進 

  ① 英語教育の充実 

ア グローバル・イングリッシュ・プロジェクトの実施（再掲） 

   イ スーパーグローバルハイスクール(ＳＧＨ)の実施（再掲） 

ウ ひょうごグローバル・リーダー育成事業の実施（再掲） 

エ 学習到達目標を活かした英語授業の実施（再掲） 

オ 英語担当教員の指導力向上事業の実施（再掲） 

  ② 海外留学の支援・国際交流 

   ア 海外留学チャレンジプランの実施（再掲） 

   イ 国際交流のための日本の文化に関する学習会の実施（再掲） 

ウ グローバル語り部の派遣（再掲） 

   エ 次世代育成国際交流事業の実施（再掲） 

③ 高等学校における日本の歴史及び文化に係る学習の充実 

・世界史と日本の歴史を関連づけて学ぶことができる副読本「世界と日本」（平成 25 年度作成）

を活用した授業等を全県展開 

・教材「日本の文化」を活用し、高等学校における日本の歴史や文化・伝統芸能等に関する教育

を充実 

 

(2) 伝統・文化等に関する教育の推進 

・地域素材を活用した「ふるさと教育」の展開 
地域や郷土への愛着・誇りなど、児童生徒のふるさと意識を醸成するため、高校生ふるさと貢献

活動事業など発達段階に応じた兵庫型体験教育を推進 
・地域人材・資源を活用した伝統文化体験など、実践研究成果の普及を推進 
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実施状況 

 

③ 兵庫の特色ある教育の推進 

 

１ 社会的自立に向けたキャリア形成の支援 

キャリアプランニング能力やコミュニケーション能力、課題対応能力等、社会的・職業的自立に必

要な能力を育成するため、小中高それぞれの発達段階に応じたキャリア形成を支援 
・キャリア教育担当教員実践研修（再掲）、初任者研修におけるキャリア教育研修（再掲）の実施 
・キャリアノート活用に関する研究事業の実施（キャリアノート等の活用による小中学校の連携、

県内６中学校区） 
 

２ 兵庫型「体験教育」の推進 

発達段階に応じた多様な体験活動を通して、命の大切さや生きる喜びを実感させ、社会性、自尊感

情等を育む教育活動を全公立学校で体系的に推進 

・環境体験事業（小学３年生）（実施校 765 校） 

・自然学校推進事業（小学５年生）（実施校 764 校） 

・青少年芸術体験事業～わくわくオーケストラ教室～（中学 1年生）（実施校 383 校(国公立私学含む)） 

・地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」推進事業（中学 2年生）（実施校 362 校） 

・高校生ふるさと貢献活動事業～トライやる・ワーク～（高校 3年間）（再掲） 

・高校生就業体験事業～インターンシップ推進プラン～（高校 3年間）（再掲） 

 

３ グローバル化に対応した教育の推進 

 (1) 国際化に対応した教育の推進 

  ① 英語教育の充実 

ア グローバル・イングリッシュ・プロジェクトの実施（再掲） 

イ スーパー・グローバル・ハイスクール(ＳＧＨ)の実施（再掲） 

ウ ひょうごグローバル・リーダー育成事業の実施（再掲） 

エ 学習到達目標を活かした英語授業の実施（再掲） 

オ 英語担当教員の指導力向上事業の実施（再掲） 

  ② 海外留学の支援・国際交流 

ア 海外留学チャレンジプランの実施（再掲） 

イ 国際交流のための日本の文化に関する学習会の実施（再掲） 

ウ グローバル語り部の派遣（再掲） 

エ 次世代育成国際交流事業の実施（再掲） 

③ 高等学校における日本の歴史及び文化に係る学習の充実 

・副読本「世界と日本」の授業等での効果的な活用を図るため授業実践発表会を開催 
・教材「日本の文化」を活用し、高等学校における日本の歴史や文化・伝統芸能等に関する教育

を充実 
 

 

(2) 伝統・文化等に関する教育の推進 

・地域素材を活用した「ふるさと教育」の展開 
高校生ふるさと貢献活動事業～トライやる・ワーク～（高校 3年間）（再掲） 

・地域人材・資源を活用した伝統文化体験など日本の文化推進に係る実践研究成果の普及を推進 

４校を指定校として指定し、郷土伝統文化の習得に努め、地域住民への発表会等を開催 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

４ 兵庫型教科担任制等の学力向上の推進 

(1) 小学校から中学校への円滑な接続 

小学校５・６年生において「教科担任制」と「少人数学習集団の編成」を組み合わせて全県実施 

（小規模校・複式学級を有する学校を除く全公立小学校） 

(2) ひょうごがんばりタイム～放課後における補充学習等推進事業～ 

学力向上等のため、小中学校において放課後に地域人材等を活用して行われる補充学習等の意欲

的な取組みを支援（約 230 校） 

 (3) 地域で“共育”土曜チャレンジ学習事業 

多様な経験や技能を持つ人材・企業等、地域の豊かな社会教育資源を活用して、土曜日ならでは

の体系的・継続的なプログラムを実施する市町の取組みを支援（221 校区） 

(4) 地域未来塾－地域による学習支援事業－ 

これまで学校支援地域本部事業で培ってきた地域人材のﾈｯﾄﾜｰｸを活用し、家庭での学習習慣が十

分身についていない子どもに対して、学習習慣や基礎学力の定着に向けた学習支援を実施 
 

 

 

 

５ 道徳教育の充実 

 (1) 兵庫版道徳教育副読本の活用 

・道徳の時間だけでなく家庭でも副読本を活用できるよう、児童生徒への個人配布を継続 

・社会教育施設での貸出や、家庭・地域での公開授業を実施 

 

 

 

 

 

 (2) 指導力の向上 

・道徳教育実践研究事業を実施（推進地域（10 地域）において小中連携、家庭・地域との連携等を

推進） 

・道徳教育実践研修（全県研修、地区別（６地区）研修）を実施 

 

６ 体育・スポーツ活動の推進 

 (1) 運動習慣の定着 

児童の運動への興味や関心を高め、運動習慣の定着を図るため、小学校のニーズに応じて、専門

的な指導力を有する体力アップサポーターを派遣（約 50 校） 

 

 (2) 体育授業や運動部活動等の充実 

・いきいき運動部活動支援事業（再掲）、指導力向上のための学校体育実技指導者講習会等を実施 
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実施状況 

 

４ 兵庫型教科担任制等の学力向上の推進 

(1) 小学校から中学校への円滑な接続（小規模校・複式学級を有する学校を除く全公立小学校 638 校） 

小学校５・６年生において「教科担任制」と「少人数学習集団の編成」を組み合わせて全県実施 

(2) ひょうごがんばりタイム～放課後における補充学習等推進事業～（242 校） 

学力向上方策として、放課後に地域人材を活用した補充学習を実施し、市町及び学校の取組みを

促進 

 (3) 地域で“共育”土曜チャレンジ学習事業（24 市町 218 校区） 

地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業等の豊かな社会教育資源を活用して、土曜日ならでは

の体系的・継続的なプログラムを実施する市町の取組みを支援 

(4) 地域未来塾－地域による学習支援事業－（６市町 62 校区） 

これまで学校支援地域本部事業で培ってきた地域人材のﾈｯﾄﾜｰｸを活用し、家庭での学習習慣が十

分身についていない子どもに対して、学習習慣や基礎学力の定着に向けた学習支援を実施 

 (5)  「ひょうごつまずきポイント指導事例集」の作成に向けた検討 

   学力の全体的底上げを図るため、指導資料作成検討委員会（構成：学識経験者、教員等）を立ち

上げ、「全国学力・学習状況調査」の結果等を用いて児童生徒のつまずきのポイントを分析（事例集

作成は平成 28年度） 

５ 道徳教育の充実 

 (1) 兵庫版道徳教育副読本の活用 

・道徳の時間だけでなく、家庭においても副読本を活用できるよう、個人への配布を継続するとと

もに、社会教育施設での貸出を実施 

［副読本の名称と配布数］ 

小学校 1・2年生用「こころ はばたく」／小学校 3・4年生用「心 きらめく」／ 

小学校 5・6年生用「心 ときめく」／中学校用「心 かがやく」 

県内公立小学校（特別支援学校小学部含む）1・3・5 年生、中学校（特別支援学校中学部

及び中等教育学校前期課程含む）1年生の全児童生徒に配布（200,700 冊） 

・家庭・地域での公開授業の実施 

 (2) 指導力の向上 

・道徳教育実践研究事業の実施（推進地域：県内 11 地域） 
・道徳教育実践研修の実施（年２回：全県研修、地区別(６地区)研修） 

６ 体育・スポーツ活動の推進 

 (1) 運動習慣の定着 

児童の運動への興味や関心を高め、運動習慣の定着を図るため、小学校のニーズに応じて、専門

的な指導力を有する体力アップサポーターを派遣（43校） 

 (2) 体育授業や運動部活動等の充実 

・いきいき運動部活動支援事業（再掲） 

・教員の指導力向上に資する「学校体育実技指導者講習会」の実施 

    参加者 46名（小中高の保健体育関係教員） 

・中学校体育実技（武道・ダンス）指導力向上事業 

参加者 68名 

・幼稚園、小学校教員体育実技指導力向上事業 

県内５ブロックで開催（参加者 293 名） 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

７ いじめ・問題行動等への対応 

 (1) いじめ防止のための推進体制の整備 

・有識者による「兵庫県いじめ対策審議会」を開催し、「兵庫県いじめ防止基本方針」を踏まえた

実効的ないじめ対策等を推進 

・兵庫県いじめ対応ネットワーク会議（教育、福祉、警察、人権関係機関で構成）を開催し、関係

機関との連携による学校支援体制の充実など、地域的、全県的な協力体制を強化 

 

 (2) いじめ防止対策の推進 

・すべての学校にいじめ対応チーム等校内組織を設置するとともに、いじめ対応マニュアルを活用

し、多様な課題に対応できる実践力を高める教員研修を実施 

・いじめ問題への理解やいじめ相談窓口等を記した「いじめ防止啓発チラシ」を全保護者及び関係

機関に配布 

 

  (3) 早期発見・早期対応のための体制整備 

・スクールカウンセラー、キャンパスカウンセラーを配置 

・学校支援チームを設置・派遣 

・高等学校問題解決サポートチームを設置・派遣 

・いじめ等教育相談を実施 

ひょうごっ子悩み相談（面接及び電話相談）、ひょうごっ子「ネットいじめ情報」相談 等 

 

８ 親の学び・子育て力向上の支援 

(1) ＰＴＣＡ教育支援活動 

学校ＰＴＡごとに、親が子育てに対する自覚と責任感を高め親として成長するための学習会や、

家族の絆を深める体験活動などを地域と連携して実施 

 

(2) ＰＴＣＡ全県研究大会、地区別研究大会 

保護者、地域住民等が一堂に会し、全県及び各地域におけるＰＴＣＡ教育支援活動に関する実践

発表や情報交換等を行う研究大会を開催 
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実施状況 

 

７ いじめ・問題行動等への対応 

(1) いじめ防止のための推進体制の整備 

・有識者による兵庫県いじめ対策審議会の開催（２回） 

・平成26年3月に策定した「兵庫県いじめ防止基本方針」を踏まえた実効的ないじめ対策等を推進 

・兵庫県いじめ対応ネットワーク会議の開催（全県１回、各教育事務所１回以上） 

関係機関との連携による学校支援体制の充実など、地域的、全県的な協力体制を強化 

(2) いじめ防止対策の推進 

・すべての学校にいじめ対応チーム等校内組織を設置するとともに、いじめ対応マニュアルを活用

し、多様な課題に対応できる実践力を高める教員研修を実施 

・いじめ問題への理解やいじめ相談窓口等を記した「いじめ防止啓発チラシ」を全保護者及び関係

機関に配布 

(3) 早期発見・早期対応のための体制整備  

・スクールカウンセラーの配置（全公立中学校・中等教育学校262校、公立小学校113校） 

・キャンパスカウンセラーの配置（全県立高等学校148校） 

・学校支援チームの設置・派遣（支援件数：18,983件） 

・高校問題解決サポートチームの設置・派遣（相談件数：のべ877件、ケース会議：７回） 

・ひょうごっ子悩み相談（電話相談・面接相談）での対応件数：4,880件 

・ひょうごっ子「ネットいじめ情報」相談での対応件数：134件 

 

８ 親の学び・子育て力向上の支援 

(1) ＰＴＣＡ教育支援活動 

学校ＰＴＡごとに、親が子育てに対する自覚と責任感を高め親として成長するための学習会や、

家族の絆を深める体験活動などを地域と連携して実施 

・家庭教育支援活動 

・学校教育支援活動 

・子どもたちの安全・安心を守る活動 

(2) ＰＴＣＡ全県研究大会、地区別研究大会 

保護者、地域住民等が一堂に会し、全県及び各地域におけるＰＴＣＡ教育支援活動に関する実践

発表や情報交換等を行う研究大会を開催 
・全県研究大会  幼・小・中学校の部：994 名、 

県立高等学校・特別支援学校の部：1,056 名 

・地区別研究大会 50 箇所 

 

（参考）平成27年度全国学力・学習状況調査(教科に関する調査)の結果 

［平均正答率の状況］                   （単位：％） 

学年 教科等 本県 全国 比較 

小
学
校
６
年
生 

国語 
知識 70.1 70.0 ＋0.1 
活用 65.5 65.4 ＋0.1 

算数 
知識 75.2 75.2 ±0.0 
活用 46.9 45.0 ＋1.9 

理科 60.3 60.8 △0.5 

中
学
校
３
年
生 

国語 
知識 77.1 75.8 ＋1.3 
活用 65.9 65.8 ＋0.1 

数学 
知識 67.1 64.4 ＋2.7 
活用 42.8 41.6 ＋1.2 

理科 53.3 53.0 ＋0.3 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

カ．その他 

 ① 職員住宅等 

 

１ 職員住宅の見直し 

 (1) 基本的な考え方 

① 職員の福利厚生に配慮しつつ、効率的な活用の観点から、公舎に統合し、業務上必要な最小限

の住宅を存置 

② 部局横断的に存置する公舎間の相互利用を実施 

(2) 具体的な見直し方法 

① 一般行政 

ア 存置する公舎は、地域的な観点等、業務上の必要性を踏まえ選定 

イ 上記以外の住宅は順次入居を抑制し、３年間の退去猶予期間の後、計画的に廃止 

② 企業庁 

入居者（平成 27 年１月末時点２戸）に協力を要請し、入居者退去後廃止 

 (3) 平成 27年度の見直し戸数                

区 分 
管 理 戸 数 平成27年度 

廃止予定戸数 
④(③－②) 

H26.4.1 
① 

H27.4.1 
見込 ② 

H28.3.31 
見込 ③ 

一般行政 1,064戸 1,043戸   988戸 △55戸 
企 業 庁   40戸 0戸 0戸   0戸 

計 1,104戸 1,043戸  988戸 △55戸 

 

２ 教職員住宅の見直し 

(1) 基本的な考え方 

教職員の福利厚生に配慮しつつ、効率的な活用の観点から、公舎に統合し、業務上必要な最小限

の教職員公舎を存置 

(2) 具体的な見直し方法 

① 存置する公舎は、地域的な観点等の業務上の必要性、老朽度合い等を総合的に勘案して選定 

② 上記以外の住宅は順次入居を抑制し、３年間の退去猶予期間の後、計画的に廃止 

 (3) 平成27年度の見直し戸数 

区 分 
管 理 戸 数 平成27年度 

廃止予定戸数 
④(③－②) 

H26.4.1 
 ① 

H27.4.1 
見込 ② 

H28.3.31 
見込 ③ 

教育委員会 842戸 665戸 609戸 △56戸 

 

３ 公舎の見直し 

(1) 一般公舎（平成26年３月時点：95戸） 

① 業務上必要なため存置 

(2) 事業用公舎 

① 業務上必要な公舎は原則存置 
  ② ただし、未入居の公舎は以下の基準により廃止 
   ア 耐用年数経過：２年以上未入居で廃止 
   イ 耐用年数未経過：３年以上未入居で廃止 

区 分 
管 理 戸 数 平成27年度 

廃止予定戸数 
④(③－②) 

H26.4.1 
 ① 

H27.4.1 
見込 ② 

H28.3.31 
見込 ③ 

事業用公舎 270戸     241戸   241戸  0戸 
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実施状況 

カ．その他 

 ① 職員住宅等 

 

１ 職員住宅の見直し 

 (1) 基本的な考え方 

① 職員の福利厚生に配慮しつつ、効率的な活用の観点から、公舎に統合し、業務上必要な最小限

の住宅を存置 

② 部局横断的に存置する公舎間の相互利用を実施 

(2) 具体的な見直し方法 

① 一般行政 

ア 存置する公舎は、地域的な観点等、業務上の必要性を踏まえ選定 

イ 上記以外の住宅は順次入居を抑制し、３年間の退去猶予期間の後、計画的に廃止 

② 企業庁 

廃止のうえ、一般競争入札により売却 

 (3) 平成 27年度の見直し戸数                

区 分 
管 理 戸 数 平成27年度 

廃止戸数 
⑥－⑤ 

H27.4.1 
⑤ 

H28.3.31 
⑥ 

一般行政 1,043戸   984戸 △59戸 
企 業 庁 40戸 0戸 △40戸 

計 1,083戸  984戸 △99戸 

 

２ 教職員住宅の見直し 

(1) 基本的な考え方 

教職員の福利厚生に配慮しつつ、効率的な活用の観点から、公舎に統合し、業務上必要な最小限

の住宅を存置 

(2) 具体的な見直し方法 

① 存置する公舎は、地域的な観点等の業務上の必要性、老朽度合い等を総合的に勘案して選定 

② 上記以外の住宅は順次入居を抑制し、３年間の退去猶予期間の後、計画的に廃止 

 (3) 平成27年度の見直し戸数 

区 分 
管 理 戸 数 平成27年度 

廃止戸数 
⑥－⑤ 

H27.4.1 
⑤ 

H28.3.31 
⑥ 

教育委員会 665戸 596戸 △69戸 

 

３ 公舎の見直し 

(1) 一般公舎（平成28年３月時点：95戸） 

① 業務上必要なため存置 

(2) 事業用公舎 

① 業務上必要な公舎は原則存置 
  ② ただし、未入居の公舎は以下の基準により廃止 
   ア 耐用年数経過：２年以上未入居で廃止 
   イ 耐用年数未経過：３年以上未入居で廃止 

区 分 
管 理 戸 数 平成27年度 

廃止戸数 
⑥－⑤ 

H27.4.1 
⑤ 

H28.3.31 
⑥ 

事業用公舎 235戸 205戸 △30戸 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

カ その他 

 ② 青野運動公苑県有地信託事業 

 

１ 現行の信託事業に係る諸課題への対応 

(1) 専門家による経営実態調査等の結果を踏まえ、可能な経営改善策について速やかに実施 

(2) 信託契約期間満了時（平成 27 年 11 月）において見込まれる事業の借入残高 834 百万円について

は、信託終了に向けた受託者との協議を踏まえ、対応を検討 

 
 

 

２ 信託契約期間満了後の対応 

(1) 施設運営方針 

県民スポーツ・レクリエーションの拠点施設として定着し、今後も引き続き利用が見込まれる。

また、地元加西市をはじめとする周辺地域の振興にも寄与することから、収支改善を図りながら、

満了後も継続運営 

  ① 施設の保有及び使用方法 

施設は知事部局が保有し、企業庁に貸し付け 

  ② 経営主体 

企業庁が公募により選定する民間事業者を活用して効率的に経営 

  ③ 地域振興への活用 

地元加西市をはじめとする周辺地域と連携を図り、地域振興の一つの拠点として活用 

  ④ 知事部局への支払い 

企業庁は収益（民間事業者からの納付金）の中から一定額を賃借料として知事部局に支払い 

 

 (2) 一般会計が借り入れている企業庁借入金への対応 

① 知事部局は企業庁からの賃借料を原資として、企業庁借入金を返済 

② 経済状況や県財政状況等を踏まえ、特定財源による返済方法も含め検討を継続 

 

(3) 当面のスケジュール 

３月下旬 民間事業者の公募開始 

６月下旬 民間事業者の選定、詳細条件協議・引継協議開始 

11 月末 信託契約期間満了 

12 月１日 企業庁・民間事業者による運営開始 
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実施状況 

カ その他 

 ② 青野運動公苑県有地信託事業 

 

１ 現行の信託事業に係る諸課題への対応 

 (1) 受託者と協議の上、ゴルフポータルサイトと連携した新予約システムの導入によるビジターの集

客、施設改善工事等の経営改善策を実施 

 (2) 平成 27 年６月 26 日に信託財産の引渡しの方法等についての協議を行うため民事調停を申し立て

たが不調で終了。信託銀行の費用補償請求に伴う利息負担を避けるため、借入金債務 834 百万円に

ついて、同年 11 月 27 日付けで県が受託者に貸付 

 
２ 信託契約期間満了後の対応 

(1) 施設運営方針 

・県民のスポーツ・レクリエーションの場として、県民の健康維持、地域への貢献を目的に、企業

庁の公募により選定した運営事業者（契約期間：平成 27 年 12 月１日～平成 37年 11 月 30 日）が

企業庁の管理のもと施設を運営することにより、公益性を保ちつつ、収益性の高い運営を実現 

・施設は知事部局が保有し、企業庁に貸付け。大規模な改修、災害復旧等が生じた場合は、企業庁

とともに対応 

・運営期間中の事業者からの納付金は、運営のために支出した額を除いた残額を期間終了後に企業

庁から知事部局に納付 

 

 

 

 

 

 (2) 一般会計が借り入れている企業庁借入金への対応 

・企業庁からの借入金の返済は、企業庁からの納付金、その他の特定財源の充当を基本に検討 

 

 

(3) 平成 27 年度の取組実績 

・以下のとおり施設のリニューアル工事を企業庁に委託 

ゴルフクラブハウス及びホテルの内装（天井、床、壁紙等）、空調等比較的小規模な工事 

ゴルフカート道の補修、防球ネットの修繕等、安全性等の観点から早急に対応が必要な工事 

平成 27 年度実施分：116 百万円 

   

   （参考）平成 28年度に実施予定の施設のリニューアル工事の内容 

ゴルフ部分 ゴルフクラブハウスの屋根、外壁等の改修、イノシシによる被害を受けた

芝の補修、ゴルフカートの更新等 

テニス・ホテル部分 ホテル・コテージの屋根、外壁等の改修等 

その他部分 市道上の防球ネット及び橋梁の補修等 

 平成 28年実施予定分：595 百万円 
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 (4) 公営企業 

第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

ア．企業庁 

１ 地域整備事業 

(1) 既開発地区の分譲推進 

各地区の特性・優位性を活かし、民間活力の活用や地元市町との連携を図り、社会情勢の動向を

的確に捉えて、機動的、継続的、戦略的に、きめ細やかな立地促進策を活用した企業立地や地域の

特性を活かした宅地分譲を推進 

 

 

 (2) 各地区での取組 

  ① 潮芦屋 

ア 宅地分譲の推進                       

・ 潮芦屋南部地区は、「エコタウン」として太陽光発電や蓄電池等を取り入れた環境配慮型のま

ちづくりを推進 

・ 「スマートシティ潮芦屋」では、将来のエネルギーの自立化を目指したまちづくりを推進 

・ 「安全で快適・環境に優しい家づくり助成制度」や「外構整備助成制度」のインセンティブ制

度を活用した分譲を推進 

イ フリーゾーン 

・ マリーナを核とした潮芦屋のまちづくりに調和し、まちの魅力を向上させる会員制リゾート事

業を推進 

ウ 教育施設用地 

・ 芦屋市からの要請により留保している教育施設用地については、市の小学校新設に係る具体的

内容を踏まえ適切に対応 

 

② 神戸三田国際公園都市 

ア カルチャータウン 

(ｱ) 住宅街区の特色や優位性を活かした分譲推進 

・ 洋風・和風の外観、緑が多く無電柱化された開放感溢れる住環境、まちの魅力を積極的にＰ

Ｒし、分譲を推進 

・ 子育て世帯を対象にしたインセンティブ制度によるワシントン村、兵庫村の分譲を推進 

・ インターネットを活用した広報宣伝活動の強化による分譲を推進 

(ｲ) まちの魅力向上方策の促進 

・ 地区センターを拠点に賑わいづくりを進めるため、地区センターの整備について、地元三田

市等と検討 

・ 公設民営方式での運営による生活利便施設やにぎわいづくりのための施設整備内容を検討 

・ ふれあいウォーキングコースの距離表示等の整備を三田市が実施予定 

・ 三田国際マスターズマラソンの参加者等に向けた魅力発信のため、平成 27 年度からカルチ

ャータウン内で折り返すよう変更 

 

 

イ フラワータウン 

・ インターネットによる広報宣伝に加え、ディベロッパー等への営業活動を強化 

・ 物流系施設、社会福祉関連施設等をターゲットに誘致活動を展開 
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実施状況 

ア．企業庁 

１ 地域整備事業 

(1) 既開発地区の分譲推進 

・ 産業用地は、播磨科学公園都市及び淡路津名地区等において、合計５件４ha を分譲 

・ 住宅用地は、潮芦屋、神戸三田国際公園都市、播磨科学公園都市において合計 65 区画、２ha を

分譲 

・ 業務用地は、潮芦屋において、合計１件３ha を分譲 

 

 (2) 各地区での取組 

  ① 潮芦屋 

ア 宅地分譲の推進 

・ 潮芦屋南部地区は、ハウスメーカーと協議を重ね、モデルハウス１棟の建築と隣接する 6

区画をメーカー指定区画とすることで分譲を推進 

・「スマートシティ潮芦屋」では、地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業助成金

制度を活用した分譲を推進 

・ Ｍ１で助成制度を活用し４区画分譲するとともに、Ｄ１で５区画を分譲 

イ フリーゾーン 

・ 事業者に用地を売却後、護岸の貸付及び温泉掘削の同意等を行い、会員制リゾート事業の推

進に協力 

ウ 教育施設用地 

・ 芦屋市が小学校建設を中止した教育施設用地(2.8ha)について、同市と交渉を重ね、基本的

な土地利用計画について合意し、用地を同市に売却(平成28年３月) 

 

② 神戸三田国際公園都市 

ア カルチャータウン 

(ｱ) 住宅街区の特色や優位性を活かした分譲推進 

・ 兵庫村（学園６丁目）、学園７丁目（住宅メーカーへの民卸）において新規分譲を開始 

・ 住宅用地 53 区画を分譲 

(ｲ) まちの魅力向上方策の促進 

    （地区センター用地の活性化の検討） 

・ 三田市、北摂コミュニティ開発センター、企業庁による「基本計画策定委員会」を設置し、

生活利便施設等の施設整備内容を検討 

・ 南ブロックを平成 28 年１月から暫定的な広場として供用開始 

    （まちのにぎわいづくり） 

・ 三田国際マスターズマラソンの参加者等にまちの魅力を発信するため、平成 27 年度から

カルチャータウン内で折り返すよう変更し、参加者プログラムに広告を掲載するなどのＰ

Ｒを実施 

・ 三田市がふれあいウォーキングコースの距離表示等の整備を実施 

 

イ フラワータウン 

・ 武庫が丘２丁目 0.1ha を平成 27 年 10 月から暫定的な月極駐車場として貸付 

・ 弥生が丘４丁目約 0.6ha を、物流系企業を中心に商談 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

③ 播磨科学公園都市 

「播磨科学公園都市活性化推進協議会」での検討内容を踏まえ、都市の活性化策、企業誘致及び

宅地分譲の取組を推進 

ア 都市の活性化策 

(ｱ) 先端科学技術基盤の有効活用 

・ 都市周辺に集積する先端科学技術施設や高度研究機関、産業技術支援機関等と企業庁が連携

して、立地（検討）企業の研究開発を支援する取組を強化し、公園都市内への研究開発型企

業の立地を促進 

【参画する機関（予定）】県立大学、理化学研究所、高輝度光科学研究センター（ＪＡＳＲＩ）、

播磨産業技術支援センター、企業庁 

・ 次世代産業の中核を担う技術や新素材の開発を行うとともに、播磨科学公園都市等に産学連

携拠点を形成するため、県立大学が中心となって行う各大学・研究機関の研究成果や先端機

器・設備の活用方策の検討・調査研究への支援 

 

 

 

 

 (ｲ) 定住人口・交流人口の増大による賑わいの創出 

・ スポーツを通じた交流をより盛んにするため、現在の光都サッカー場の増設を検討 

・ 交流人口の増大による地域の活性化を図るため、道の駅の整備を検討 

・ 事業実施にあたっては、播磨自動車道全線開通（平成 32 年度末）に合わせた道の駅登録に

向け、段階的に推進 

・ 企業庁が保有する都市内の賃貸住宅の有効活用を図るため、家賃割引制度の導入等を実施 

・ イベントの情報発信を一元的に行うポータルサイト等、ＳＮＳを活用した情報発信力の強

化を推進 

 

イ 分譲戦略の強化 

(ｱ) 企業誘致の促進 

・地域特性に配慮した立地インセンティブの活用 

制  度  名 内     容 適用期間 

研究開発型企業立地促進割引制度 土地分譲価格の 20％以内 H26～H28 

立地企業研究開発支援助成制度 SPring-８等の利用料の 1/2 H18～ 

地質等事前調査費助成制度 事前のﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査費用等 500 万円以内 H26～ 

・強固な地盤など、防災面における安全性や、山陽自動車道に加えて中国自動車道への接続

が予定されるなど非常時のアクセスも確保されることを強調し、企業誘致を強化 

・都市のＰＲに重点を置き、首都圏、神戸市に加えて中国地方などにおいて、ビジネスフェ

アに出展するほか、金融機関・ゼネコン等に対する産業用地説明会を実施 

・ＰＲ用動画を活用したＣＡＴＶ放映、業界専門誌への広告掲載、企業庁事業ＰＲ用カレン

ダーの金融機関・ゼネコン等への配布による情報発信を強化 

 

 (ｲ) 宅地分譲の推進 

・ 菜園付住宅用地の分譲等、光都 21住宅地の魅力アップによる分譲を推進 
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実施状況 

 

③ 播磨科学公園都市 

ア 都市の活性化策 

(ｱ) 先端科学技術基盤の有効活用 

・都市周辺に集積する高度研究機関等と企業庁が連携して産学公連携を推進する「播磨科学公

園都市・研究開発支援ネットワーク」を形成し、研究開発型企業の立地を促進するため、シ

ンポジウム、ビジネスフェア、ＨＰ等において取組をＰＲ 

 (主な取組) 

  「兵庫県立大学知の交流シンポジウム」への参画（平成 27年９月） 

  「とっとり産業技術フェア」への参加（平成 27 年 11 月） 

・ 播磨科学公園都市等において、産学連携拠点の形成をめざし、県立大学が中心となって行う

各大学・研究機関の研究成果や先端機器・設備等をメニュー化する等、企業の研究開発の活

用環境を向上 

 (主な取組) 

  「放射光産業利用支援講座」への参画（平成27年10月、12月） 

  「計算科学連携セミナー」への参画（平成27年11月、平成28年３月） 

  兵庫県立大学Open Facility制度の発足（平成27年12月） 

 

 (ｲ) 定住人口・交流人口の増大による賑わいの創出 

・ 既設サッカー場周辺に大人用サッカー場１面、子供用サッカー場１面等を整備することと

し、まちびらき 20年（平成 29年度）に向け、基本計画を検討 

・ まちびらき 20 年に向けて、光都プラザのリニューアル、農産物販売所の設置、季節に応じ

た花畑の整備などを検討 

・平成 32年度末の播磨自動車道の全線開通に合わせた道の駅登録に向けた検討 

・ 賃貸住宅の現行家賃を一律 30％引き下げるとともに、県立大学生の入居を認め学生割引を

適用する等の入居促進策を実施 

 

イ 分譲戦略の強化 

(ｱ) 企業誘致の促進 

・ 「研究開発型企業立地促進割引制度」(１件)、「地質等事前調査費助成制度」(２件)を活用 

・ 首都圏、神戸市に加えて、鳥取市等においてビジネスフェアに出展するとともに、中･四国 

地方に重点を置いた企業誘致活動を展開 

・ ＣＡＴＶでのＰＲ用動画の放送、姫路市内での播磨科学公園都市のＰＲのためのラッピング

バス走行、路線バス車内でのデジタルサイネージ及び業界専門誌での広告掲載など、新たな

ツールを活用した情報発信を強化 

・ 産業用地 3.3ha を研究所兼工場用地として、LED 光源用基板の製造業者（追加分譲）、健康

食品・医療薬品製造業者に分譲 

 

(ｲ)宅地分譲の推進 

・ まちのにぎわいづくりの創出及び光都２１住宅地をＰＲするため、「光都スポーツＤＥふれ

あいたい会」を試行的に実施 

・ 「若年世帯新居購入支援制度」「安全で快適な家づくり助成制度」などのインセンティブ制

度を活用し、分譲を推進 

・ インターネット、広報誌掲載等による広報宣伝活動の強化による分譲を推進 

・ 「若年世帯新居購入支援拡充制度」を活用し、２区画を分譲、１区画で定期借地制度を活用 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

 ④ 淡路津名地区(志筑・生穂・佐野地区)  

   ア 分譲戦略の強化 

・「あわじ環境未来島構想」の理念を踏まえ、環境未来島・淡路の地域ブランドが活かせるよう

な環境配慮型企業等の立地を促進 

・明石海峡大橋の通行料金の引き下げとともに、公共岸壁を備えた大規模用地であることを積極

的にＰＲし、誘致活動を強化 

・地域特性に配慮した立地インセンティブの活用 

制  度  名 内     容 適用期間 

あわじ環境未来島構想支援割引制度 土地分譲価格の 20％以内 H25～H27 

志筑地区中小企業支援ゾーン 県内中小企業に特別価格(15 千円/m2)で分譲 H25～H27 

地質等事前調査費助成制度 事前のﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査費用等 500 万円以内 H26～ 

・ 「花みどりフェア」期間中に、金融機関、ゼネコン、立地検討企業等に向けた現地説明会を開

催 

・ 淡路津名地区のＰＲに重点を置き、首都圏、神戸市に加えて四国地方などにおいて、ビジネス

フェアに出展するなど情報発信を強化 

 

【保有土地の分譲状況等の内訳】                    （単位：ha） 

地 区 
分譲計画面積 

① 

H26 末分譲済 

面積② 

H27 分譲計画 

面積③ 

分譲計画面積に対する分譲率 

(②＋③)/① 

潮芦屋 92 79 4 90％ 

尼崎臨海 15 15 0 100％ 

神戸三田国際公園都市 266 251 3 96％ 

西宮浜 2 2 0 100％ 

播磨科学公園都市 233 146 6 65％ 

ひょうご情報公園都市 56 56 － 100％ 

網干 15 15 0 100％ 

津名 151 107 5 74％ 

合 計 830 671 18 83％ 

※分譲面積は定期借地面積等を含む  

※「H26 末分譲済面積②」は平成 26 年度末の見込面積 

 

 

(3) 事業進度調整地 

  ① 利活用方策の検討 

・県民・企業ニーズや事業の採算性を考慮の上、環境林や企業ニーズを踏まえた利活用を検討 

・検討にあたっては、地元自治体をはじめとする関係者の理解と協力を得て推進 

② 金利負担の軽減 

   ・企業債の金利水準と内部留保資金の状況を踏まえ、金利負担の軽減を図り簿価上昇を抑制 

 

(4) 新規開発の抑制 

  今後の人口減少、経済情勢等を踏まえて、引き続き新しい地域での開発は抑制 
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実施状況 

 

 ④ 淡路津名地区(志筑・生穂・佐野地区)  

   ア 分譲戦略の強化 

・ 「あわじ環境未来島構想支援割引制度」(１件)を活用 

・ 淡路市と連携して、金融機関、ゼネコン等に向けた現地説明会（5/21）を開催 

・ 首都圏、神戸市に加えて、徳島市等においてビジネスフェアに出展するとともに、中･四国地

方に重点を置いた企業誘致活動を展開 

・ 淡路地域の中小企業や四国地方の企業をターゲットとして、淡路島内や四国の金融機関を訪

問し、情報発信・収集を強化 

・ ＣＡＴＶでのＰＲ用動画の放送、業界専門誌での広告掲載など、新たなツールを活用した情

報発信を強化 

・ 産業用地 0.03ha を食品工場用地として、麺類製造業者に追加分譲 

 

【保有土地の分譲状況等の内訳】                      （単位：ha） 

地 区 
H27 分譲面積

実績④ 

H27 末分譲済

面積⑤ 

H27 末分譲

率⑤／① 
備    考 

潮芦屋 3.0 81 88% 
住宅９区画、業務１件、（定

借買取１件） 

尼崎臨海 
0 

（7.3）
15 100% 産業１件（定借解除後分譲） 

神戸三田国際公園都市 1.8 253 95% 住宅 53 区画、（定借買取２件） 

西宮浜 0 2 100%  

播磨科学公園都市 3.4 150 64% 産業２件、住宅３区画 

ひょうご情報公園都市 0 56 100% <産業１件(0.3ha)> 

網干 0 15 100%  

淡路津名 0.4 107 72% 産業２件 

合 計 

 

8.6 

（7.3）

679 82% 

産業５件（うち定借解除後分譲

１件）、住宅 65 区画、業務１

件（上記以外に定借買取３件、

分譲計画区域外分譲１件） 

※分譲面積には定期借地面積等を含む。  

※分譲面積は、少数点第１位を四捨五入しているため、②＋④と⑤が一致していない欄がある 

※（ ）は外書きで、定借解除後分譲したもの 

※ひょうご情報公園都市は、分譲計画区域外１件を分譲 

 

(3) 事業進度調整地 

播磨科学公園都市第２・３工区等（1,164ha）、ひょうご情報公園都市第１工区山陽道北側、第２

～４工区（215ha）について、事業進度の調整を行い、引き続き県民・企業ニーズや事業の採算性を

踏まえた利活用を検討 

 

(4) 新規開発 

・地域創生の取組の中で、開発可能性のある適地について、地元自治体の協力を得られる場合には、

事業採算性等を考慮のうえ開発を検討 

・小野市市場地区において、企業立地の促進や雇用の確保など地域創生に取り組むため、県内の産業

団地の状況を踏まえ、企業庁と小野市が共同で新たな産業団地の整備を進めることを決定 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

 (5) 費用抑制及び収益確保 

① 土地造成にあたっては、個別のニーズにあった施工により工事費を抑制 

② 簡素で効率的な執行体制、職員のコスト意識の徹底、民間活力の活用など管理経費をさらに抑制 

③ 効率的な管理運営や一括民卸により、維持管理経費の削減、ＰＲ経費を抑制 

④ ㈱夢舞台に貸し付けているホテル等建物の賃貸借料について、可能な限り増額 

 

 

２ 水道用水供給事業 

 (1) 安心、安全な水道用水の安定供給 

安心・安全な水道用水の安定供給、おいしい水づくりなど付加価値の向上 

区 分 H26 年度① H27 年度（計画）② 

給水量（百万㎥/年） 103.2 103.5 

   

(2) 健全経営の継続 

  ① 料金収入の確保 

地下水等の不安定水源に依存する市町や浄水場等自己施設の老朽化による更新問題を抱える市

町等に対して県水転換を積極的に働きかけるなど、料金収入確保のための取組みを推進 
 
 
 

② 企業債残高の削減 

企業債の新規発行の抑制による企業債残高の縮減を図るとともに、高金利債の借換、補償金免除

の繰上償還制度の継続等を引き続き国に提言 

区 分 H26年度末① H27年度末(計画)② 

企業債残高（億円） 約464 約408 

 

③  費用の抑制 

・ アセットマネジメント推進計画に基づく水道施設・設備の効率的、効果的な管理 

・ 浄水場運転管理業務等の民間委託の活用 

 

 

(3) 水道料金の適正化 

次期料金算定期間（平成 28～31 年度）における料金について、次の基本的な考え方をもとに受水

団体と協議し適正化を推進 

（基本的な考え方） 

① 健全経営の維持 

長期的視点を踏まえつつ、健全経営を維持するため適正な水道料金を設定 

② 施設更新財源の確保 

  施設の老朽化に対応するため、計画的かつ円滑な施設更新のための財源を確保 

③ 長期的視点を踏まえた事業経営 

人口減少社会における広域県営水道事業の長期的な経営方針を示し、受水市町等の水道事業経

営における予見可能性を高める。（県営水道施設のコスト負担、受水市町等における不安定水源

に対応した県営水道の安定的供給等） 
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実施状況 

 

 (5) 費用抑制及び収益確保 

① 研修等により職員のコスト意識の徹底を図るなど管理経費をさらに抑制 
② 住宅用地分譲における一括民卸などにより、ＰＲ経費を削減 
③ ㈱夢舞台に貸し付けているホテル等建物の賃貸料については、対前年度で約 63 百万円増の 199

百万円を確保（税抜額） 
 

２ 水道用水供給事業 

 (1) 安心、安全な水道用水の安定供給 

   安心・安全な水道用水の安定供給に努め、計画を上回る給水量を確保 

区 分 H27 年度実績③ 差引（③－②） 

給水量（百万㎥/年） 104.9 1.4 

   

(2) 健全経営の継続 

  ① 料金収入の確保 

水需要調査等に基づき、地下水等の不安定水源に依存する市町や浄水場等自己施設の老朽化によ

る更新問題を抱える市町等に対して県水転換を積極的に働きかけるなど、料金収入確保のための取

組を推進 
区 分 H27 年度実績 

料金収入（億円） 137.6 

 

② 企業債残高の削減 

計画どおり企業債残高を削減するとともに、高金利債の借換、補償金免除の繰上償還制度の継続

等を国に提言 

区 分 H27 年度末実績③ 差引（③－②） 

企業債残高（億円） 408 0 

 

  ③ 費用の抑制 

・ アセットマネジメント推進計画に基づく水道施設・設備の効率的、効果的な管理により維持更新

コストを削減 

・ 浄水場運転管理業務等の民間事業者への委託によるコスト削減 

 

(3) 水道料金の適正化 

 次期料金算定期間（平成 28～31 年度）における料金について、受水団体と協議を行ったうえで、

９月県議会において条例を改正(現行料金から平均供給単価で５円引き下げ 127 円／㎥) 

区   分 現行 次期 備     考 

基本料金 
計画給水量 3,600円／㎥ 3,400 円／㎥ 事業計画上の１日最大受水量 

申込水量 17,300円／㎥ 16,100 円／㎥ 算定期間の１日最大受水量 

使用料金 48円／㎥ 48円／㎥  

 平均供給単価   132円／㎥ 127円／㎥ 受水市町等23団体の平均単価 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

(4) 災害に強い施設整備・危機管理対策の実施 

① 水道施設の耐震化 

・ 多田浄水場系大和支線において、耐震管への更新 

・ 中西条浄水場において、沈殿池等の耐震化を推進 

② 断水対策 

・ 渇水や事故等に伴う断水に備えて、三田西宮及び中西条神出連絡管の基本設計を実施 

  ③ 広域連携 

・県内外の水道事業体と水道技術に係る情報交換会や水道災害対策連絡会議を開催し、相互に顔が

見える関係を構築 

  ④ 市民の参画と協働 

・応急給水訓練や保存飲料水を活用し、市民に水道災害への備えを働きかけ 

⑤ 災害を知らない世代への継承 

・ 若い職員も参画して、大規模災害を想定した県内全水道企業体との合同訓練を開催 

 

 

(5) 県内水道事業体への技術支援 

・県内水道事業者、特に小規模事業者では、水需要の減少に伴う収入の減、施設の耐震化・老朽化に

よる費用の増、専門人材の高齢化、職員数の不足等の課題が生じ、災害時の脆弱性等の支障が見ら

れるため、関係機関と協力して、対応方策を検討 

   【参加する機関】 

県町村会（事務局）、県（市町振興課、生活衛生課）、企業庁 等 

   【検討内容】 

・ 県内水道事業者への技術支援に対するニーズ調査 

・ 技術支援方法 

・ 技術支援組織のあり方（水道事業者ＯＢ、コンサルタントの活用） 

・ 技術支援組織の業務内容 

・ 県、企業庁、市町、外郭団体、日本水道協会兵庫県支部及び民間企業の参画方法 

 

 (6) アセットマネジメント推進計画に基づく老朽施設の計画的更新 

・ 「上・工水道施設維持管理要領」に基づく点検、診断を実施し、結果をデータベース化 
・ 同要領に基づく土木、建築施設の定期点検（詳細点検及び劣化診断）を実施 
・ 計画的な施設の修繕・更新工事を実施（神出浄水場計装設備更新工事など） 
・ アセットマネジメント推進計画の着実かつ持続的な遂行に向けたフォローアップを実施 

区 分 H26年度末① H27年度末(計画)② 

建設改良積立金累計額（億円） 73 62 

   ※各年度の利益処分後の見込額 
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実施状況 

 

(4) 災害に強い施設整備・危機管理対策の実施 

① 水道施設の耐震化 

・ 多田浄水場系大和支線において、耐震管への更新工事を実施（平成 30 年度完成予定） 

・ 中西条浄水場において、沈澱池等の耐震化補強詳細設計を実施 

② 断水対策 

・ 渇水や事故等に伴う断水に備え、三田西宮及び中西条神出連絡管の基本設計を実施 

  ③ 広域連携 

・ 県内の水道（用水供給）事業体と情報交換会の実施（２回） 

・ 水道災害対策連絡会議を開催（１回） 

  ④ 市民の参画と協働 

・ 応急給水訓練や保存飲料水を配布することを通じ、市民に水道災害への備えを働きかけ 

⑤ 災害を知らない世代への継承 

・ 大規模災害を想定した県内全水道企業体との合同訓練（平成 27 年 11 月、平成 28 年２月）を実

施 

 

(5) 県内水道事業体への技術支援 

 県町村会を中心に県内６市町により発足した「水道事業のあり方を考える会」に企業庁も参加し、

県内水道事業者が抱える課題に対する対応方策を検討し、提言を取りまとめ 

【参加機関】 

県町村会（事務局）、市町、県（市町振興課、生活衛生課）、企業庁  

   【提言内容】 

・ 広域化の推進 

・ 財政支援制度の創設 

・ 技術支援の仕組み 

・ 官民連携 

・ 広域化促進懇話会（仮称）の設置 

 

 

 (6) アセットマネジメント推進計画に基づく老朽施設の計画的更新 

・ 「上・工水道施設維持管理要領」に基づく土木、建築施設の定期点検（１回/５年：詳細点検及び

劣化診断）を実施 
・ 計画的な施設の修繕・更新工事を実施（神出浄水場計装設備更新工事など） 
・ アセットマネジメント推進会議の開催による計画のフォローアップを実施 

区 分 H27年度末実績③ 差引（③－②） 

建設改良積立金累計額（億円） 75 13 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

【アセットマネジメント推進計画 全体計画】 

計画期間 平成21年度～平成60年度 

計画内容 

① 施設を｢管路施設｣｢電気設備｣｢機械設備｣｢土木施設｣｢建築施設｣の５つに区分 

② 施設の劣化度の評価、重要度や既往の知見等に基づく使用目標年数の設定 

③ 施設を延命させライフサイクルコストを最小とする補修・更新方法と費用 

④ 事業収支を考慮した更新時期の平準化 

⑤ 計画の継続的な推進とフォローアップ 

対象施設 
管路施設 延長：259km  口径：φ100～φ1,500mm 

電気・機械設備 受変電設備、監視制御設備、ポンプ設備、薬品注入設備等 

土木・建築施設 5浄水場系の沈砂池、浄水池、管理本館等 

対象施設

の使用目

標年数 

管路施設 ダクタイル管 60年～100年、 鋼管 50年～70年 

電気・機械設備 電気設備 9年～32年、 機械設備 15年～34年  

土木・建築施設 土木施設 70～100年、 建築施設 60～80年 

費用総額 40年間で約2,100億円 

 

【平成 26・27 年度の主な事業内容】 

平成 26 年度 平成 27 年度 

・大和支線管路更新工事（多田系） 

・滝野支線管路更新工事（三田系） 

・神谷ダム計装設備更新工事（船津系） 

・北部系流量調節弁更新更新改良工事（船津系） 

・大和支線管路更新工事（多田系） 

・計装設備更新工事（神出系） 

・受変電設備更新工事（神出系） 

・滝野支線管路更新工事（三田系） 

 

３ 工業用水道事業  

 (1) 健全経営の維持  

  ① 料金収入の確保  

    受水企業の水量確保・増量要請や新規水需要の開拓等（企業訪問等）により、料金収入を確保 

 区 分 H26 年度① H27 年度(計画)② 

給水量（百万㎥/年） 241.9 242.5 

 

② 企業債残高の削減  

企業債の新規発行の抑制による企業債残高の縮減を図るとともに、高金利債の借換、補償金免除

の繰上償還制度の継続等を引き続き国に提言 

区 分 H26年度末① H27年度末(計画)② 

企業債残高（億円） 約100 約97 

 

③ 費用の抑制 

・ アセットマネジメント推進計画に基づく工業用水道施設・設備の効率的、効果的な管理 

・ 工業用水道管理所運転管理業務の民間委託を活用 

 

 

 (2) 災害に強い施設整備 

水害による浸水対策として、揖保川第２工水第１ポンプ場及び市川ポンプ場で浸水対策工事を実施 
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実施状況 

 

【アセットマネジメント推進計画 全体計画】 

計画期間 平成21年度～平成60年度 

計画内容 

① 施設を｢管路施設｣｢電気設備｣｢機械設備｣｢土木施設｣｢建築施設｣の５つに区分 

② 施設の劣化度の評価、重要度や既往の知見等に基づく使用目標年数の設定 

③ 施設を延命させライフサイクルコストを最小とする補修・更新方法と費用 

④ 事業収支を考慮した更新時期の平準化 

⑤ 計画の継続的な推進とフォローアップ 

対象施設 
管路施設 延長：260km 口径：φ150～φ2,000mm（施設台帳精査による変更） 

電気・機械設備 受変電設備、監視制御設備、ポンプ設備、薬品注入設備等 

土木・建築施設 5浄水場系の沈砂池、浄水池、管理本館等 

対象施設

の使用目

標年数 

管路施設 ダクタイル管 60年～100年、 鋼管 50年～70年 

電気・機械設備 電気設備 9年～32年、 機械設備 15年～34年  

土木・建築施設 土木施設 70～100年、 建築施設 60～80年 

費用総額 40年間で約2,100億円 

 

【平成 26・27 年度の主な事業内容】 

平成 26 年度 平成 27 年度 

・大和支線管路更新工事（多田系） 

・滝野支線管路更新工事（三田系） 

・神谷ダム計装設備更新工事（船津系） 

・北部系流量調節弁更新更新改良工事（船津系） 

・大和支線管路更新工事（多田系） 

・計装設備更新工事（神出系） 

・受変電設備更新工事（神出系） 

・滝野支線管路更新工事（三田系） 

 

３ 工業用水道事業  

 (1) 健全経営の維持  

  ① 料金収入の確保  

受水企業の水量確保・増量要請等により、計画を上回る給水量を確保 

 区 分 H27 年度実績③ 差引（③－②） 

給水量（百万㎥/年） 242.7 0.2 

 

② 企業債残高の削減  

計画を上回る企業債残高を削減するとともに、高金利債の借換、補償金免除の繰上償還制度の継

続等を国に提言 

区 分 H27年度末実績③ 差引（③－②） 

企業債残高（億円） 97 0 

 

③ 費用の抑制 

・ アセットマネジメント推進計画に基づく工業用水道施設・設備の効率的、効果的な管理により、

維持更新コストを削減 

・ 工業用水道管理所運転管理業務の民間事業者への委託によりコストを削減 

 

 (2) 災害に強い施設整備 

水害による浸水対策として、揖保川第２工水第１ポンプ場及び市川ポンプ場で浸水対策工事を完了 



 

 - 102 -

 

第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

(3) アセットマネジメント推進計画に基づく老朽施設の計画的更新 

・ 「上・工水道施設維持管理要領」に基づく点検、診断を実施し、結果をデータベース化 
・ 計画的な施設の修繕・更新工事を実施（加古川工水播磨中継加圧ポンプ場設備改良工事など） 
・ アセットマネジメント推進計画の着実かつ持続的な遂行に向けたフォローアップを実施 
【アセットマネジメント推進計画 全体計画】 

計画期間 平成21年度～平成60年度 

計画内容 

① 施設を｢管路施設｣｢電気設備｣｢機械設備｣｢土木施設｣｢建築施設｣の５つに区分 

② 施設の劣化度の評価、重要度や既往の知見等に基づく使用目標年数の設定 

③ 施設を延命させライフサイクルコストを最小とする補修・更新方法と費用 

④ 事業収支を考慮した更新時期の平準化 

⑤ 計画の継続的な推進とフォローアップ 

対象施設 
管路施設 延長：150km  口径：φ100～φ1,800mm 

電気・機械設備 受変電設備、監視制御設備、ポンプ設備等 

土木・建築施設 3ポンプ所系の沈砂池、管理本館等 

対象施設

の使用目

標年数 

管路施設 ダクタイル管 60年～100年、 鋼管 50年～70年 

電気・機械設備 電気設備 9年～32年、 機械設備 15年～34年  

土木・建築施設 土木施設 70～100年、 建築施設 60～80年 

費用総額 40年間で約1,200億円 

 

  【平成 26・27 年度の主な事業内容】 

平成 26 年度 平成 27 年度 

・ポンプ場浸水対策工事（揖保川第 2、市川） 

・土木施設定期補修工事（揖保川第 2､市川､加古川） 

・無停電電源装置更新工事（加古川） 

・ポンプ場浸水対策工事（揖保川第 2、市川） 

・播磨中継ポンプ場設備改修工事（加古川） 

・建築施設補修工事（加古川） 

 

４ メガソーラープロジェクト 

・再生可能エネルギーの普及拡大を図るため、保有資産を有効活用し、平成 27 年度中に全ての大型太

陽光発電施設を整備 

・糀屋ダムへの追加設置を検討 

太陽光発電所 面積（ha） 発電出力（kW） 発電開始年度 

① 三田カルチャータウン 8.6 6,530 25 年度 

② 網干沖地区 1.5 1,180 25 年度 

③ 神谷ダム 3.2 4,990 27 年度 

④ 神谷ダム土取場 1.7 1,780 26 年度 

⑤ 中西条地区              1.7 1,590 26 年度 

⑥ 平荘ダム         1.6 1,610 27 年度 

⑦ 権現ダム 1.9 1,760 26 年度 

⑧ 養老ポンプ場 0.8 550 26 年度 

⑨ 播磨科学公園都市住宅用地 6.0 5,000 26 年度 

⑩ 播磨科学公園都市産業用地 2.2 2,000 26 年度 

⑪ 播磨科学公園都市都市運営用地 0.7 610 26 年度 

⑫ 佐野地区         2.5 2,000 26 年度 

合   計 32.4 29,600 － 
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実施状況 

 

(3) アセットマネジメント推進計画に基づく老朽施設の計画的更新 

・ 「上・工水道施設維持管理要領」に基づく点検、診断を実施し、結果を取りまとめ保存 
・ 計画的な施設の修繕・更新工事を実施（加古川工水播磨中継加圧ポンプ場設備改良工事など） 
・ アセットマネジメント推進計画の着実かつ持続的な遂行に向けたフォローアップを実施 
【アセットマネジメント推進計画 全体計画】 

計画期間 平成21年度～平成60年度 

計画内容 

① 施設を｢管路施設｣｢電気設備｣｢機械設備｣｢土木施設｣｢建築施設｣の５つに区分 

② 施設の劣化度の評価、重要度や既往の知見等に基づく使用目標年数の設定 

③ 施設を延命させライフサイクルコストを最小とする補修・更新方法と費用 

④ 事業収支を考慮した更新時期の平準化 

⑤ 計画の継続的な推進とフォローアップ 

対象施設 
管路施設 延長：150km 口径：φ75～φ2,000mm（施設台帳精査による変更） 

電気・機械設備 受変電設備、監視制御設備、ポンプ設備等 

土木・建築施設 3ポンプ所系の沈砂池、管理本館等 

対象施設

の使用目

標年数 

管路施設 ダクタイル管 60年～100年、 鋼管 50年～70年 

電気・機械設備 電気設備 9年～32年、 機械設備 15年～34年  

土木・建築施設 土木施設 70～100年、 建築施設 60～80年 

費用総額 40年間で約1,200億円 

 

  【平成 26・27 年度の主な事業内容】 

平成 26 年度 平成 27 年度 

・ポンプ場浸水対策工事（揖保川第 2、市川） 

・土木施設定期補修工事（揖保川第 2､市川､加古川） 

・無停電電源装置更新工事（加古川） 

・ポンプ場浸水対策工事（揖保川第 2、市川） 

・播磨中継ポンプ場設備改修工事（加古川） 

・建築施設補修工事（加古川） 

 

４ メガソーラープロジェクト 

再生可能エネルギーの普及拡大を図るため、保有資産を有効活用して平成 27 年度中に全 12 箇所の

大型太陽光発電施設の整備を完了 

 

太陽光発電所 面積（ha） 発電出力（kW） 発電開始年度 

① 三田カルチャータウン 8.6 6,530 25 年度 

② 網干沖地区 1.5 1,180 25 年度 

③ 神谷ダム 3.2 4,990 27 年度 

④ 神谷ダム土取場 1.7 1,780 26 年度 

⑤ 中西条地区              1.7 1,590 26 年度 

⑥ 平荘ダム         1.6 1,610 27 年度 

⑦ 権現ダム 1.9 1,760 26 年度 

⑧ 養老ポンプ場 0.8 550 26 年度 

⑨ 播磨科学公園都市住宅用地 6.0 5,000 26 年度 

⑩ 播磨科学公園都市産業用地 2.2 2,000 26 年度 

⑪ 播磨科学公園都市都市運営用地 0.7 610 26 年度 

⑫ 佐野地区         2.5 2,000 26 年度 

合   計 32.4 29,600 － 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 新規事業 

県民ニーズの高い健康・環境・観光・教育等の分野について、採算性を踏まえ、公営企業としての具

体的な取り組みを検討 
 

６ 組織・人員等の見直し    

  業務量に応じた簡素で効率的な組織体制を構築               

【現員】                                 （単位：人） 

区 分 

H19.4.1 H26.4.1 H27.4.1 対 H19.4.1 

 

① 

現 在 

② 

見 込 

③ 

増 減 

④(③－②) 

増減率 

 ⑤(④/②) 

増 減 

⑥(③－①) 

増減率 

（⑥/①） 

企業庁職員 215 171 170 △1 △0.6% △45 △20.9% 

 

【経営収支見込み】 

１ 地域整備事業                  

 

   （単位：億円、税込） 

区  分 
H26 年度 

① 

H27 年度 

計画② 

増 減 

③(②－①) 

収益的 

収支 

収入 

(うち分割による未収額等) 

219 

(120) 

71 

(3) 

△148 

(△117) 

支出 

(うち土地売却原価等) 

292 

(275) 

66 

(51) 

△226 

(△224) 

当期損益 △73 5 78 

資本的 

収支 

収入 99 128  

 

 

 

支出 

(うち企業債償還金) 

184 

(144) 

210 

(163) 

差引 △85 △82 
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実施状況 

 

５ 青野運動公苑 

(1) 取組実績 

・平成 27年 12 月 1日から企業庁・運営事業者(ニホンターフメンテナンス(株))による運営を開始 

・経営方針、事業計画、地域振興方策等の重要事項を協議・決定する「青野運動公苑経営会議」(企

業庁、企画県民部、加西市及び運営事業者で構成)を２回開催 

・施設リニューアル工事を知事部局から受託 
 
(2) 運営状況 

① 利用者数                    （単位：千人） 

区  分 ゴルフ テニス・宿泊 計 

H27(12 月～3月) 9  12  21  
 
② 収支状況                      （単位：百万円） 

区  分 H27(12 月～3月) 区  分 H27(12 月～3月) 

運
営
事
業
者 

収 入 135  企

業

庁 
納付金 4  

支 出 145  運営費 1  

キャッシュフロー △10  保留金 3  

 

６ 新規事業 

県民ニーズの高い健康、環境、観光などの分野について、採算性を踏まえ、企業庁としての具体的

な取組を進めるため、調査・研究を実施 

 

７ 組織・人員等の見直し    

業務量に応じた簡素で効率的な組織体制を構築 

【現員】                                  （単位：人） 

区   分 
H27.4.1 

⑦ 

 期間計（H20～H27） 

 
H28.4.1 

⑧ 

対 H19 増減 

⑨[⑧－①] 

増減率 

[⑨／①] 
対前年度増減 

⑦－② 
増 減 増減率 

企業庁 170 △1 △45 △20.9%  162 △53 △24.7% 

 

【経営収支実績】 

１ 地域整備事業                  

潮芦屋地区の教育施設用地（2.8ha）や播磨科学公園都市の産業用地（3.3ha）、尼崎臨海地区の産業

用地（7.3ha）などの分譲による収入増により計画（５億円）を上回る黒字（７億円）を計上 

   （単位：億円、税込） 

区  分 
H26 年度 

実績④ 

H27 年度 

実績⑤ 

増 減 

⑤－② 

収益的 

収支 

収入 

(うち分割による未収額等) 

216 

(0) 

122 

(2) 

51 

(△1) 

支出 

(うち土地売却原価等) 

286 

(69) 

115 

(86) 

49 

(35) 

当期損益 △70 7 2 

資本的 

収支 

収入 98 128 

 
支出 

(うち企業債償還金) 

176 

(144) 

191 

(163) 

差引 △78 △63 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

２ 水道用水供給事業                

 

     （単位：億円、税込） 

区  分 
H26 年度 

① 

H27 年度 

計画② 

増 減 

③(②－①) 

収益的 

収支 

収入 

(うち長期前受金戻入) 

166 

(14) 

168 

(14) 

2 

(0) 

支出 

(うち減価償却費等) 

 154 

(75) 

148 

(71) 

△6 

(△4) 

当期損益  12  20 8 

資本的 

収支 

収入  2  5  

支出 

(うち企業債償還金) 

 87 

 (64) 

 93 

 (56) 

差引 △85 △88 

 
３ 工業用水道事業  

 

 （単位：億円、税込）                    

区  分 
H26 年度 

① 

H27 年度 

計画② 

増 減 

③(②－①) 

収益的 

収支 

収入 

(うち長期前受金戻入) 

40 

(4) 

41 

(4) 

1 

(0) 

支出 

(うち減価償却費等) 

 34 

(16) 

33 

(17) 

△1 

(1) 

当期損益  6  8 2 

資本的 

収支 

収入  0 0  

支出 

(うち企業債償還金) 

 16 

 (3) 

 12 

 (3) 

差引 △16 △12 

 

４ メガソーラープロジェクト  
 

（単位：億円、税込）                    

区  分 
H26 年度 

① 

H27 年度 

計画② 

増 減 

③(②－①) 

収益的 

収支 

収入 10 12 2 

支出 

(うち減価償却費等) 

 5 

(0) 

11 

(4) 

6 

(4) 

当期損益  5  1 4 

資本的 

収支 

収入  38  13  

支出 

(うち企業債償還金) 

 71 

 (0) 

 13 

 (0) 

差引 △33 0 
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実施状況 

 

２ 水道用水供給事業  

  給水量の確保や営業費用の抑制により、平成 27 年度を上回る黒字（25億円）を計上               

     （単位：億円、税込） 

区  分 
H26 年度 

実績④ 

H27 年度 

実績⑤ 

増 減 

⑤－② 

収益的 

収支 

収入 

(うち長期前受金戻入) 

167  

(14) 

168  

(14) 

0  

(0) 

支出 

(うち減価償却費等) 

148  

(73) 

143  

(70) 

△5  

(△1) 

当期損益 19 25 5 

資本的 

収支 

収入 1 2   

支出 

(うち企業債償還金) 

92  

(64) 

85  

(56) 

差引 △91 △83 

 

３ 工業用水道事業                   

給水量の確保や営業費用の抑制により、計画（８億円）を上回る黒字（９億円）を計上                  

（単位：億円、税込）                    

区  分 
H26 年度 

実績④ 

H27 年度 

実績⑤ 

増 減 

⑤－② 

収益的 

収支 

収入 

(うち長期前受金戻入) 

40  

(4) 

41  

(4) 

0  

(0) 

支出 

(うち減価償却費等) 

32  

(16) 

32  

(16) 

△1  

(△1) 

当期損益 8  9  1  

資本的 

収支 

収入 0 0  

支出 

(うち企業債償還金) 

11 

(3) 

14 

(3) 

差引 △11 △14 

 

４ メガソーラープロジェクト   
  発電量の確保に努め、計画（１億円）を上回る黒字（５億円）を計上 

                              （単位：億円、税込）                    

区  分 
H26 年度 

実績④ 

H27 年度 

実績⑤ 

増 減 

⑤－② 

収益的 

収支 

収入 10  13  1  

支出 

(うち減価償却費等) 

5  

(0) 

8  

(4) 

△3  

(0) 

当期損益 5  5  4  

資本的 

収支 

収入 38  0   

支出 

(うち企業債償還金) 

56  

(0) 

21  

(0) 

差引 △18  △21  
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

イ．病院局 

１ 診療機能の高度化･効率化 

 (1) 診療機能の高度化 

  ① 診療機能の充実 

ア がん医療 

・がん診療連携拠点病院等において、県統一の地域連携クリニカルパスを推進 

・西宮病院において、手術時の繊細な手の動きで遠隔操作を精密に制御できる内視鏡下手術用

支援機器(ダヴィンチ)を導入 

・加古川医療センターにおいて、外来化学療法室を拡張(11 床→16 床)するほか、ＭＲＩ棟を増

築 

・がんセンターにおいて、外来化学療法室を拡張(25 床→40床)するほか、より精密ながん診断

が可能なＰＥＴ/ＣＴ装置（陽電子断層撮影法とコンピュータ断層撮影法を融合させた画像を

同時に得る装置）を増設 

・粒子線医療センターにおいて、アンギオＣＴ活用等により、難治性がんである「肝臓・膵臓・

頭頚部がん」患者への取組みを強化 

   イ 循環器疾患医療 

・姫路循環器病センターにおいて、ハイブリッド手術室を活用し、ハイリスク患者等に対する

カテーテル治療のより安全な提供を拡大（経カテーテル的大動脈弁留置術の実施） 
   ウ 糖尿病医療 

・西宮病院の地域糖尿病センターにおいて、医師会と連携した糖尿病研究の充実等による早期

発見・早期治療を推進 

・加古川医療センターにおいて、生活習慣病センターを軸として、糖尿病・肝臓病・足病変・

動脈硬化の各チーム医療の推進による高度専門医療を提供 

・姫路循環器病センターにおいて、平成 26年 9月に開設した糖尿病センターの本格稼働による

心疾患等の合併症を有する患者への治療体制及び地域連携を強化 

   エ 救急・災害医療 

・平成 27年 7月開院予定の尼崎総合医療センター(仮称)に救命救急センターを設置し、24 時対

応のＥＲ型救急医療を提供 

・加古川医療センターにおいて、広畑病院との共同運航開始によるドクターヘリ運航回数の拡

大を図るとともに救急患者受入枠を拡大し、２次救急輪番病院が受入困難となった救急患者

を原則受け入れ 

・災害拠点病院等において、平成 26 年度に導入したＤＭＡＴカーを平時はドクターカーとして

活用することにより、重症患者を積極的に受け入れ 

   オ 小児救急医療 

・尼崎総合医療センター(仮称)において、小児中核病院として小児救命救急医療センター及び

小児医療センターを設置し、小児の２次及び３次救命救急医療や高度専門治療を実施（塚口

病院が担ってきた２次輪番及び２次輪番の後送病院としての役割も引き継ぐ） 

・西宮病院の小児科、産婦人科及び救命救急センターが連携した周産期救急医療センター(平成

26年10月開設)において、ドクターカーの活用により、重症の新生児や母体の救急搬送時の救

急体制を強化 

   カ 周産期医療 

・尼崎総合医療センター(仮称)において、総合周産期母子医療センターを設置し、高度専門治

療を実施 

・西宮病院において、地域の産婦人科施設と連携する産婦人科セミオープンシステムの導入に

より、妊婦への利便性を保ちながら安全な周産期医療を提供 
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実施状況 

イ．病院局 

１ 診療機能の高度化･効率化 

 (1) 診療機能の高度化 

  ① 診療機能の充実 

区  分 内  容 病 院 名 

ア がん医療 ・県統一の地域連携クリニカルパスを推進 尼崎、西宮、加古川、

淡路、柏原、がん 

・PET/CT、IMRT（強度変調放射線治療装置）の導入 尼崎総合医療ｾﾝﾀｰ 

・内視鏡下手術用支援機器(ﾀﾞｳﾞｨﾝﾁ)を導入 西宮病院 

・外来化学療法室を拡張(11 床→16床) 

・ＭＲＩ棟を増築 

加古川医療センター 

・外来化学療法室を拡張(25→40 床(28 年度完了)) 

・より精密ながん診断が可能な PET/CT 装置を増設 

がんセンター 

・アンギオＣＴ活用等により、難治性がんである「肝

臓・膵臓・頭頚部がん」患者への取組みを強化 

粒子線医療センター 

イ 循環器疾患医療 ・経カテーテル的大動脈弁留置術の実施 姫路循環器病ｾﾝﾀｰ 

ウ 糖尿病治療 ・地域糖尿病ｾﾝﾀｰにおいて、医師会と連携した糖尿

病研究の充実等による早期発見・早期治療を推進 

西宮病院 

・生活習慣病センターを軸として、糖尿病・肝臓病・

足病変・動脈硬化の各チーム医療の推進による高

度専門医療を提供 

加古川医療センター 

・糖尿病ｾﾝﾀｰの本格稼働による心疾患等の合併症を

有する患者への治療体制及び地域連携を強化 

姫路循環器病ｾﾝﾀｰ 

エ 救急・災害医療 ・救命救急センターを設置し、24 時対応のＥＲ型

救急医療を提供 

尼崎総合医療ｾﾝﾀｰ 

・ドクターヘリ運航回数の拡大等 

（平成 26年度：489 件 → 平成 27年度：559 件） 

加古川医療センター 

・災害拠点病院等において、ＤＭＡＴカーを平時は

ドクターカーとして活用 

尼崎、西宮、加古川、

淡路、柏原、こども、

姫路、災害 

オ 小児救急医療 ・小児中核病院として小児救命救急医療センター及

び小児医療センターを設置 

尼崎総合医療ｾﾝﾀｰ 

・周産期救急医療センターにおいて、ドクターカー

の活用により救急体制を強化 

西宮病院 

カ 周産期医療 ・総合周産期母子医療センターを設置 尼崎総合医療ｾﾝﾀｰ 

・地域の産婦人科施設と連携する産婦人科セミオー

プンシステムの導入 

西宮病院 

キ 精神医療 ・精神科身体合併症病床(８床)を設置 尼崎総合医療ｾﾝﾀｰ 

・長期入院患者等の退院支援を促進 

・認知症疾患医療体制の整備を推進 

光風病院 

ク リハビリテーシ

ョン医療 

・回復期病棟での 365 日リハ、回復期病棟以外の病

棟での土曜リハを継続等 

リハビリテーション

中央病院 

・回復期リハビリテーション病棟に係る患者の早期

回復及び早期退院を促進 

リハビリテーション

西播磨病院 

ケ 感染症医療 ・エボラ出血熱や新型インフルエンザ等を想定した

診療訓練を実施 

加古川医療センター 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

   キ 精神医療 

・尼崎総合医療センター(仮称)において、精神科身体合併症病床(８床)を設置し、身体合併症

を有する精神疾患患者への適切な対応を実施 

・光風病院において、退院前訪問や訪問看護の充実により長期入院患者等の退院支援を促進す

るとともに、認知症疾患医療体制の整備を推進 

   ク リハビリテーション医療 

・リハビリテーション中央病院において、回復期病棟での 365 日リハ、回復期病棟以外の病棟

での土曜リハを継続するほか、ロボット関連機器を活用したリハビリ、患者一人あたりの実

施単位の拡大等を推進 

・リハビリテーション西播磨病院において、回復期リハビリテーション病棟に係る医師及び社

会福祉士専従化による患者の早期回復及び早期退院を促進 

   ケ 感染症医療 

・加古川医療センターにおいて、エボラ出血熱や新型インフルエンザ等を想定した診療訓練を

実施する等、感染症に対する専門医療の提供体制を充実 

 

  ② クリニカルパスの充実等 

・平成 26 年度に診療報酬対策本部で見直したクリニカルパスの各病院での効果検証及び新たな見

直しを支援 

・がん診療連携拠点病院等において、県統一の地域連携クリニカルパスを推進 

 

(2) 診療機能の効率化 

  ① 再編 

・平成 22 年 12 月に策定した「尼崎病院と塚口病院の統合再編基本計画」に基づき、尼崎総合医

療センター(仮称)を平成 27 年 7 月に開設 

・「県立柏原病院と柏原赤十字病院の統合再編基本計画」（平成 26年度中に策定）に基づき、新

病院の基本設計・実施設計を実施 

 

  ② ネットワーク化 

・平成 27年度から各医療圏域で行われる地域医療ビジョンの策定に参画し、ビジョンが示す目指

すべき医療提供体制の構築に向けた医療機能の分化と連携推進強化へ適切に対応 

・こども病院では、移転整備に向け、合併症を持つ妊産婦やキャリーオーバー患者などへの対応

等について、神戸市立医療センター中央市民病院との連携方策を検討 

 

  ③ ＩＣＴ化の推進 

ア 電子カルテシステムの活用 

    ・リハビリテーション中央病院において、電子カルテシステムを導入（平成 27年 5月予定） 

   イ 他の医療機関との情報ネットワーク化の推進 

・尼崎病院、塚口病院及び西宮病院において、地域の医療機関と情報を共有する阪神医療福祉

情報ネットワーク(“ｈ－Ａｎｓｈｉｎむこねっと”)の本格稼動による地域連携を推進 

・淡路医療センターにおいて、淡路地域医療連携システム(あわじネット)の拡充による患者の

確保及び地域医療連携体制を強化 

ウ ＩＣＴ化推進体制の整備 

・各病院において、医療情報業務に従事する専門人材の配置など、院内のＩＣＴ化推進体制の

整備を検討 
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実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② クリニカルパスの充実等 

・平成 26年度に診療報酬対策本部で見直したクリニカルパスの各病院での効果検証及び新たな見

直しを支援 

・がん診療連携拠点病院等において、県統一の地域連携クリニカルパスを推進 

 

(2) 診療機能の効率化 

  ① 再編 

・平成 22 年 12 月に策定した「尼崎病院と塚口病院の統合再編基本計画」に基づき、尼崎総合医

療センターを平成 27 年 7月に開設 

・「県立柏原病院と柏原赤十字病院の統合再編基本計画」（平成 27 年２月策定）に基づき、新病

院の基本設計・実施設計を実施 

 

  ② ネットワーク化 

・平成 27年度から各医療圏域で行われる地域医療構想の策定に参画し、構想が示す目指すべき医

療提供体制の構築に向けた医療機能の分化と連携推進強化へ適切に対応（姫路循環器病センタ

ーと製鉄記念広畑病院との統合再編、柏原病院と柏原赤十字病院との統合再編等） 

・こども病院では、移転整備に向け、合併症を持つ妊産婦やキャリーオーバー患者などへの対応

等について、神戸市立医療センター中央市民病院との連携方策を検討 

 

  ③ ＩＣＴ化の推進 

ア 電子カルテシステムの活用 

    ・リハビリテーション中央病院において、電子カルテシステムを導入（平成 27年 5月） 

   イ 他の医療機関との情報ネットワーク化の推進 

・尼崎総合医療センター及び西宮病院において、地域の医療機関と情報を共有する阪神医療福

祉情報ネットワーク(“ｈ－Ａｎｓｈｉｎむこねっと”)の本格稼動による地域連携を推進 

・淡路医療センターにおいて、淡路地域医療連携システム(あわじネット)の拡充による患者の

確保及び地域医療連携体制を強化 

登録患者数  ：平成 27年度  1,454 人（＋794 人） 

登録医療機関数：平成 27年度  38 施設（＋3施設） 

ウ ＩＣＴ化推進体制の整備 

・各病院において、医療情報業務に従事する専門人材の配置など、院内のＩＣＴ化推進体制の

整備を検討 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

２ 県立病院の建替整備等 

 (1) 計画的な建替整備等 

病院名 種別 H27 年度取組内容 備考(予定) 

尼崎総合医療

センター(仮

称) 

統合再編整備 

(尼崎市東難波町) 

平成22年12月に策定した「尼崎病院と塚

口病院の統合再編基本計画」に基づき、

阪神地域の総合的な基幹病院として尼崎

総合医療ｾﾝﾀｰ（仮称）を整備 

平成27年７月供用開始 

こども病院 

 

建替整備 

(中央区港島南町) 

平成 24 年２月に策定した「県立こども病

院建替整備基本計画」に基づき、建設工

事を推進（平成 28年１月竣工） 

平成27年度建設工事 

平成28年度供用開始 

小児がんに重点

を置いた新粒子

線治療施設 

新規整備 

(中央区港島南町) 

平成 26 年３月に策定した「小児がんに重点を

置いた新粒子線治療施設整備基本計画」に基

づき、実施設計を行い、建設工事に着手 

平成27～29年度設計･建設工事 

平成29年度供用開始 

柏原病院 統合再編整備 

(丹波市氷上町石生) 

平成 26 年度中に策定する「県立柏原病院

と柏原赤十字病院の統合再編基本計画」

に基づき、基本設計・実施設計を実施 

平成27年度基本設計･実施設計 

平成28～30年度建設工事 

平成30年度供用開始 
  ※ 姫路循環器病センター、がんセンターについては、平成 30 年度以降、計画的に建替整備を行うこと

とし、整備の方向性を検討していく。 

 

(2) 跡地利用 

こども病院移転後の跡地について、医療機能を含む事業展開を行う事業者へ売却するための公募

を実施し、跡地処分検討委員会の審査を経て、跡地利用事業予定者を決定 

 

３ 医師等確保対策の推進 

(1) 医師の確保・育成 

① 地域医療循環型人材育成プログラムの実施 

県立柏原病院の医師確保のため、神戸大学から中堅医師 10名と非常勤指導医 3名以上の派遣を

受け、専攻医等を含めた若手医師の育成を図るプログラムを実施（兵庫県・丹波市が神戸大学に委託） 

 ②  地域医師修学資金制度の実施 

医師の地域偏在の解消に向け、淡路医療センター、柏原病院等に勤務する意思を有する者を対

象とした修学資金貸付を実施（募集人数：平成 26年度 5 名 → 平成 27年度 5 名） 

③ 医師修学資金制度の実施 

医師の診療科偏在の解消に向け、県立病院の確保困難な診療科に勤務する意思を有する者を対

象とした修学資金貸付を実施（募集人数：平成 26年度 10 名 → 平成 27年度 10 名） 

④ 県立病院麻酔科医総合研修システムの積極的な活用 

麻酔科医の地域偏在の解消に向け、研修システムの参加医師を確保 

（研修参加医師数：平成 26 年 4 月 22 名 → 平成 27年 4月 30 名） 

⑤ 県立病院群救急科研修プログラムの実施 

救急医を目指す若手医師を確保・育成するため、県立病院群による研修プログラムを実施 

  （研修参加医師数：平成 26 年 4 月 2 名 → 平成 27年 4月 2 名） 

⑥  指導医の確保・育成 

若手医師の研修基盤の充実及び医療技術の高度化を図るため、各医学会の研修施設認定に必要

な指導医資格の取得経費（受験料、認定登録料、受験に係る経費等）を支援 

⑦  地域医療活性化センター等との連携 

医師の安定的な確保・定着のため神戸大学の地域医療活性化センターを活用した教育・研修や

地域医療支援センターと連携した県養成医師の研修受入を実施 
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実施状況 

 

２ 県立病院の建替整備等 

 (1) 計画的な建替整備等 

病院名 種別 H27 年度取組内容 備考(予定) 

尼崎総合医療

センター 

統合再編整備 

(尼崎市東難波町) 

「尼崎病院と塚口病院の統合再編基本計

画」に基づき、平成27年７月供用開始 

平成28年度２期工事着工・ 

供用開始 

こども病院 

 

建替整備 

(中央区港島南町) 

「県立こども病院建替整備基本計画」に

基づき、建設工事を完了（平成 28 年１月） 

平成28年5月供用開始 

小児がんに重点

を置いた新粒子

線治療施設 

新規整備 

(中央区港島南町) 

「小児がんに重点を置いた新粒子線治療

施設整備基本計画」に基づき、建設工事

を推進 

平成29年度竣工・供用開始 

柏原病院 統合再編整備 

(丹波市氷上町石生) 

「県立柏原病院と柏原赤十字病院の統合

再編基本計画」に基づき、基本設計を実

施 

平成28年度実施設計 

平成28～30年度建設工事 

平成30年度供用開始 

姫路循環器病

センター 

統合再編整備 「姫路循環器病センターと製鉄記念広畑病

院の統合再編検討基本方針」を踏まえ、外

部有識者を含む委員会で新病院の規模、診

療機能等の検討（平成28年３月報告書公表） 

平成28年度基本計画策定 

 

(2) 跡地利用 

こども病院移転後の跡地について、医療機能を含む事業展開を行う事業者へ売却すべく、学識経

験者、地元関係団体の代表者等で構成する跡地処分検討委員会を開催（平成 28年度も継続） 

 

３ 医師等確保対策の推進 

(1) 医師の確保・育成 

① 地域医療循環型人材育成プログラムの実施 

県立柏原病院の医師確保のため、神戸大学から中堅医師 10名と非常勤指導医 3名以上の派遣を

受け、専攻医等を含めた若手医師の育成を図るプログラムを実施（兵庫県・丹波市が神戸大学に委託） 

②  地域医師修学資金制度の実施 

医師の地域偏在の解消に向け、淡路医療センター、柏原病院等に勤務する意思を有する者を対

象とした修学資金貸付を実施（貸与決定人数：平成 26年度 1 名 → 平成 27年度 5 名） 

③ 医師修学資金制度の実施 

医師の診療科偏在の解消に向け、県立病院の確保困難な診療科に勤務する意思を有する者を対

象とした修学資金貸付を実施（貸与決定人数：平成 26年度 5 名 → 平成 27年度 6 名） 

④ 県立病院麻酔科医総合研修システムの積極的な活用 

麻酔科医の地域偏在の解消に向け、研修システムの参加医師を確保 

（研修参加医師数：平成 27 年 4 月 29 名 → 平成 28年 4月 30 名） 

⑤ 県立病院群救急科研修プログラムの実施 

救急医を目指す若手医師を確保・育成するため、県立病院群による研修プログラムを実施 

  （研修参加医師数：平成 27 年 4 月 4 名 → 平成 28年 4月 5 名） 

⑥  指導医の確保・育成 

若手医師の研修基盤の充実及び医療技術の高度化を図るため、各医学会の研修施設認定に必要

な指導医資格の取得経費（受験料、認定登録料、受験に係る経費等）を支援 

⑦  地域医療活性化センター等との連携 

医師の安定的な確保・定着のため神戸大学の地域医療活性化センターを活用した教育・研修や

地域医療支援センターと連携した県養成医師の研修受入を実施 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

(2) 魅力ある環境の整備 

① 海外学会研究発表派遣事業の実施 

医師の資質向上、士気高揚を図るため、海外における学会発表に必要な経費（旅費・学会参加

費等）を支援 

② 医療秘書の活用 

医師の業務負担軽減を図るため、医療秘書を配置（現行 11病院に 199 名配置） 

 ③ 高度先進医療機器の新規導入等 

・電子カルテシステム〔リハ中央〕 

・内視鏡下手術用支援機器（ダヴィンチ）〔西宮〕 

・ＰＥＴ／ＣＴ（増設）〔がんＣ〕 

・ＭＲＩ（増設）〔加古川〕（更新）〔粒子線〕 

・ＭＲＩ、ＳＰＥＣＴ  〔光風〕 

・リニアック（更新）〔加古川〕 

・ＣＴ（更新）〔災害Ｃ〕 

④ 女性医師が働きやすい環境整備の推進 

・育児短時間勤務制度の活用促進、日々雇用・非常勤嘱託などの多様な勤務形態の提供、院内保

育所未設置病院への設置検討 

  

 

４ 看護師確保対策の推進 

(1) 看護師の確保 

① 地方採用試験の実施 

隣接県や看護師養成施設が集積し、関西への就業実績の多い他県等（姫路市、広島市、徳島市、

福岡市、福井市、那覇市）において地方採用試験を実施 

② 看護師養成施設の訪問 

県立病院のＰＲのため、西日本各地の看護師養成施設を訪問 

③ 看護師修学資金制度の実施 

新病院整備等に伴う必要看護師数を確保するため、看護師修学資金貸付を実施 

    （総貸与者数：平成 26 年度 200 名 → 平成 27年度 200 名以内） 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 魅力ある環境の整備 

① 認定看護師の養成に向けた派遣研修制度の活用 

高度専門医療を提供する県立病院全体の看護水準の向上を図るため、日本看護協会等が認定す

る認定看護師教育課程に看護師を派遣し、計画的に認定看護師を養成 

（養成予定数：平成 26年度  15 名 → 平成 27年度 15 名） 

② 看護補助者の活用 

看護師の業務負担軽減を図るため、看護補助者を配置（現行 9病院に 382 名配置） 

③ 多様な勤務形態の整備 

看護師のニーズに応じた多様な勤務形態を整備 
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実施状況 

 

(2) 魅力ある環境の整備 

① 海外学会研究発表派遣事業の実施 

医師の資質向上、士気高揚を図るため、海外における学会発表に必要な経費（旅費・学会参加費

等）を支援（平成 26 年度 52 名 → 平成 27 年度 28 名） 

② 医療秘書の活用 

医師の業務負担軽減を図るため、医療秘書を配置（現行 10病院に 224 名配置） 

③ 高度先進医療機器の新規導入等 

・電子カルテシステム〔リハ中央〕 

・内視鏡下手術用支援機器（ダヴィンチ）〔西宮〕 

・ＰＥＴ／ＣＴ〔尼崎〕 

・ＰＥＴ／ＣＴ（増設）〔がんＣ〕 

・ＭＲＩ（更新）〔粒子線〕 

・ＩＭＲＴ〔尼崎〕 

・リニアック（更新）〔加古川〕 

④ 女性医師が働きやすい環境整備の推進 

・育児短時間勤務制度の活用促進、日々雇用・非常勤嘱託などの多様な勤務形態の提供、院内保育

所未設置病院への設置検討 

 

 

４ 看護師確保対策の推進 

(1) 看護師の確保 

① 地方採用試験の実施 

試験会場 応募者数 

姫 路 164 

広 島  18 

徳 島  50 

福 岡  14 

福 井   5 

那 覇   3 

② 看護師養成施設の訪問 

県立病院のＰＲのため、西日本各地の看護師養成施設を訪問 

③ 看護師修学資金制度の実施 

新病院整備等に伴う必要看護師数を確保するため、看護師修学資金貸付を実施 

    （総貸与者数：平成 26 年度 200 名 → 平成 27年度 196 名） 

 

 

(2) 魅力ある環境の整備 

① 認定看護師の養成に向けた派遣研修制度の活用 

高度専門医療を提供する県立病院全体の看護水準の向上を図るため、日本看護協会等が認定する

認定看護師教育課程に看護師を派遣し、計画的に認定看護師を養成 

（養成者数：平成 26 年度 12 名 → 平成 27 年度  7 名） 

② 看護補助者の活用  

看護師の業務負担軽減を図るため、看護補助者を配置（現行 8病院に 381 名配置） 

③ 多様な勤務形態の整備 

看護師のニーズに応じた多様な勤務形態を整備 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

５ 経営改革の推進 

(1) 経営改革への取り組み 

  ① 平成 27 年度の状況 

平成 27 年度は、尼崎総合医療センター（仮称）の移転・開設に伴う旧病院の特別償却等 4,773

百万円を特別損失に計上することから、当期純損益は 5,884 百万円の赤字と見込まれるが、同セ

ンターの移転・開設の影響を極力抑制し、経常損益では 1,018 百万円の赤字に留める。 

なお、同センターを除いた９病院では、紹介患者や救急患者の積極的な受入による患者確保等

により、150 百万円の経常黒字の見込みであり、引き続き黒字基調の経営を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 収入の確保 

ア 患者の確保 

・新病院への円滑な移転・開院、移転後の患者受入の早期平準化〔新尼崎〕 

・救急患者受入強化による患者確保〔加古川〕 

・「あわじネット」拡充による患者確保及び地域医療連携体制強化〔淡路〕 

・児童思春期病棟の積極的ＰＲ・関係機関との連携強化〔光風〕 

・救急科設置による救急患者受入強化〔柏原〕 

・県内及び四国地方（粒子線治療施設空白区）医療機関との連携強化による潜在患者の掘り起

こし〔粒子線〕 

イ 診療単価の向上 

・周産期医療の充実による診療機能の向上〔西宮〕 

（NICU の増床（H26.9～）、周産期救急医療センターの開設（H26.10～）） 

・化学療法室拡張工事による診療機能の向上〔がんＣ〕 

・ハイブリッド手術室の活用によるカテーテル治療の拡充〔姫路〕  

 

③ 費用の抑制 

ア 給与費 

尼崎総合医療センター（仮称）の移転・開設に向けた看護師等の増員があるものの、診療報

酬基準の改定等に応じた職員の適正配置、業務の効率化や委託化による、医業収益に対する給

与費比率の維持・抑制 

給与費比率：平成 26 年度 62.5％ → 平成 27 年度 62.9％ 

（27年度は退職金が 5億円増加、その影響を除くと 27年度は 62.4%） 

 

 

尼崎・塚口除き

57 △ 1,018 150 △ 1,075

115 44 34 △ 71

1,017 4,910 137 3,893

△ 845 △ 5,884 47 △ 5,039

※１  特別損失：（H26）旧淡路病院建物撤去費　731百万円　

　　　　　　　　（H27）旧尼崎病院・旧塚口病院の特別償却費・土地売却損等　4,773百万円

※２  指定管理者（利用料金制）により運営している災害医療センター、リハビリテーション中央病院及び

    　リハビリテーション西播磨病院を除く11病院を対象　

（単位：百万円）

区　　　分
26年度決算見込

（A)

27年度当初予算（B)
増減（B－A）

 経常損益（①）

 特別利益（②）

 特別損失（③）

 当期純損益（①＋②－③）
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実施状況 

 

５ 経営改革の推進 

(1) 経営改革への取り組み 

  ① 平成 27 年度の状況 

平成 27 年度は、尼崎総合医療センターの開設など診療機能の拡充に取り組み収益の確保に努め

たものの、給与改定や被用者年金制度一元化に伴う共済費負担金の増に加え、診療機能拡充に伴

う給与費等の費用の増により、経常損益は平成 26年度に比べ 3,640 百万円悪化し 4,248 百万円の

赤字となった。当期純損益は、旧尼崎・旧塚口病院の特別償却等 4,724 百万円を特別損失に計上

したことから、9,139 百万円の赤字となった。 

経営改善に向けて、移転建替に伴い一時的に収支が悪化した尼崎総合医療センターの早期の経

営安定化を図るとともに、紹介患者や救急患者の積極的な受入による患者の確保、診療単価の向

上、更なる後発医薬品の使用拡大等に努め、診療機能に見合う収益の確保、費用の抑制を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 収入の確保 

ア 患者の確保 

・新病院への円滑な移転・開院、移転後の患者受入の早期平準化〔新尼崎〕 

・救急患者受入強化による患者確保〔加古川〕 

・「あわじネット」拡充による患者確保及び地域医療連携体制強化〔淡路〕 

・児童思春期病棟の積極的ＰＲ・関係機関との連携強化〔光風〕 

・救急科設置による救急患者受入強化〔柏原〕 

・都道府県がん診療連携拠点病院として医療連携強化による紹介患者の確保〔がんＣ〕 

・県内及び四国地方（粒子線治療施設空白区）医療機関との連携強化による潜在患者の掘り起

こし〔粒子線〕 

イ 診療単価の向上 

・周産期医療の充実による診療機能の向上〔西宮〕 

（NICUの増床（H26.9～）、周産期救急医療センターの開設（H26.10～）） 

・化学療法室拡張工事による診療機能の向上（H28 年度完了）〔がんＣ〕 

・ハイブリッド手術室の活用によるカテーテル治療の拡充〔姫路〕  

 

③ 費用の抑制 

ア 給与費 

尼崎総合医療センターの開設に伴う看護師等の増員、給与改定、被用者年金制度一元化に伴

う共済費負担金の増等による給与費の増により、給与比率は上昇 
給与費比率：平成 26 年度 62.7％ → 平成 27 年度 64.2％ 
（尼崎・塚口除き     63.3% →       62.6%） 

（単位：百万円）

尼崎・塚口除き

△ 608 △ 4,248 △ 1,541 △ 3,640

123 123 94 0

943 5,015 270 4,072

△ 1,427 △ 9,139 △ 1,717 △ 7,712

※１  特別損失：（H26）旧淡路病院建物撤去費　686百万円　

　　　　　　　　（H27）旧尼崎病院・旧塚口病院の特別償却費・土地売却損等　4,724百万円

※２  指定管理者（利用料金制）により運営している災害医療センター、リハビリテーション中央病院及び

    　リハビリテーション西播磨病院を除く10病院を対象　

 特別利益（②）

 特別損失（③）

 当期純損益（①＋②－③）

 経常損益（①）

区　　　分
26年度決算

（A)

27年度決算（B)
増減（B－A)
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

イ 材料費 

後発医薬品の使用拡大や価格交渉の強化及び高度専門医療に必要な診療材料のより低廉な価

格での購入等による、医業収益に対する材料費の維持・抑制 
材料費比率：平成 26 年度 29.5％ → 平成 27 年度 29.7％ 
（尼崎・塚口除き     29.7% →       29.6%） 

ウ 経 費 

尼崎総合医療センター（仮称）開院に伴う移転経費のほか、業務の委託化により経費は増嵩

するものの、委託業務の範囲や内容の見直し、高額医療機器の保守・点検一括契約による医業

収益に対する経費比率の維持・抑制 
経費比率：平成 26年度 17.1％ → 平成 27 年度 17.9％ 
（尼崎・塚口除き    17.8% →       17.8%） 

 

６ 定員・給与の見直し 

 (1) 定員の見直し                               （単位：人） 

 

区  分 

H19.4.1 H26.4.1 H27.4.1  対 H19.4.1 

 

① 

現 在 

② 

見 込 

③ 

増 減 

④(③－②) 

増減率 

⑤(④/②) 

増 減 

⑥(③－①) 

増減率 

⑥/① 

医療技術職員（検査、放射線等） 404 333 331 △ 2 △0.6％ △73 △18.1％ 

外来部門の看護師 281 182 182 ± 0 ±0.0％ △99 △35.2％ 

事務職、技能労務職等 519 397 388 △9 △2.3％ △131 △25.2％ 

 

(2) 給与の見直し 

第３次行革プランに基づき、平成20年度から実施している減額措置を継続 

 

 

７ 組織体制の見直し 

病院事業を取り巻く環境の変化に迅速かつ的確に対応し、県民に良質で安全な医療を効果的、効率

的に提供していくため、組織・職制の見直しを検討 

 

８ 附帯事業 

柏原看護専門学校及び淡路看護専門学校は平成 26 年度末に廃止。柏原看護専門学校は平成 27 年 4

月から丹波市に移管。淡路看護専門学校は民間に移譲し、看護師養成所の機能を継承 

東洋医学研究所及び東洋医学研究所附属診療所は、尼崎総合医療センター（仮称）に診療・臨床研

究の機能を継承し、平成 27 年 6 月末で廃止 
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実施状況 

 

イ 材料費 

後発医薬品の採用拡大等に努めたものの、抗がん剤、新規 C型肝炎薬の増により、材料費比率

は上昇 
材料費比率：平成 26 年度 30.1％ → 平成 27 年度 32.6％ 
（尼崎・塚口除き     30.1% →       32.4%） 

ウ 経 費 

尼崎総合医療センター開院に伴う移転経費、業務の委託化により経費比率は上昇 
経費比率：平成 26年度 17.1％ → 平成 27 年度 17.4％ 
（尼崎・塚口除き    17.9% →       17.2%） 

 

 

 

６ 定員・給与の見直し 

 (1) 定員の見直し                               （単位：人） 

区   分 
H27.4.1 

⑦ 

 期間計（H20～H27） 

 
H28.4.1 

⑧ 

対 H19 増減 

⑨[⑧－①] 

増減率 

[⑨／①] 
対前年度増減 

⑦－② 
増 減 増減率 

医療技術職員（検査、放射線等） 332 △ 1 △72 △17.8%  329 △75 △18.6% 

外来部門の看護師 182 ± 0 △99 △35.2%  182 △99 △35.2% 

事務職、技能労務職等 385 △12 △134 △25.8%  377 △142 △27.4% 

 

(2) 給与の見直し 

第３次行革プランに基づき、平成 20 年度から実施している減額措置を継続 

なお、第３次行革プランの方針に基づき、減額率を段階的に縮小（管理職 1/5、一般職 1/4 縮小） 

 

７ 組織体制の見直し 

病院事業を取り巻く環境の変化に迅速かつ的確に対応し、県民に良質で安全な医療を効果的、効率的

に提供していくため、尼崎総合医療センターを開設（平成 27 年７月） 

 

８ 附帯事業 

柏原看護専門学校及び淡路看護専門学校は平成 26年度末に廃止。柏原看護専門学校は、平成 27年 4

月から丹波市に移管。淡路看護専門学校は民間に移譲し、看護師養成所の機能を継承 

東洋医学研究所及び東洋医学研究所附属診療所は、尼崎総合医療センターに診療・臨床研究の機能を

継承し、平成 27 年 6 月末で廃止 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

【病院事業全体の経営見通し】                      (単位：億円) 

 区  分 
H26 年度 

見込① 

H27 年度 

計画② 

H27 年度 

尼塚除き 

増 減 

③(②－①) 

収

益

的

収

支 

収 

 

 

支 

経常収益(A) 1,100  1,133  866  33  

(うち一般会計繰入金)(B) (128) (136) (111) ( 8) 

経常費用(C) 1,099  1,143  864  44  

経常損益(D=A-C) 1  △10  2  △11  

特別利益(E) 1  0  0  △1  

特別損失(F) 10  49  1  39  

当期純損益(G=D+E-F) 

（ ）内は尼崎・塚口病院の特

別償却費・土地売却損除き 

△8  

(△8) 

△59  

(△11) 

    1 

 (－) 

△51 

(△3)  

資

本

的

収

支 

収 入(H) 375  279  －  △96  

(うち一般会計繰入金)(I) (57) (48) －  (△9) 

(うち一般会計繰入金調整)(J) (△16) (△14) －  ( 2) 

(うち一般会計出資金)(K) (72) ( 0) －  (△72) 

支 出(L) 431  299  －  △132  

一般会計負担額の合計(B+I+J+K) 241  170  －  △71  

内部留保資金残高  47  61  －  14  

  ※ 指標及び収益的収支は、指定管理者制度を適用している３病院(災害医療センター及びリハ 

ビリテーション２病院)を除く 

 

【病院事業全体の業務量見通し】 

 区  分 
H26 年度 

見込① 

H27 年度 

計画② 

増 減 

③(②－①) 

入院 

病床利用率（％） 81.0 80.7 △0.3 

1 日あたり患者数（人） 2,841 2,789 △52 

1 人 1日あたり単価（円） 62,927 66,492 3,565 

外来 
1 日あたり患者数（人） 5,779 5,697 △82 

1 人 1日あたり単価（円） 17,059 17,210 151 

※ 指定管理者制度を適用している３病院(災害医療センター及びリハビリテーション２病院)を除く 

 
【県立病院の経営見通し（平成 27年度当初計画）】           （単位：億円） 

区 分 尼崎・塚口 西 宮 加古川 淡 路 光 風 柏 原 

病床利用率 80.5％  82.0％ 86.4％ 88.4％ 63.6％ 84.2％ 

給与費比率 63.6％  62.8％ 63.4％ 62.7％ 156.8％ 92.7％ 

経常収益 267    113  118  131  37  49  

経常費用 279   108  118  130  41  56  

経常損益 △12    5  0  1  △4  △7  

 

区 分 こども が ん 姫 路 粒子線 合 計 尼塚除き 

病床利用率 82.7％ 82.5％ 72.0％ 84.3％ 80.7％ 80.8％ 

給与費比率 76.0％ 48.9％ 47.9％ 30.7％ 62.9％ 62.7％ 

経常収益 108  146  124  40  1,133  866  

経常費用 108  143  119  41  1,143  864  

経常損益 0  3  5  △1  △10  2  

※ 指定管理者制度を適用している３病院(災害医療センター及びリハビリテーション２病院)を除く 

 



 

 - 121 -

 

実施状況 

 

【病院事業全体の経営収支実績】                      (単位：億円) 

 区  分 
H26 年度 

実績④ 

H27 年度 

実績⑤ 

H27 年度 

尼塚除き 

増 減 

⑤－② 

収

益

的

収

支 

収 

 

 

支 

経常収益(A) 1,095 1,129 870 △4 

(うち一般会計繰入金)(B) (128) (135) (109) (△1) 

経常費用(C) 1,102 1,171 885 28 

経常損益(D=A-C) △6 △42 △15 △32 

特別利益(E) 1 1 1 1 

特別損失(F) 9 50 3 1 

当期純損益(G=D+E-F) 

（ ）内は尼崎・塚口病院の特

別償却費・土地売却損除き 

△14 

(△14) 

△91 

(△44) 

△17 

(－) 

△32 

(△33) 

資

本

的

収

支 

収 入(H) 334 289 － 10 

(うち一般会計繰入金)(I) (57) (48) (－) (0) 

(うち一般会計繰入金調整)(J) (△16) (△14) (－) (0) 

(うち一般会計出資金)(K) (72) (0) (－) (0) 

支 出(L) 392 302 － 3 

一般会計負担額の合計(B+I+J+K) 241 169 － △1 

内部留保資金残高  45 36 － △25 

  ※ 指標及び収益的収支は、指定管理者制度を適用している３病院(災害医療センター及びリハ 

ビリテーション２病院)を除く 

 

【病院事業全体の業務量実績】 

 区  分 
H26 年度 

実績④ 

H27 年度 

実績⑤ 

増 減 

⑤－② 

入院 

病床利用率（％） 80.6 80.9 0.2 

1 日あたり患者数（人） 2,828 2,794 5 

1 人 1日あたり単価（円） 62,706 64,606 △1,886 

外来 
1 日あたり患者数（人） 5,771 5,666 △31 

1 人 1日あたり単価（円） 17,133 18,581 1,371 

※ 指定管理者制度を適用している３病院(災害医療センター及びリハビリテーション２病院)を除く 

 
【県立病院の経営収支実績（平成 27 年度）】               （単位：億円） 

区 分 尼崎・塚口 西 宮 加古川 淡 路 光 風 柏 原 

病床利用率 85.3% 84.9% 83.0% 81.8% 64.8% 86.6% 

給与費比率 69.6% 61.6% 63.2% 64.7% 169.2% 93.7% 

経常収益 258 118 121 129 34 49 

経常費用  286 116 124 131 40 57 

経常損益 △27 2 △4 △2 △5 △8 

 

区 分 こども が ん 姫 路 粒子線 合 計 尼塚除き 

病床利用率 85.9% 79.3% 71.6% 78.8% 80.9% 79.7% 

給与費比率 74.2% 45.9% 48.9% 33.2% 64.2% 62.6% 

経常収益 112 152 119 36 1,129 870 

経常費用 112 151 116 39 1,171 885 

経常損益 0 1 3 △3 △42 △15 

※ 指定管理者制度を適用している３病院(災害医療センター及びリハビリテーション２病院)を除く 
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(5) 公立大学法人兵庫県立大学 

第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

１ 教育、研究の充実、強化 

(1) 時代や社会のニーズに的確に対応した教育・研究の推進 

① グローバルリーダー教育ユニットの全学展開 

平成 25 年度から試行実施してきた「グローバルリーダー教育ユニット」について、全学的な取

組みを展開 

・受講定員：20 人/学年×東西２地区（東地区：経済・経営・看護学部、 

西地区：工学・理学・環境人間学部） 

  ② 海外との交流の拡大 

   ア 学生の海外派遣や留学の受入、海外大学との交流協定の締結等を通じて、全学のグローバル化

と海外大学との戦略的提携を強化（海外留学：20人） 

   イ 兵庫県海外事務所を活用し、平成 26年度に開設した県立大学海外事務所を拠点に、学生によ

る海外インターンシップ派遣を充実（海外インターンシップ：20 人） 

  ③ 全学共通教育の再構築 

他大学の先進的取組事例等を踏まえ、全学共通教育の再構築を図るため、新カリキュラムの検

討・策定に着手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 県政と連携し、地域資源等を活用した特色ある教育・研究の推進 

  ① 次世代水素触媒共同研究センターの充実 

大学の研究・技術シーズを結集し、水素エネルギー社会の実現に向けた次世代水素触媒の研究・

開発を促進するとともに、シンポジウム等の開催を通じて研究成果を広く発信 

  ② 計算科学連携センターの充実 

スーパーコンピュータ「京」の活用による国内の大学・研究機関と連携した研究・交流を推進

するほか、高性能計算処理の分野での人材を育成するとともに、シンポジウム等の開催を通じて

研究成果を社会に還元 

  ③ 周産期ケア研究センター（仮称）の開設 

科学的根拠に基づく看護・助産ケア方法の開発・提供や、知見の高い助産師を育成する周産期

ケア研究センター（仮称）を県立尼崎総合医療センター（仮称）に開設（平成 27 年７月） 
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実施状況 

 

１ 教育・研究の充実・強化 

(1) 時代や社会のニーズに的確に対応した教育・研究の推進 

  ① グローバルリーダー教育ユニットの全学展開 

「グローバルリーダー教育ユニット」について、東西２地区での開講による全学的な取組みを

展開 

    ・受講者数 38 人（２地区合計） 

  ② 海外との交流の拡大 

県立大学海外事務所を拠点とした学生のインターンシップや、海外大学との交流協定に基づく

海外派遣等を通じ、全学のグローバル化を推進 

    ・海外留学者数 162 人 

    ・海外インターンシップ参加者数 3 人 

  ③ 全学共通教育の再構築 

平成 27 年 12 月に「全学共通教育改革の基本方針」を策定。平成 29 年 4 月からの新たな枠組み

での共通教育実施に向け、外国語、教養、防災等の学問分野ごとに部会を設置し具体的な教育内

容を検討 

  ④ 学部・学科再編 

大学の中期計画に掲げる学部・学科再編を中心とする大学改革について、平成 28 年３月に「組

織改革の基本方向」を策定 

    （方向性） 

    ア 経済学部、経営学部 

     ・グローバル社会で活躍する人材育成を推進する等の観点から、新学部創創設を含め再編を

検討 

    イ 環境人間学部のコース 

     ・地域の核となる人材育成など社会ニーズを踏まえたコースの再編と専門科目の体系化を検

討 

    ウ 情報系大学院 

     ・応用情報科学研究科とシミュレーション学研究科の統合を検討      

 

(2) 県政と連携し、地域資源等を活用した特色ある教育・研究の推進 

  ① 次世代水素触媒共同研究センターの充実 

平成 26 年 11 月に特許出願した「安価で電力効率の高い水素発生電極の提供」に関する研究成

果等をシンポジウムの開催（H28.3）により広く発信 

  ② 計算科学連携センターの充実 

計算科学連携センター学術会議の開催（H27.8）、社会人向け公開講座（H27.9）の実施等によ

り、研究成果を社会に還元 

  ③ 周産期ケア研究センターの開設（H27.7 県立尼崎総合医療センター内に開設） 

地域ケア開発研究所に周産期ケア研究部門を設置し、科学的根拠に基づく助産ケアの開発や知

見の高い助産師を育成 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

(3) 教育、研究組織の見直し 

① 地域資源マネジメント研究科博士後期課程の開設準備 

地域資源マネジメント研究科博士後期課程の平成 28 年４月開設に向けて、設置認可申請や学生

募集等を実施 

② 防災教育センターの拡充 

ア 「防災教育センター」を「防災教育研究センター」に拡充(平成27年４月)し、教育・研究機能を充実・強化 

イ 参加大学が相互に連携し交流を広げる「減災・復興に関するグローバルアカデミックネットワーク」を構築 

③ 減災・防災系大学院の設置検討 

減災・防災や復興を担う人材を育成するため、防災研究に特化した大学院の平成 29年４月開設

を目指して検討 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 姫路工学キャンパスの整備 

教育研究機能、先端研究・産学連携機能、地域交流支援機能を備えたキャンパス整備を、10 年間

（H26～H35）で計画的に推進（平成 27年度事業：新本館の建設） 

 

(5) 外部資金の確保 

産学連携・研究推進機構のコーディネーターやリサーチ・アドミニストレーター、各教員の活動

強化により、受託研究費、共同研究費、寄付講座等を獲得 

                                      （単位：百万円） 

区   分 H26 年度(見込) H27 年度(計画)① 

外部資金獲得額 1,900 1,900 

 

２ 社会貢献の積極的展開 

(1) 産学連携の推進 

産学連携・研究推進機構のリサーチ・アドミニストレーターの企画・調整機能を高めるなど、神

戸・阪神間をはじめ県下全域において、ものづくりやビジネスづくりを支援の充実を図り、産学公

連携活動を強化 

 

(2) 放射光産業利用の促進 

SPring-8 県ビームライン及びニュースバルの産業利用を促進するため、放射光ナノテクセンター

及び高度産業科学技術研究所において、企業との共同研究や技術支援、技術相談等を実施 

 

(3) 地域連携の推進 

① 地（知）の拠点整備事業（文科省大学 COC 事業）について、県及び県内 11市町（※）と連携し、

地域課題の解決や新たな地域づくりを支援する６つのプロジェクトを展開（平成 25～29 年度） 

  ※神戸市、尼崎市、姫路市、豊岡市、養父市、丹波市、篠山市、淡路市、洲本市、南あわじ市、佐用町 

② 地（知）の拠点整備事業を展開するプロジェクト・フィールドを活用し、自治体・地域と広く連携したCOC

地域志向教育プログラムを導入 
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実施状況 

 

(3) 教育、研究組織の見直し 

  ① 地域資源マネジメント研究科博士後期課程の開設（H28.4） 

修士課程を基盤に教育研究の更なる深化・発展を目指す地域資源マネジメント研究科博士後期

課程を開設 

（参考）H28.4 入学者数：２人 

  ② 防災教育センターの拡充 

ア 「防災教育センター」を「防災教育研究センター」に拡充（H27.4）し、教育、研究機能を充

実、強化 

イ H27.2 に協定締結した「減災・復興に関するｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱｶﾃﾞﾐｯｸﾈｯﾄﾜｰｸ（GAND）」のもと、減災・

復興政策に関する教育研究を行っている国内外７大学との相互連携、交流拡大を推進 

  ③ 減災・防災系大学院の設置検討 

減災、防災や復興を担う人材を育成するため、防災研究に特化した防災系大学院「減災復興政

策研究科」を H29.4 に開設予定（人と防災未来センター内） 

・修士課程定員（予定） 24 名（12 名×２学年） 

④ 中高大連携教育の強化 

公立大学法人による附属学校の設置、運営が可能となるよう、国要望を積極的に行った結果、

第６次地方分権一括法（H28.5 成立）により制度改正が実現 
 
(4) 姫路工学キャンパスの整備 

教育研究機能、先端研究・産学連携機能、地域交流支援機能を備えたキャンパス整備を、10 年間

（H26～H35）で計画的に推進（H27 は新本館、設備棟の建設、第１号館の基本設計、実施設計を実施） 
 
(5) 外部資金の確保 

産学連携・研究推進機構のコーディネーターやリサーチ・アドミニストレーター、各教員の活動

強化により、受託研究費、共同研究費、寄付講座等を獲得 

                                             （単位：百万円） 

区   分 H26 年度(実績) H27 年度(実績)② 増減②－① 

外部資金獲得額 1,957 1,919 19 

 

２ 社会貢献の積極的展開 

(1) 産学連携の推進 

・産学連携・研究推進機構において、技術相談 235 件、研究推進支援業務 893 件を実施 

・「企業・大学・学生マッチング in Himeji」（参加者数約 600 人）や「よくわかる出前セミナー」

（参加者数 93人）など、自治体や企業との連携活動を実施 
 

(2) 放射光産業利用の促進 

SPring-8 県ビームライン利用企業への研究支援や、放射光とスパコンの相互利用に関する支援を

実施（SPring-8 県有ビームライン産業利用機関数：19件） 
 
(3) 地域連携の推進 

  ① 地域資源の保全と活用（教育、産業、ツーリズム等）などをテーマにした６つのプロジェクト･ 

フィールドで、オープンゼミナール、ワークショップ、フォーラム等、自治体・NPO 等と連携しな 

がら地域課題解決のための取組を実施（オープンゼミナール等開催回数：57 回） 

  ② ６つのプロジェクト・フィールドで展開する活動を教育内容に反映した新規科目｢COC 概論｣開講 

  ③ 平成 27 年 9 月に採択された地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）により、学卒

者の県内定着を促進するため、神戸大学等の大学や団体、企業、自治体等と連携し、地域課題に

応える実践力ある人材育成を目指した「地域の元気づくり教育プログラム」の開発に着手 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

(4) 生涯学習の支援、社会人向け教育の充実 

① 看護学研究科、経営研究科（ＭＢＡ）、地域資源マネジメント研究科等において社会人のリカ

レント教育を実施 

② 「“知の創造”シリーズフォーラム」等、県民ニーズに応える公開講座や社会人・高齢者を対

象とした学習講座等を開催 

 

 

 

３ 自主的、自律的な管理運営体制の確立 

 

 

 

 

 (1) 教員体制の見直し 

① 教員定数は、平成 30年度までに 10％削減する一方、削減した定数の 1/2 に相当する５％を新規

枠として活用 

② 県政との連携のための新たな教育研究ニーズが生じ、設立団体である県が認める場合には、平

成 19年度以降に削減した定数のうち一定数の配置を検討          （単位：人） 

区 分 

H19.4.1 H26.4.1 H27.4.1 対 H19.4.1 

 

① 

現 在 

② 

見 込 

③ 

増 減 

④(③－②) 

増減率 

⑤(④/②) 

増 減 

⑥(③－①) 

増減率 

（⑥/①） 

教員 584 580 577 △3 △0.5% △7 △1.2% 

 

(2) 事務局職員体制の見直し                         （単位：人） 

区 分 

H19.4.1 H26.4.1 H27.4.1 対 H19.4.1 

 

① 

現 在 

② 

見 込 

③ 

増 減 

④(③－②) 

増減率 

⑤(④/②) 

増 減 

⑥(③－①) 

増減率 

（⑥/①） 

事務局職員 173 147 142 △5 △3.4% △31 △17.9% 

 

(3) 財務内容の改善 

  ① 産学連携・研究推進機構のリサーチ・アドミニストレーターによる教員の外部資金獲得活動を支援 

  ② 有料公開講座の充実等により多様な収入源を確保 

  ③ 事務処理方法や外部委託等の業務体制の見直しにより、経常経費を抑制・削減 

 

(4) 評価システム等の確立 

  ① 兵庫県公立大学法人評価委員会による法人の業務実績に関する評価を実施 

  ② 外部意見を大学運営に反映させるため、マスコミ等との意見交換会を実施 

 

４ 県政との連携 

大学運営に関する重要事項について県と協議する連絡協議会を開催し、円滑な連携調整を実施（原

則として月１回） 
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実施状況 

 

(4) 生涯学習の支援、社会人向け教育の充実 

  ① 社会人のリカレント教育の実施 

看護学研究科 次世代看護ﾘｰﾀﾞｰｺｰｽに実践現場で看護に従事している 2人を受入 

中堅ナースを対象とした公開講座に 56人が参加 

経営研究科（ＭＢＡ） 47 人の社会人学生を受入 

地域資源ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 5 人の社会人学生を受入 

  ② 「“知の創造”シリーズフォーラム」等、県民ニーズに応える公開講座や社会人・高齢者を対 

象とした学習講座等を開催（22 講座の公開講座等を実施） 
 
３ 自主的、自律的な管理運営体制の確立 

 (1) 理事長・学長一体の運営体制 

理事長・学長一体型の体制のもと、大学の中期計画前半（３年）の各取組を推進 

※平成 27年度の取組に対して、法人評価員会からは今後の大学改革を進めるために、新たな体制

見直しの必要性が指摘された 
 
 (2) 教員体制の見直し 

                                       （単位：人） 

区   分 
H27.4.1 

⑦ 

 期間計（H20～H27） 

 
H28.4.1 

⑧ 

対 H19 増減 

⑨[⑧－①] 

増減率 

[⑨／①] 
対前年度増減 
⑦－② 

増 減 増減率 

教員 577 △3 △7 △1.2％  573 △11 △1.9％ 
 
(3) 事務局職員体制の見直し                         （単位：人） 

区   分 
H27.4.1 

⑦ 

 期間計（H20～H27） 

 
H28.4.1 

⑧ 

対 H19 増減 

⑨[⑧－①] 

増減率 

[⑨／①] 
対前年度増減 
⑦－② 

増 減 増減率 

事務局職員 140 △7 △33 △19.0％  134 △39 △22.5％ 
 
(4) 財務内容の改善 

  ① リサーチ･アドミニストレーター等による助成金情報の収集、提供、共同研究等の支援を実施 

    （ﾘｻｰﾁ･ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ等による獲得研究費等 207 件 5.8 億円（外部資金全体の 30.2％）） 

  ② 有料公開講座の実施（20講座） 

  ③ 学術情報館の外部委託等による、経常経費の抑制・削減 
 
(5) 評価システム等の確立 

  ① 兵庫県公立大学法人評価委員会を開催（2回）し、評価結果を議会報告・公開 

  ② マスコミ等との意見交換会を開催（H27.11） 
 
４ 県政との連携 

定期的に県と協議する連絡協議会を設置し、県との円滑な連絡調整を実施（４回） 

 

（参考）学部卒業者の就職・進学状況（平成 27年度） 

区 分 人 数 割 合 

就 職 919 人 ① 70.7％ 
 県 内 361 人 ② 27.8％ 
 県 外 558 人  42.9％ 

進 学 314 人  24.1％ 
その他 67 人  5.2％ 

合計 1,300 人  100.0％ 

※ 県内就職率(兵庫県地域創生戦略 KPI)：39.3％（②／①） 
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(6) 公社等 

第３次行革プラン（平成27年度実施計画） 

 

１ 各団体共通の取組み 

(1) 職員数の見直し 

事務事業や組織の徹底した見直し等により、県派遣職員及びプロパー職員の一層の削減に取

り組む。公社経営に直結する収益部門等の従事職員については、経営状況を踏まえたうえで適

正に配置する。 
 
 
 

【職員数】                               （単位：人） 

区  分 

H19.4.1 

 

① 

H26.4.1 

現在 

② 

H27.4.1 

見込 

③ 

 対 H19.4.1 

増 減 

④(③－②) 

増減率 

⑤(④/②) 

増 減 

⑥(③－①) 

増減率 

⑦(⑥/①) 

県 派 遣 職 員 576 424 414 △10 △2.4％ △162 △28.1％ 

 
当初配置職員 576 328 322 △ 6 △1.8％ △254 △44.1％ 

そ の 後 の 業 務 移 管 － 96 92 △ 4 △4.2％ － － 

プ ロ パ ー 職 員 1,880 1,762 1,771 ＋ 9 ＋0.5％ △109 △ 5.8％ 

 

当初配置職員 1,880 1,518 1,507 △11 △0.7％ △373 △19.8％ 

 うち一般行政類似部門 591 387 379 △ 8 △2.1％  △212 △35.9％ 

そ の 後 の 業 務 移 管 － 244 264 ＋20 ＋8.2％ － － 

小 計 2,456 2,186 2,185 △ 1 ＋0.1％ △271 △11.0％ 

県ＯＢ職員の活用 107 160 169 ＋ 9 ＋5.6％ ＋ 62 ＋57.9％ 

計 2,563 2,346 2,354 ＋ 8 ＋0.3％ △209 △ 8.2％ 

※県ＯＢ職員は常勤職員を記載。H27.4.1職員数は現在精査中 

※県派遣職員、プロパー職員の「当初配置職員」は、新行革プラン策定時の所管分野の職員数、

「その後の業務移管」は新行革プラン策定後の業務移管に伴う職員数 

※H27年度のプロパー職員数増加の主なものは、社会福祉事業団の収益部門の職員の適正配置

等に伴う増員 

 
 
(2) 給与の見直し 

① 役員報酬の見直し 

行財政構造改革の趣旨を踏まえ、平成20年４月からの抑制措置を継続 

ア  理事長等の常勤役員 

給料については、人事委員会勧告に基づく県の再任用職員の給料を考慮 

防災監と同様に減額措置の縮小を図る。 

給料月額：△７％→△6.6％ 

地域手当：  ８％→  8.5％ 

期末手当：△25％→△ 20％ 

（役職に応じた加算の減額：△1/2→△2/5、減額率：△３％） 

 



 - 129 -

 
実施状況 

 

１ 各団体共通の取組み 

(1) 職員数の見直し 

・平成27年 4月時点で、県派遣職員(当初配置職員)は、対前年度比18人を削減、対19年度比概

ね50％削減の目標に対し46.2％の減。そのうち県OB職員の活用により9.9％(57人)を削減 

・平成27年4月時点で、プロパー職員(当初配置職員)は、対前年度比25人を削減、対19年度比概

ね 10％の削減目標に対し 20.6％の減。そのうち一般行政類似部門については 8 人を削減、対

19年度比概ね30％の削減目標に対し35.9％の減 

 

【職員数】                                （単位：人） 

区 分 

H27.4.1 

 

⑧ 

対前年度 

増減 

⑨（⑧－②） 

対前年度 

増減率 

⑩(⑨／②) 

対H19.4.1 

増減 

⑪(⑧－①) 

H19.4.1 

増減率 

(⑪／①) 

 

 

H28.4.1 

 

⑫ 

対H19.4.1 

増減 

⑬(⑫－①) 

H19.4.1 

増減率 

(⑬／①) 

 

 

 

H30目標 

（対19増減率） 

 

県派遣職員 415 △ 9 △ 2.1％ △161 △28.0％ 401 △175 △30.4% － 

 
当初配置職員 310 △18 △ 5.5％ △266 △46.2％ 302 △274 △47.6% 概ね△50% 

その後の業務移管 105 ＋9 ＋ 9.4％ ＋ 105 - 99 ＋99 － － 

プロパー職員 1,757 △ 5 △ 0.3％ △123 △ 6.5％ 1,814 △66 △3.5% － 

 

当初配置職員 1,493 △25 △ 1.6％ △387 △20.6％ 1,487 △393 △20.9% 概ね△10% 

 うち一般行政類似部門 379 △ 8 △ 2.1％ △212 △35.9％ 368 △223 △37.7% 概ね△30% 

その後の業務移管 264 ＋20 ＋ 8,2％ ＋264 - 327 ＋327 － － 

小 計 2,172 △14 △ 0.6％ △284 △11.6％ 2,215 △241  △9.8% － 

県ＯＢ職員の活用 164 ＋ 4 ＋ 2.5％ ＋ 57 ＋53.3％ 
 

175 ＋68 ＋63.6% － 

計 2,336 △10 △ 0.4％ △227 △ 8.9％ 2,390 △173 △6.7% － 

※県ＯＢ職員は常勤職員を記載 

※県派遣職員、プロパー職員の「当初配置職員」は、新行革プラン策定時の所管分野の職員数、

「その後の業務移管」は新行革プラン策定後の業務移管に伴う職員数 

※H27年度のプロパー職員数増加の主なものは、社会福祉事業団のリハビリ病院機能の充実に

応じたセラピストの増員など収益部門の職員の適正配置等に伴う増員 
   ※県 OB職員への振替（H27時点）：9.9％=57人（※a）/576人（H19県派遣職員数） 
 

(2) 給与の見直し 

① 役員報酬の見直し 

行財政構造改革の趣旨を踏まえ、平成20年４月からの抑制措置を継続 

ア  理事長等の常勤役員 

給与は、人事委員会勧告に基づく県の再任用職員の給与との均衡を考慮して決定 

特別職・管理職と同様に減額措置を縮小 

給料月額：△７％→△6.6％ 

地域手当： ８％→ 8.5％ 

期末手当：△25％→△20％ 

（役職に応じた加算の減額：△1/2→△2/5、減額率：△３％） 

   （参考）平成28年度からの見直し 

給与は、人事委員会勧告に基づく県の再任用職員の給与との均衡を考慮して決定 

特別職・管理職と同様に減額措置の縮小を図る。 

給料月額：△6.6％→△6.2％ 

地域手当： 8.5％→ 8.75％ 

期末手当：△20％→△ 15％(役職に応じた加算の減額：△2/5→△3/10、減額率：△３％) 

※a 
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第３次行革プラン（平成27年度実施計画） 

 

（参考）役員報酬の見直し状況（年収額ベース）               （単位：万円） 

区 分 
H19年度 

(A) 

H27年度 

(B) 
(B)-(A) 

大規模団体や職務が困難な

団体の理事長等 
922 786 

△136 

(△15%) 

大規模団体の専務理事・常務 

理事や中規模団体の理事長等 
830 683 

△147 

（△18%） 

中小規模団体の専務理事・ 

常務理事等 
738 624 

△114 

（△15%） 

 

イ 非常勤監事 

月額報酬を15％減額、人事委員会勧告に基づく県の再任用職員の給料を考慮 

［標準給料月額］H19年度:240,000円 H27年度:200,000円 

 

 

 

 

 

② プロパー職員の給与の見直し 

ア 給与制度が県に準拠している団体 

・県職員に準じた減額措置を継続 

・収益部門を有する団体については、採算性を確保する観点から、必要に応じて見直し 

［参考］ 

平成20年４月から給料の減額や期末・勤勉手当の減額など、県職員に準じた見直しを実施 

 

 

 

 

 

 

イ 給与制度が県と異なっている団体 

・(社福)兵庫県社会福祉事業団、(公財)兵庫県勤労福祉協会 

独立採算を徹底するなど、自主的な経営基盤を確保する観点から、引き続き見直し 

・ひょうご埠頭㈱、㈱夢舞台 

各団体の経営状況に応じ、引き続き見直し 
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実施状況 

 

（参考）役員報酬の見直し状況（年収ベース）              （単位：万円） 

区 分 
H19年度 

(A) 

H27年度 

(B) 
(B)-(A) 

大規模団体や職務が困難な団

体の理事長等 
922 786 

△136 

（△15％） 

大規模団体の専務理事・常務 

理事や中規模団体の理事長等 
830 683 

△147 

（△18％） 

中小規模団体の専務理事・常務

理事等 
738 624 

△114 

（△15％） 
 

イ 非常勤監事 

月額報酬を15％減額、人事委員会勧告に基づく県の再任用職員の給与との均衡を考慮して決定 

［標準給料月額］H19年度：240,000円 H27年度：200,000円 

 

   （参考）平成28年度からの見直し 

     月額報酬を９％減額、人事委員会勧告に基づく県の再任用職員の給与との均衡を考慮して決定 

［標準給料月額］215,000円 

 

 

② プロパー職員の給与の見直し 

ア 給与制度が県に準拠している団体 

・県職員に準じた減額措置を継続 

・収益部門を有する団体については、必要に応じて更なる見直しを継続 

団体名 主な取組内容 

（社福）兵庫県社会福祉協議会 定期昇給の抑制、管理職手当の削減 

（公財）ひょうご環境創造協会 定期昇給の抑制、期末・勤勉手当の抑制 

新西宮ヨットハーバー（株） 初任給基準の引下げ 

（公財）兵庫県園芸・公園協会 地域手当の廃止 

兵庫県住宅供給公社 地域手当の引下げ 

 

イ 給与制度が県と異なっている団体 

     各団体の経営状況等に応じた見直しを継続 

団体名 主な取組内容 

（社福）兵庫県社会福祉事業団 給料水準の引下げ 

（公財）兵庫県勤労福祉協会 給料水準の引下げ、諸手当の一部廃止 

ひょうご埠頭（株） 初任給基準の引下げ 

（株）夢舞台 定期昇給の抑制 
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第３次行革プラン（平成27年度実施計画） 

 

(3) 県の財政支出の見直し       

 

 

 

 

 

           （単位：百万円） 

区  分 
当初予算額 増 減 

④(③－②) 

増減率 

④／② H19年度① H26年度② H27年度③ 

委 託 料 
43,271  

(9,643) 

25,775  

( 5,664) 

26,827  

( 5,537) 

＋1,052  

(△  127) 

＋ 4.1％  

(△ 2.2％) 

補 助 金 
5,393  

(4,710) 

5,303  

( 3,472) 

4,892  

( 3,399) 

△  411  

(△   73) 

△ 7.8％  

（△ 2.1％) 

基金充当額 5,637  4,427  3,750  △ 677  △15.3％  

計 
54,301  

(14,353) 

35,505  

( 9,136) 

35,469  

( 8,936) 

△   36  

(△  200) 

△ 0.1％  

(△ 2.2％) 

※（ ）内は一般財源 
※H27年度の委託料増加の主なものは、まちづくり技術センターの流域下水道維持管理事業費等

に係る電気料金及び修繕費の増加等 
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実施状況 

 
(3) 県の財政支出の見直し    

・園芸・公園協会による尼崎の森中央緑地、あわじ石の寝屋緑地の維持管理、但馬空港ターミナ

ルによる空港本体との一体運営など、新たに県から移管された業務が加わったこと等により、

県の財政支出（一般財源）は349百万円増（平成26年度比3.8％増） 

・平成30年度の県の財政支出（一般財源）は79億円程度（平成19年度比44.7％減）となる見

込みに対し、平成27年度実績では96億円（平成19年度比33.1％減）  

                                    （単位：百万円） 

区 分 
実績 対前年度増減 

⑦(⑥－⑤) 

増減率 

(⑦／⑤) 

 

対H19増減 

⑧(⑥－①) 

増減率 

⑧/① H26年度⑤ H27年度⑥ 

委 託 料 
24,809  

(  5,873) 

26,057  

(  6,194) 

＋1,248    

(＋  321) 

＋ 5.0％  

(＋ 5.5％) 

△17,214 

(△ 3,449) 

△39.8％  

(△35.8％) 

補 助 金 
5,280  

(  3,387) 

5,846  

(  3,415) 

＋  566  

(＋   28) 

＋10.7％  

(＋ 0.8％) 

＋   453 

(△ 1,295) 

＋ 8.4％  

(△27.5％) 

基金充当額 4,244  3,700  △  544  △12.8％  △ 1,937 △34.4％  

計 
34,333  

(  9,260) 

35,603  

(  9,609) 

＋1,270  

(＋  349) 

＋ 3.7％  

(＋ 3.8％) 

△18,698 

(△ 4,744) 

△34.4％  

(△33.1％) 

   ※ （ ）は一般財源 
 

（参考）当期収支（当期一般正味財産増減額等）がマイナスとなった団体 

団 体 名 要  因 

芸術文化協会、科学技術協会、

体育協会 
収支相償の観点から計画的な支出を行ったため 

園芸･公園協会 一時的な支出を要したため 

海づくり協会 保有する債券の会計処理を変更したため 

※取崩型基金を活用して事業を展開している阪神・淡路大震災復興基金を除く 
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第３次行革プラン（平成27年度実施計画） 

 

(4) 運営の透明性の向上等 

区 分 内 容 団体数 備 考 

情報公開

の推進 

業務・財務に関する情報のホー

ムページによる情報公開 
全32団体  

県ホームページにおける団体

の基本情報の一元的提供 
全32団体  

県の出資等に係る法人の経営

状況説明 
23団体 

全32団体のうち、財政状況の公表等に

関する条例の対象となる団体全て 

監査体制

の強化 

外部 

監査 

会計監査人を設置 4団体 法令により設置が義務付けられている団体全て 

独自に外部監査を実施 6団体  

監事 全32団体 
経理事務精通者を選任。うち11団体に 

おいては公認会計士、税理士を登用 

契約手続

の適正化 

経理規程の整備 全32団体  

 
県に準じた会計規程の整備 全32団体  

 
(5) 継続的なフォローアップの強化 

① 公社等経営評価委員会による点検・評価 

・公社等経営評価委員会により、毎年度の決算を踏まえた経営状況の点検・評価や経営課題等

に応じた専門的な指導・助言を実施 
・各団体による経営や改革の達成状況等の自己点検の実施 

 

 

② 資金運用指針に基づく取組みの推進 

・兵庫県資金管理委員会の指導・助言を得ながら安全かつ有利な資金運用を推進 
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実施状況 

 
(4) 運営の透明性の向上等 

区 分 内 容 団体数 備 考 

情報公開

の推進 

業務・財務に関する情報のホー

ムページによる情報公開 
全32団体  

県ホームページにおける団体の

基本情報の一元的提供 
全32団体  

県の出資等に係る法人の経営状

況説明 
23団体 対象となる団体全て 

監査体制

の強化 

外部 

監査 

法令により会計監査人

を設置 
4団体 

(公財)ひょうご産業活性化センター 

(公社)兵庫みどり公社、新西宮ヨット

ハーバー(株)、(株)夢舞台 

独自に外部監査を実施 3団体 
(公財)兵庫県芸術文化協会、兵庫県土

地開発公社、(公財)兵庫県体育協会 

監事 全32団体 
経理事務精通者を選任。うち11団体に 

おいては公認会計士、税理士を登用 

契約手続

の適正化 

経理規程の整備 全32団体  

 
県に準じた会計規程の整備 全32団体  

 

(5) 継続的なフォローアップの強化 

① 公社等経営評価委員会による点検・評価 

・公社等経営評価委員会において、各公社等の取組状況のヒアリングを行うなど、点検・評価

を実施 
・委員会：６回（平成27年７月～平成28年３月） 
・公社等経営評価委員会報告を知事に提出（平成27年９月） 

 

② 資金運用指針に基づく取組みの推進 

・兵庫県資金管理委員会の指導・助言を得ながら安全かつ有利な資金運用を推進 
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 (7) 自主財源の確保 

第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

ア．県 税 

１ 目標 

徴収歩合が全国平均を上回るとともに、収入未済額を税源移譲の影響が平年度化した平成 21 年度

（23,641 百万円）から 25％縮減することを目標に、税収確保対策を充実・強化 

 

 

 【徴収歩合の推移】                              （単位：％） 

区 分 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

兵庫県① 96.0 96.0 96.4 96.6  97.0  97.1 97.8 

全国平均② 96.1 96.0 96.2 96.5  96.9  97.0 97.7 

①－② △ 0.1 ± 0.0 ＋ 0.2 ＋ 0.1 ＋0.1 ＋0.1 ＋0.1 

    ※ 兵 庫 県：H26・27 年度は当初予算における数値 

    ※ 全国平均：H26・27 年度は地方財政計画等を参考に算定した試算値 

 

 

 

 

 

 

 

 

【収入未済】                              （単位：百万円） 

 

H21 年度 H26 年度 H27 年度 対 H21 年度 

 

① 

 

② 

見 込 

③ 

増 減 

④(③－②) 

増減率 

⑤(④/②) 

増 減 

⑥(③－①) 

増減率 

（⑥/①） 

収入未済額 23,641 15,540 15,354 △186 △1.2％ △8,287 △35.1％ 

        ※ H26・27 年度は当初予算における数値 

 

２ 税収確保対策の充実・強化 

 (1) 個人県民税の滞納対策の強化 

  ① 「個人住民税等整理回収チーム」を17市町に派遣。共同で滞納整理を実施するとともに、困難

事案への助言、徴収事務マネージメント指導等を通じて市町の徴収能力・自己解決能力向上を支援 
  ② 給与所得者の特別徴収の実施率向上に向け、市町と連携して源泉徴収義務者である事業者に対す

る指導、関係団体への協力依頼などの取組みを実施 
  ③ 県民局単位で連絡会議や研修会を開催し、共同徴収や共同催告などの滞納対策を実施 
 

 

 

 

 (2) 不正軽油対策の強化 

  ① 不正軽油の販売先となりやすい小規模事業所への重点調査や県発注の公共工事現場、軽油販売業

者、路上での抜取調査など、不正軽油撲滅に向けた取組みを実施 
  ② 関係機関と協力し、不正軽油の摘発に取り組むとともに、近畿府県等と連携した軽油抜取調査強

化月間（６月及び10月）の設定などの広域対策を実施  
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実施状況 

ア．県 税 

１ 目標 

 〔徴収歩合実績〕 

ウエイトの高い個人県民税で前年度を0.6ポイント上回ったこと、前年度に続き自動車税や個人事業

税で現年度課税分の早期納税の促進や滞納対策の強化を図ったことにより、県税全体では98.0％と前

年度より0.5ポイント上昇したものの、目標とする全国平均（98.1％）を0.1ポイント下回った。 

 

【徴収歩合の推移】                              （単位：％） 

区 分 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

県税合計 96.0 96.0 96.4 96.6 97.0 97.5 98.0 

主

な

税

目 

個人県民税 93.7 93.2 93.2 93.2 94.1 94.6 95.2 

法人関係税 98.9 98.9 99.2 99.3 99.5 99.6 99.7 

自動車税 95.0 95.5 96.0 96.6 97.1 97.6 98.0 

軽油引取税 95.0 96.6 99.0 99.6 99.3 99.4 99.4 

不動産取得税 86.6 88.4 88.8 91.8 92.9 95.4 95.8 

個人事業税 89.9 89.9 91.0 92.6 94.3 95.5 96.4 

(参考)全国平均 96.1 96.0 96.2 96.5 96.9 97.4 98.1 

 

 〔収入未済額実績〕 

県税全体の収入未済額の約８割を占める個人県民税について、個人住民税等整理回収チームによる

滞納対策の強化や特別徴収の徹底等に取り組んだことから、10,298 百万円（43.6％）減少した。 

【収入未済】                              （単位：百万円） 

  

H26 年度 H27 年度 対 H21 年度 

実 績 

⑦ 

実 績 

⑧ 

増 減 

⑨(⑧－⑦) 

増減率 

 ⑩(⑨/⑦) 

増 減 

⑪(⑧－①) 

増減率 

⑧/① 

収入未済額 14,963 13,343  △1,620 

 
△10.8％ △10,298 △43.6％ 

 

２ 税収確保対策の充実・強化 

 (1) 個人県民税の滞納対策の強化 

  ① 「個人住民税等整理回収チーム」を市町に派遣（～平成27年度）することで、徴収能力向上を

支援し、個人住民税の滞納整理を強化 

・派遣市町数 17 市町（赤穂市、西脇市、宝塚市、小野市、篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、

淡路市、宍粟市、たつの市、多可町、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、上郡町） 

・処理済税額：1,671 百万円（うち個人住民税：557 百万円） 

② 個人住民税の特別徴収を徹底するため、市町と連携して未実施事業所を指導 

・文書指導：6,738 事業所、訪問指導：215 事業所 

税理士会等関係団体を訪問し、会員へのチラシ配布や会報等への啓発文掲載を依頼 

（参考）特別徴収義務者の指定状況 H27：80.5％ 

  ③ 県と市町の連携を強化し収入未済額の縮減を図るため、地域別会議、共同催告・共同徴収のほ

か、地域別に市町職員を対象とした徴収研修(９地域、110人)を実施  

 (2) 不正軽油対策の強化 

① 重点調査対象の小規模事業所のほか、路上抜取調査や大口需要家等の事業所及び免税軽油使用

者に対する抜取調査を実施（546カ所、855件）し、３者に対し課税処分（②を除く）を行うとと

もに、適正な取扱いについて強力に指導 

② 知事の承認を得ることなく不正に軽油を製造・販売した販売業者等を神戸地検に告発 

   [地方税法違反（製造承認義務違反・脱税） 脱税額 385百万円・課税処分 691百万円] 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

(3) 民間委託の活用 

公権力の行使に直接関係しない業務について、費用対効果等を勘案の上、民間委託の活用を検討 
 

 (4) 課税調査の強化 

法人事業税外形標準課税法人や個人事業税の対象事業者に対する現地調査や書面調査を実施 

 

 (5) 滞納対策の強化 

  ① 滞納整理ガイドライン、滞納整理マネジメントマニュアルに基づく滞納処分等の計画的推進 
② 悪質な滞納者に対して、差押財産の捜索やタイヤロックによる自動車の差押え等を実施 
③ インターネット等を活用した公売を実施（年８回） 
④ 自動車税や個人事業税の現年滞納分について全県一斉催告等により処理を促進（自動車税：年

４回、個人事業税：年２回） 
⑤ 確定延滞金への一斉催告、高額延滞金（50万円以上）の進行管理等により未済延滞金の徴収強

化 

  ⑥ 税負担の公平性を確保し、県税滞納の未然防止を図るため、県税納税証明書の提出を求める事業

の範囲を委託事業にも拡大 

 

(6) 制度改正に向けた働きかけの強化 

① 地方創生のための税制度 
人や企業が東京よりも地方を志向する税のしくみとして地域別の法人税率の設定や個人住民税

の地域別課税制度の導入等 
② 消費税 

経済情勢の好転を図るための経済対策等を実施し、税率10％への着実な引上げ 
  地方消費税 

清算基準について実際の消費者である「人口」の比率を高める方向への見直し 
③ 地方法人課税 
・地方法人特別税等の維持 
・法人事業税について事業実態を反映できる分割基準への見直し、外形標準課税の拡大等 

④ 地球温暖化対策のための税 
一定割合の地方財源化 

⑤ 自動車取得税 
段階的廃止に伴う減収分にかかる確実な代替財源の確保 

⑥ ゴルフ場利用税 
現行制度の堅持 

⑦ 個人県民税 
徴収取扱費交付金について市町の努力を反映する制度への見直し 
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実施状況 

 

(3) 民間委託の活用 

公権力の行使に直接関係しない業務について、民間委託の活用を内部検討 
 
 (4) 課税調査の強化 

法人事業税外形標準課税法人や個人事業税の対象事業者に対する現地調査や書面調査を実施 

（法人事業税調査件数84件、個人事業税調査件数1,106件） 

 (5) 滞納対策の強化 

① 滞納整理ガイドライン、滞納整理マネジメントマニュアル及び滞納整理支援システムを活用し、

滞納処分等を計画的に推進 

② 悪質な滞納者に対して、差押財産の捜索やタイヤロックによる自動車の差押え等を実施 

・捜索による差押え（52カ所実施、差押財産数：122件、捜索による徴収額：２百万円） 

・タイヤロック前提納税交渉（対象：264件、税額66百万円、活用による徴収額：37百万円） 

③ インターネット等を活用した公売を実施（年７回）（落札物件：42件、落札額：９百万円） 

④ 自動車税や個人事業税の現年滞納分について全県一斉催告等により処理を促進（自動車税：年

５回150,475件、個人事業税：年３回2,498件） 

  ⑤ 税負担の公平性を確保し、県税滞納の未然防止を図るため、委託事業についても、県税納税証

明書の提出を要件化。 

 

(6) 制度改正に向けた働きかけの強化 

「平成28年度国の予算編成等に対する提案」（７月、11月）及び全国知事会（７月、11月）、兵庫

県地方分権推進自治体代表者会議（８月、12月）等を通じて提案 

（提案内容） 

① 地方創生のための税制度 
人や企業が東京よりも地方を志向する税のしくみとして地域別の法人税率の設定や個人住民税

の地域別課税制度の導入等 
② 消費税 

経済情勢の好転を図るための経済対策等を実施し、税率10％への着実な引上げ 
  地方消費税 

清算基準について実際の消費者である「人口」の比率を高める方向への見直し 
③ 地方法人課税 
  法人事業税について事業実態を反映できる分割基準への見直し、外形標準課税の拡大等 
④ 地球温暖化対策のための税 

一定割合の地方財源化 
⑤ 自動車取得税 

段階的廃止に伴う減収分にかかる確実な代替財源の確保 
⑥ ゴルフ場利用税 

現行制度の堅持 
⑦ 個人県民税 

徴収取扱費交付金について市町の努力を反映する制度への見直し 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

イ．課税自主権の活用 

１ 法人県民税超過課税 

 (1) 第９期分超過課税の内容 

  ① 税  率：法人税額の 0.8％（標準税率 3.2％） 
  ② 期  間：平成 26 年 10 月１日～平成 31年 9月 30 日までに開始する事業年度分 
  ③ 中小法人等に対する不均一課税： 

中小法人（資本金または出資金額が１億円以下で、かつ、法人税額が年 2,000 万円

（第８期は年 1,500 万円）以下の法人）等は、標準税率を適用 
④ 税収見込：130 億円程度 

 

 （計画額・収入実績）                          (単位：億円) 

区分 H27 H28 H29 H30 H31 H32 計 

計画額 13 26 26 26 26 13 130 

収入額(※) 14       

  ※H27：当初予算 

 

 (2) 活用事業 

    ① 勤労者の能力向上と労働環境の整備への支援 

(ｱ) 勤労者の能力向上の支援 

     ひょうご若者就業トライやるプログラム、短期職場体験就業事業、大学生インターンシップ推

進事業、中小企業合同研修等支援事業、障害者雇用促進事業、女性起業家等支援事業、シニア起

業家支援事業、高齢者コミュニティ・ビジネス離陸応援事業、異業種交流活性化支援事業、ひょ

うご女性再就業応援プログラム、地場産品マーケット対応力強化事業 

(ｲ) 勤労者の労働環境の整備 

労働環境対策事業、企業のメンタルヘルス等推進事業、勤労者健康づくり運動施設整備・運

動教室支援事業、企業における女性特有のがん検診受診促進事業 

(ｳ) 仕事と生活の調和の取組支援 

ひょうご仕事と生活センター事業、中小企業育児・介護等離職者雇用助成事業、中小企業育

児休業・介護休業代替要員確保支援事業 

   ②  子育てと仕事の両立支援 

     分園保育促進事業、多子世帯保育料軽減事業、乳幼児子育て支援事業、認定こども園整備等促進

事業、小規模児童クラブ運営支援事業 

   ③  子育て世帯への支援 

    こども医療費助成事業 

 

２ 法人事業税超過課税 

  本県経済の発展に向け、次世代を担う成長分野での産業育成や、世界に通用するオンリーワン企業の

創出、少子高齢・人口減少社会の地域を支える産業の振興など、新たな経済・雇用活性化プランの策定

内容にあわせ、充当事業の内容を精査のうえ、検討する。 

 

 

（計画額・収入実績）                            （単位：億円） 

区分 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 計 

計画額 16 47 50 50 51 35 1 250 

収入額(※) 19 58 62 67 76 53   

※H22～H25：決算額、H26：決算見込、H27：当初予算 
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実施状況 

イ．課税自主権の活用 

１ 法人県民税超過課税 

 (1) 第９期分超過課税の内容 

  ① 税  率：法人税額の 0.8％（標準税率 3.2％） 
  ② 期  間：平成 26 年 10 月１日～平成 31年 9月 30 日までに開始する事業年度分 
  ③ 中小法人等に対する不均一課税： 

中小法人（資本金または出資金額が１億円以下で、かつ、法人税額が年 2,000 万円

（第８期は年 1,500 万円）以下の法人）等は、標準税率を適用 
④ 税収見込：130 億円程度 

 

 （計画額・収入実績）                          (単位：億円) 

区分 H27 H28 H29 H30 H31 H32 計 

計画額 13 26 26 26 26 13 130 

収入額(※) 14 32      

  ※H27：決算見込、H28：当初予算 

 

 (2) 活用事業 

区  分 事 業 名 

勤労者の能力向 
上と労働環境の 
整備への支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜勤労者の能力向上＞ 
大学生インターンシップ推進事業、ひょうご若者就労支援プログラム、中
小企業合同研修等支援事業、短期職場体験就業事業、障害者体験ワーク事
業、障害者雇用拡大支援事業、ひょうご女性再就業応援プログラム、特例
子会社・事業協同組合設立等助成金事業、女性起業家支援事業、シニア起
業家支援事業、高齢者コミュニティ・ビジネス離陸応援事業、異業種交流
活性化支援事業、地場産品マーケット対応力強化事業 

＜勤労者の労働環境の整備＞ 
労働環境対策事業、企業のメンタルヘルス等推進事業、勤労者健康づくり
運動施設整備・運動教室支援事業、企業における女性特有のがん検診受診
促進事業 

＜仕事と生活の調和の取組支援＞ 
ひょうご仕事と生活センター事業、中小企業育児・介護等離職者雇用助成
事業、中小企業育児・介護代替要員確保支援事業 

子育てと仕事の 
両立支援 

多子世帯保育料軽減事業、乳幼児子育て応援事業、認定こども園整備等促進
事業、診療所型小規模病児保育事業 

子育て世帯への 
支援 

こども医療費助成事業 
 

 
 

２ 法人事業税超過課税 

 (1) 第８期分の実施 

  「ひょうご経済・雇用活性化プログラム」（H23～H25）及び「ひょうご経済・雇用活性化プラン」

（H26～H30）の具体化を図り、次世代を担う成長分野での産業育成や、世界に通用するオンリーワン

企業の創出、少子高齢・人口減少社会の地域を支える産業の振興など、兵庫の強みを活かし、やる気

を伸ばす事業に充当 

（第８期分計画額・収入実績）                     （単位：億円） 

区分 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 計 

計画額 16 47 50 50 51 35 1 250 

収入額(※) 20 59 63 68 79 57 2 348 

※H22～H26：決算額、H27：決算見込、H28：当初予算 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 県民緑税 

緊急防災林整備、里山防災林整備、混交林整備、野生動物育成林整備及び住民参画型森林整備の計

画的な推進を図る「災害に強い森づくり事業」や、都市地域等における環境改善や防災性の向上を図

る「県民まちなみ緑化事業」について、第２期事業の効果を検証し、充当事業の内容を精査のうえ、

検討する。 
 
（計画額・収入実績）                            (単位：億円) 

区分 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 計 

計画額 18 24 24 24 24 5 1 120 

収入額(※) 18 23 24 24 24    

※H23～H25：決算額、H26：決算見込、H27：当初予算 
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実施状況 

 

 (2) 延長の決定（第９期分の内容） 

   「ひょうご経済・雇用活性化プラン」に基づく将来を見据えた革新的な施策や持続的な経済活動

を支える安全基盤整備を推進するため、引き続き、法人事業税超過課税を実施 

  ① 税  率：標準税率の1.05 倍 

  ② 期  間：平成28年３月12日から平成33年３月11日までに終了する事業年度分 

  ③ 対象法人：資本金または出資金額が１億円を超え、または、所得金額が年7,000万円（収入金額

課税法人は収入金額が5.6億円）を超える法人 

  ④ 税収見込：400億円程度 

（第９期分計画額・収入実績）                     （単位：億円） 

区分 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 計 

計画額 24 73 78 81 84 58 2 400 

収入額(※) 28 88  

※H27：決算見込、H28：当初予算 

 

  ⑤ 活用事業 

区  分 事 業 概 要 

ものづくり産業とサービス産業の
バンスのとれた「産業力」の強化 
 

・成長産業の創出や科学技術基盤の強化・活用の促進 
・産業立地条例による立地支援制度の拡充 
・ものづくり産業の競争力強化や中小企業技術力の強 

化、中小企業の新事業展開の促進 

県民の潜在力と政労使一体となっ
た取組を生かした「人材力」の強
化 

・UJI ターン就職など若者の県内定着就労の促進 
・ものづくり大学校等におけるものづくり人材の育成 

兵庫のネットワークを生かした
「国際力」の強化 

・外国人観光客受入基盤整備等のインバウンドの推進 
・中小企業の海外事業展開の推進 

産業立地基盤整備・防災力強化の
推進 

・道路、神戸空港、港湾等の整備 
・多数が利用する建築物の耐震化や津波防災インフラ 
 の整備 

 
 

３ 県民緑税 

 (1) 第２期分の実施 

   台風災害等における土石流による谷筋の立木等の流出等の新たな課題への対応も踏まえつつ、森

林の防災面での機能向上を図る「災害に強い森づくり」や、都市における環境改善や防災性の向上

を図る「県民まちなみ緑化事業」を実施 

（第２期分計画額・収入実績）                      (単位：億円) 

区分 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 計 

計画額 18 24 24 24 24 5 1 120 

収入額(※) 18 24 24 24 25 6 (1) 122 

※H23～H26：決算額、H27：決算見込、H28：当初予算、H29：見込額 
 
 (2) 延長の決定（第３期分の内容） 

   平成 26年８月豪雨災害による斜面崩壊・流木発生対策など新たな課題にも対応しつつ、災害に強

い森づくりや都市の緑化を一層推進するため、引き続き県民緑税を実施 

  ① 超過税率 

ア 個人：800 円（標準税率（均等割額 1,000 円）） 

イ 法人：標準税率の均等割額の 10％相当額 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 法定外税 

地方税財政制度の動向や社会経済情勢の変化等を踏まえ、新たに生じる財政需要に対応するため、

法定外税導入の可能性を検討する。 
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実施状況 

 

  ② 適用期間 

ア 個人：平成 28～32 年度分 

イ 法人：平成 28年４月１日～平成 33年３月 31日までの間に開始する各事業年度分 

  ③ 税収見込：120 億円程度 

（第３期分計画額・収入実績）                      (単位：億円) 

区分 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 計 

計画額 18 24 24 24 24 5 1 120 

収入額(※) 18  

※H28：当初予算（第３期分のみ） 
 
  ④ 活用事業 

区  分 事 業 名 等 

災害に強い森づくり 
 
 

・緊急防災林整備   ・針葉樹林と広葉樹林の混交整備 
・里山防災林整備   ・野生動物共生林整備 
・住民参画型森林整備 ・都市山防災林整備 

県民まちなみ緑化事業 
 
 

・空き地、広場、公園等への植樹 
・校園庭、ひろば、駐車場の芝生化 
・建築物の屋上緑化、壁面緑化 
・大規模都心緑化 

 
４ 法定外税 

  地方税財政制度の動向や社会経済情勢の変化等を踏まえ、新たに生じる財政需要に対応するため、

法定外税導入の可能性を検討 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

ウ．使用料・手数料、貸付金償還金 

１ 使用料・手数料 

【機械器具の新設、事務の増等に伴い、使用料・手数料を新設】 
 

区 分 内 容 

工業技術センター

機械器具使用料 

区分 料金 

分析走査電子顕微鏡 3,400 円/時間 

マイクロフォーカスＸ線透視装置 2,500 円/時間 

エネルギー分散型Ｘ線分光分析装置 800 円/時間 
 

県民会館駐車場の

夜間使用料 

区分 料金 

バス・トラック 200 円/60 分 

その他 100 円/60 分 

（夜間：22:30～8:00） 

県立尼崎総合医療

センター（仮称） 

特別室使用料 

特別病室面積 病室数 料金 

11.3～11.7 ㎡ ９室  8,200 円/日 

11.9～12.5 ㎡ 23 室 10,300 円/日 

14.2～16.5 ㎡ 76 室 13,400 円/日 

30.9 ㎡ ３室 32,500 円/日 
 

地域の自主性及び自

立性を高めるための

改革の推進を図るた

めの関係法律の整備

に関する法律（第４次

一括法）の施行により

設定する手数料 

区分 料金 

食品衛生法 
食品衛生管理者養成施設 

登録申請手数料 

150,000 円/件 

他１ 

食鳥処理の事業の規

制及び食鳥検査に関

する法律 

食鳥処理衛生管理者 
養成施設登録申請手数料 

150,000 円/件 

他１ 

土壌汚染対策法 
指定調査機関 

指定申請手数料 

30,900 円/件 

他２ 

 

道路交通法に関す

る警察手数料 

区分 料金 

自転車運転者講習手数料 5,700 円/件 

 

マンションの建替え

等の円滑化に関す

る法律に関する手

数料 

耐震性不足の認定を受けたマンションを建て替える際に、容積率の特例許

可を申請する場合の手数料を設定 

 160,000 円/件 

長期優良住宅の普

及の促進に関する

法律に関する手数

料 

建築物の床面積に応じ、登録住宅性能評価機関が発行する「設計住宅性能

評価書」を活用して申請する場合の手数料を設定 

 一戸建て住宅・200 ㎡以内：20,000 円 他 

 



 

 - 147 -

 

実施状況 

ウ．使用料・手数料、貸付金償還金 

１ 使用料・手数料 

【機械器具の新設、事務の増等に伴い、使用料・手数料を新設】 
 

区 分 内 容 

工業技術センター

機械器具使用料 

区分 料金 

分析走査電子顕微鏡 3,400 円/時間 

マイクロフォーカスＸ線透視装置 2,500 円/時間 

エネルギー分散型Ｘ線分光分析装置 800 円/時間 
 

県民会館駐車場の

夜間使用料 

区分 料金 

バス・トラック 200 円/60 分 

その他 100 円/60 分 

（夜間：22:30～8:00） 

県立尼崎総合医療

センター（仮称） 

特別室使用料 

特別病室面積 病室数 料金 

11.3～11.7 ㎡ ９室  8,200 円/日 

11.9～12.5 ㎡ 23 室 10,300 円/日 

14.2～16.5 ㎡ 76 室 13,400 円/日 

30.9 ㎡ ３室 32,500 円/日 
 

地域の自主性及び自

立性を高めるための

改革の推進を図るた

めの関係法律の整備

に関する法律（第４次

一括法）の施行により

設定する手数料 

区分 料金 

食品衛生法 
食品衛生管理者養成施設 

登録申請手数料 

150,000 円/件 

他１ 

食鳥処理の事業の規

制及び食鳥検査に関

する法律 

食鳥処理衛生管理者 
養成施設登録申請手数料 

150,000 円/件 

他１ 

土壌汚染対策法 
指定調査機関 

指定申請手数料 

30,900 円/件 

他２ 

 

道路交通法に関す

る警察手数料 

区分 料金 

自転車運転者講習手数料 5,700 円/件 

 

マンションの建替え

等の円滑化に関す

る法律に関する手

数料 

耐震性不足の認定を受けたマンションを建て替える際に、容積率の特例許

可を申請する場合の手数料を設定 

 160,000 円/件 

長期優良住宅の普

及の促進に関する

法律に関する手数

料 

建築物の床面積に応じ、登録住宅性能評価機関が発行する「設計住宅性能

評価書」を活用して申請する場合の手数料を設定 

 一戸建て住宅・200 ㎡以内：20,000 円 他 

建築基準法令の規

定の適用を受けな

い建築物の移転を

する場合の制限の

緩和に係る認定申

請手数料 

建築基準法令の規定の適用を受けない建築物を他の敷地へ移転する場合に

おいて、当該移転が交通上、安全上等支障がないかを審査し、認定する場

合の手数料を設定 

27,000 円/件 
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他 

 

第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

【既存の使用料・手数料の見直し】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 貸付金償還金等 

 (1) 債権管理目標の設定 

   平成 25～27 年度までの３年間を集中回収期間と位置づけ、計画的に収入未済額縮減に取り組む。 

① 目標達成に向けた取組の進行管理の実施 

債権管理推進本部の下、各部局の債権管理委員会において、以下の取組を実施 

ア 債権管理目標の達成に向けた取組の推進 

各債権所管課において目標達成に向けた取組を推進し、進捗状況を債権管理推進本部へ報告 

債権管理推進本部において進行管理等を実施 

イ 収入未済額縮減に有効な債権回収手法の検討 

収入未済額縮減に向けた課題を整理し、他部局や他自治体の取組事例を参考に課題解決に有

効な債権回収手法について各部局の債権管理委員会において検討 

 

  ② 債権管理支援チームによる支援 

債権所管課職員の専門的・法的知識の向上や徴収ノウハウの全庁共有を図るため、徴収実務経

験のある講師等を招聘して研修会を開催するとともに日常的な相談助言を継続 

          

③ 徴収力の強化 

   ア 県税との連携による徴収力強化(強制徴収公債権) 

県税滞納者と共通する滞納者に対して、県税との共同滞納整理を実施するとともに、県税が

保有する滞納者の財産情報等を国税徴収法に基づき他の強制徴収公債権に活用するなど、県税

との連携を強化 

   

 

区 分 内 容 

運転免許試験手数

料等 

区分 現行 改定後 

普通一種

免許に

係る試験 

指定自動車教習所卒業者 1,800 円 1,750 円 

特定失効者（うっかり失効等） 1,900 円 1,850 円 

更新時

講習 

優 良運転者  600 円  500 円 

一 般運転者   950 円  800 円 
 

建築基準法に基づ

く申請手数料 

建築主事が、新築工事の仮使用認定を行う際の手数料を設定 

 120,000 円/件 
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他 

 

実施状況 

 

【既存の使用料・手数料の見直し】 

 

２ 貸付金償還金等 

(1) 進捗状況 

① 平成 24 年度以前分 

収入未済額 11,673 百万円のうち、8,890 百万円（76.2％）は、財産調査・督促等実施し、全額

回収・分納処理・回収困難債権に決定するなど処理 

この結果、平成 27年度末の収入未済額は 9,409 百万円（△2,264 百万円） 

一方で、23.8％の 2,783 百万円は、処理方針が未決定 

 

  ② 平成 25 年度～27 年度分 

新たに発生した収入未済額の 2,166 百万円のうち、684 百万円を処理 

この結果、平成 27年度末の収入未済額は 1,738 百万円（△428 百万円） 

 

（単位：百万円）  

区 分 
収 入 

未済額 

処理済 

(方針決定済) 

処理方針未決定 

(H28 以降処理するもの) 
（参考）H27 末の状況 

金額 処理率 金額 未処理率 
回収額・ 

債権放棄額 
収入未済額 

H24 以前分 11,673 8,890 76.2％ 2,783 23.8％ 2,264 9,409 

H25～27 分 2,166 684 31.6％ 1,482 68.4％ 428 1,738 

計 13,839 9,574 69.2％ 4,265 30.8％ 2,692 11,147 
 

区 分 内 容 

運転免許試験手数

料等 

区分 現行 改定後 

普通一種

免許に

係る試験 

指定自動車教習所卒業者 1,800 円 1,750 円 

特定失効者（うっかり失効等） 1,900 円 1,850 円 

更新時

講習 

優 良運転者  600 円  500 円 

一 般運転者   950 円  800 円 
 

建築基準法に基づ

く申請手数料 

建築主事が、新築工事の仮使用認定を行う際の手数料を設定 

 120,000 円/件 

建築士事務所登録

手数料等 

区分 現行 改定後 

建築士事務所登

録手数料 

一級建築士事務所 15,000 円 17,000 円 

二級建築士事務所又

は木造建築士事務所 
10,000 円 12,000 円 

建築士事務所登

録更新手数料 

一級建築士事務所 15,000 円 17,000 円 

二級建築士事務所又

は木造建築士事務所 
10,000 円 12,000 円 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

   イ 債権回収専門会社への外部委託(私債権) 

     悪質な債務者に対する回収圧力を強化するため、債権回収専門会社への外部委託を継続 

     （対象債権）母子寡婦福祉資金貸付金、県営住宅使用料、高等学校奨学資金貸付金 

地域改善対策奨学資金貸付金  

   ウ 兵庫県債権管理標準マニュアルに基づく徴収の実施 

兵庫県債権管理標準マニュアルに基づき、債務者に対する文書や電話、訪問による催告等を

徹底することに加え、悪質な債務者には支払督促の申立等の法的措置を実施 

  エ 住民基本台帳ネットワークシステムの活用による回収手続の実施 

住民基本台帳ネットワークを活用した滞納者の所在確認を実施し、滞納者に対する回収手続

きを推進 

 

  ④ 滞納の未然防止 

   ア 県保有情報活用に係る本人同意の徴求 

貸付決定時に本人同意を得た上で、県税を始めとする県保有情報を活用した債権回収の手法

について検討 

⑤ 債権放棄の実施 

    合理的方策を講じても、回収が困難である債権については、条例に基づいて債権を放棄 

 

 (2) 災害援護資金貸付金（阪神・淡路大震災に係るもの） 

   平成 27年４月以降順次到来する県から国への償還期限について、３年間の再々延長（当初の償還

期限から通算 11 年）が認められたことを踏まえ、関係各市に一層の償還努力を促すとともに、国に

対して、償還免除対象の要件拡大等について、関係各市とともに引き続き要望等を行う。 

 

 

 

 

 （災害援護資金貸付金の貸付・償還状況） （単位：件、千円）

区分 県 神戸市 合計
件数 24,750 31,672 56,422
金額 53,180,434 77,692,200 130,872,634

（単位：件、千円）

金額
件数 金額 ａ 件数 金額 ｂ 増減(b-a)

償還免除実績 2,649 5,069,981 2,887 5,482,067 412,086
県 826 1,417,024 901 1,533,464 116,440

神戸市 1,823 3,652,957 1,986 3,948,603 295,646
償還実績 42,600 109,182,873 43,042 109,853,756 670,883

県 19,414 45,843,990 19,657 46,160,621 316,631
神戸市 23,186 63,338,883 23,385 63,693,135 354,252

未償還 11,173 16,619,780 10,493 15,536,811 △ 1,082,969
県 4,510 5,919,420 4,192 5,486,349 △ 433,071

神戸市 6,663 10,700,360 6,301 10,050,462 △ 649,898

年度
区分

平成25年９月30日現在 平成26年９月30日現在

貸付実績
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実施状況 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 災害援護資金貸付金（阪神・淡路大震災に係るもの） 

① 免除要件の拡大 

東日本大震災と同等の取扱いの適用等について、国・市を交えて協議を行った結果、H27.4 月に

内閣府から、当初の履行期限から 10 年を経過した借受人等の償還免除の取扱いについて下記のと

おり通知があった。 

  （償還免除の取扱） 

   借受人、保証人がともに以下に該当し、無資力又はこれに近い状態である場合には免除すること

が可能 

・破産・民事再生により債務責任を免れた者 

・生活保護を受給している場合等、現に償還できていない者 

・少額償還者のうち、今後、借受人等が現に償還できていない状態となり、かつ将来にわたって

も債務を弁済できる見込みがない、と市が客観的に判断できる者 

 

② 国への提案 

上記通知に基づく免除を行ってもなお、各市において徴収困難なケースが残ること等から、下

記のとおり国に提案を行った。 

・平成２７年４月の要件拡大に基づく免除処理を行った後も、行方不明者等償還困難なケースが

残ることから、市から県、県から国への償還期限を更に延長すること 

・県及び政令市から国への貸付原資の償還は現実に返還があった場合のみ行うよう制度を変更す

ること 

・起債に係る金利負担分への交付税措置を行うこと 

 

 



 

 - 152 -

 

第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 
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実施状況 

 

 

 

(災害援護資金貸付金の貸付・償還状況）　（単位：件、千円）

区分 県 神戸市 合計

件数 24,750 31,672 56,422

金額 53,180,434 77,692,200 130,872,634

（単位：件、千円）

金額

件数 金額 a 件数 金額 b 増減（b-a）

2,887 5,482,067 3,309 6,149,765 667,698

県 901 1,533,464 1,186 1,932,446 398,982

神戸市 1,986 3,948,603 2,123 4,217,319 268,716

43,042 109,853,757 43,429 110,347,291 493,534

県 19,657 46,160,621 19,854 46,433,213 272,592

神戸市 23,385 63,693,136 23,575 63,914,078 220,942

10,493 15,536,812 9,684 14,375,579 △ 1,161,233

県 4,192 5,486,350 3,710 4,814,775 △ 671,575

神戸市 6,301 10,050,462 5,974 9,560,804 △ 489,658

償還実績

未償還

平成26年9月30日現在 平成27年9月30日現在

貸付実績

年度

区分

償還免除実績



 

 - 154 -

 

第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

エ．資金管理の推進 

１ 資金調達 

(1) 将来の金利上昇リスクへの対応 

発行年限の長期化等、将来の金利負担の軽減を図るための取組を推進 

  ① 発行年限の長期化、固定金利債へのシフト 

   〔発行予定総額(民間資金)：5,700 億円（うち借換債 3,432 億円）〕 

                                     （単位：億円） 

発行時期 
市場公募債 

銀行等 

引受債 

住民参加型

市場公募債 
共同発行債 フレックス

枠 
5 年債 10年債 その他 コンペ・入札 5 年債 10 年債 

4～6月 100 200 
100 

600 11 250 

800 
7～9月 100 250 600 25 200 

10～12 月 100 200 
100 

700 24 200 

1～3月 100 250 640 - 150 

計 400 900 200 2,540 60 800 800 

 

・発行年限別割合 

    10 年未満：10%程度、10年：45%程度、10 年超：45%程度 

 

  ② 新規投資家の確保による県債引受基盤の強化 

   ・フレックス枠を活用し、投資家ニーズを捉えた発行時期、年限、発行額による発行 

   ・国内の中央投資家及び地方投資家に幅広く県の財政情報や行財政構造改革の取組等について、 

    タイムリーに情報提供するため、年間 50件以上の個別訪問（ＩＲ活動）を継続実施 

 

 

 

③ 将来の借換債見込を踏まえた発行 

   ・発行計画の策定にあたっては、将来の借換債発行額も踏まえながら、発行年限を決定 

 

(2) 住民参加型市場公募債の活用 

・県民の投資機会の確保と県政への参画意識の促進を図るため、引続き県民債、のじぎく債を発行 

 ・特定プロジェクトの整備財源としての住民参加型市場公募債の活用についても引続き取り組む。 

 
２ 資金運用 

 (1) 保有する資産の安全かつ有利な運用の実施 

・兵庫県及び関連公社等資金運用指針に基づき、安全かつ有利な資金運用を実施 

・関連公社等に対し、当該指針を踏まえた運用を指導・助言 

  

(2) 県債管理基金の債券運用の実施 

・県債管理基金の残高及び歳計現金の状況を踏まえた債券運用を実施 

・県債管理基金残高見込(H27 末) 3,487 億円 
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実施状況 

エ．資金管理の推進 

１ 資金調達 

(1) 将来の金利上昇リスクへの対応 

   発行年限等の多様化など、将来の金利負担の軽減を図るための取組を推進 

  ① 発行年限の長期化、固定金利債へのシフト 

   〔発行予定総額(民間資金)：6,013 億円（うち借換債 3,355 億円）〕 

                                       （単位：億円） 

発行 

時期 

市場公募債 
銀行 

引受債 

住民参加型 

市場公募債 

共同 

発行債 合計 

５年債 ７年債 10 年債 10 年超 計 ｺﾝﾍﾟ･入札 ５年債 10 年債 

4～6月 100 － 200 350 650 528 9 250 1,437 

7～9月 － 120 200 320 640 600 － 200 1,440 

10～12 月 200 100 200 100 600 845 39 200 1,684 

1～3月 200 － 400 150 750 552 － 150 1,452 

計 500 220 1,000 920 2,640 2,525 48 800 6,013 

 

・発行年限別割合 

10 年未満：19.9％、10年：56.3％、10年超：23.8％ 

 

  ② 新規投資家の確保による県債引受基盤の強化 

   ・フレックス枠を活用した機動的な起債運営を通じ、投資家基盤を拡充 

     投資家需要に応じた 15年満括債、20年満括債の増額発行 

     投資家の志向を踏まえた稀少年限(7・12 年満括債、10・15・20 年定償債)の発行 等 

   ・国内の中央投資家及び地方投資家に幅広く県の財政情報や行財政構造改革の取組等について、

タイムリーに情報提供するため、50 件（H27 年度）の個別訪問（ＩＲ活動）を実施 

 

③ 将来の借換債見込を踏まえた発行 

・発行計画の策定にあたっては、将来の借換債発行額も踏まえながら、発行年限を決定 

 

(2) 住民参加型市場公募債の活用 

・県民の投資機会の確保と県政への参画意識の促進を図るため、昨年度に引続き兵庫県民債を２ 

回、兵庫のじぎく債を１回発行（県立高等学校耐震改修事業等の財源として活用） 

 

２ 資金運用 

 (1) 保有する資産の安全かつ有利な運用の実施 

・兵庫県及び関連公社等資金運用指針に基づき、安全かつ有利な資金運用を実施 

・関連公社等に対し、当該指針を踏まえた運用を指導・助言 

  

(2) 県債管理基金の債券運用の実施 

・県債管理基金の残高及び歳計現金の状況を踏まえた債券運用を実施 

・県債管理基金残高(H27 末) 3,524 億円 
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面積(ha) 金額（百万円） 面積（ha） 金額（百万円）

先行取得用地特別会計 725.83 70,342 725.83 70,342

特定用地等 344.85 31,485 344.85 31,485

代替地 1.46 3,025

土地基金 51.23 2,125

1,123.37 106,977 1,070.68 101,827

一般会計等用地 44.42 13,386

公営企業用地 1,381.20 49,236 214.98 33,363

公社事業用地 37.63 1,445 37.55 1,401

1,463.25 64,067 252.53 34,764

2,586.62 171,044 1,323.21 136,591

区　　　分 今後借入金の対応を要する土地長期保有土地

合　　　計

土地開発
公 社先行取得

用 地

そ の 他
未利用地

小　　計

小　　計

 (8) 長期保有土地 

第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

１ 長期保有土地の処理 

先行取得用地を含め、県全体で利活用又は処分を検討する必要がある土地について、基本方針をもと

に処理を進める。 

[長期保有土地の状況]（平成 26 年度末見込） 

（注）企業庁等の分譲中用地は除く。 

 

２ 今後借入金の対応を要する土地への対策 

 (1) 先行取得債の償還期限到来への対応 

    先行取得債の償還期限や財政状況を踏まえながら、有利な県債を活用し、県有環境林等として取得

する。 

(2) 土地開発公社の特定用地等 

    今後、用地をとりまく状況を踏まえながら利活用を検討し、利活用が図られない場合は処分を検討

する。それまでの間については利子対策を行う。 

(3) その他未利用地（公営企業用地・公社事業用地） 

    今後、用地をとりまく状況を踏まえながら事業化を検討し、事業化が図られない場合は処分を検討

する。それまでの間については利子対策を行う。 

 

 

 

 

３ 利活用等の促進 

(1) 民間売却処分の促進 

入札機会の最大限確保、広報・売却情報の提供の強化、新たな売却物件の確保などにより民間売却

処分を促進する。 

(2) 県有環境林としての適正管理 

長期保有土地の適正かつ有利な活用の更なる検討を進めるとともに、直ちに利活用が見込めないも

のは、県有環境林として取得し適正管理を行う。 
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実施状況 

 

１ 長期保有土地の処理 

先行取得用地を含め、県全体で利活用又は処分を検討する必要がある土地について、基本方針をもと

に処理を推進 
［長期保有土地の状況］ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

（注） 企業庁等の分譲中用地は除く 
 
２ 今後借入金の対応を要する土地への対策 

(1) 県有環境林の取得 

    先行取得用地特別会計用地や土地開発公社の特定用地について、有利な県債を活用し、県有環境林

として取得 

 
 
 
 
 
 

(2) 土地開発公社の特定用地等 

用地をとりまく状況を踏まえ、利活用又は処分を検討するとともに、利子対策を実施 
(3) その他未利用地（公営企業用地、公社事業用地） 

用地をとりまく状況を踏まえ、事業化又は処分を検討するとともに、利子対策を実施 
 
３ 利活用等の促進 

(1) 民間売却処分の促進 

・入札及び購入機会を最大限確保するため、一般競争入札及びインターネット入札を計１２回実施 
・地元に密着したＪＡ、商工関係団体等のほか、新たに銀行系列の仲介業者に対しても情報提供を行

うとともに、市の広報誌・ＣＡＴＶを活用した広報を実施 
・宅地建物取引業協会及び全日本不動産協会への斡旋依頼による民間売却の促進 
・土地開発公社による業務支援やインセンティブ制度を活用した条件整備を促進し、新たな売却物件

を確保 
(2) 県有環境林としての適正管理 

   長期保有土地の適正かつ有利な活用の更なる検討を進めるとともに、直ちに利活用が見込めないも

のは、県有環境林として取得し適正管理を実施 

 

面積(ha) 金額（百万円） 面積(ha) 金額（百万円） 面積(ha) 金額（百万円）

先行取得用地特別会計 727.35 70,343 634.02 62,000 △ 93.33 △ 8,343

特定用地等 343.05 30,123 259.43 24,405 △ 83.62 △ 5,718

代替地 1.46 3,025 1.10 1,069 △ 0.36 △ 1,956

土地基金 51.23 2,125 51.23 2,125 0.00 0

1,123.09 105,616 945.78 89,599 △ 177.31 △ 16,017

一般会計等用地 41.35 10,638 36.34 9,299 △ 5.01 △ 1,339

公営企業用地  ※1 1,381.20 49,438 1,379.59 49,631 △ 1.61 193

公社事業用地　※2 37.43 1,415 37.37 1,394 △ 0.06 △ 21

1,459.98 61,491 1,453.30 60,324 △ 6.68 △ 1,167

2,583.07 167,107 2,399.08 149,923 △ 183.99 △ 17,184

1,630.21 103,831 1,800.93 117,027 170.72 13,196

H26末　① 増減　②－①

合　　　計
(参考)県有環境林として取得した用地

区　　　分
H27末　②

先 行 取 得
用 地

土地開発
公 社

小　　計

そ の 他
未 利 用 地

小　　計

用地名
面積
(ha)

取得金額
(百万円)

所管

淡路市石の寝屋用地 17.56 1,486 土地開発公社

三田市酒井・畦倉用地 62.66 3,849 同上

淡路市江崎汐鳴山用地 90.50 7,861 先行取得用地特別会計

計 170.72 13,196
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 (9) 地方分権の推進 

第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

１ 地方分権の着実な推進  

 (1) 地方分権改革の断行 

・地方のことは地方で決定し、実行できる自立分権型の行政システムを確立するため、国の役割は

本来国が実施すべきものに限定し、それ以外の事務権限及びそれに伴う税財源を地方に移譲する

よう、具体的な制度提案をとりまとめ、全国知事会、県地方六団体や関西広域連合とも連携して

国へ要請 

 

(2) 新たな広域自治体の検討 

・新たな広域自治体の検討にあたっては、国・地方の事務分担のあり方、国の機構の再編などの具

体的な仕組みや制度を示し、十分な国民的議論を展開することを国に提言 

・特に、現行の道州制議論は都道府県の廃止と道州の設置という形式論に終始しているため、まず

国が担うべき役割を明確にするとともに、関西広域連合等現行の広域連携の取組を十分に検証す

るよう国へ要請 

 

(3) 国の事務・権限の移譲等の推進 

① 国から都道府県への事務・権限の移譲の推進 

・第４次一括法により移譲された事務を着実に実施するとともに、「提案募集方式」を活用し、本

省の企画・計画事務等の都道府県への移譲や、府県域を越える直轄道路・河川の関西広域連合

への移譲など、更なる事務・権限の移譲を国へ提案 

・「提案募集方式」の実施にあたっては、地方提案の実現に向け真摯に対応するよう、手続きの法

制化等を国へ要請 

 

② 県と市町との役割分担を踏まえた権限移譲の推進 

・平成24年度に「県から市町への権限移譲検討会議」で決定した３業務（13事務）及び平成26年

度決定の３業務（75事務）を事務処理特例条例により市町へ事務移譲 

 

③ 義務付け・枠付けのさらなる見直しの推進 

・平成 25 年６月に成立した第３次一括法でも、「従うべき基準」や国の関与が存置されているこ

とから、早急な是正措置を行うよう、引き続き国へ要請 

 

(4) 国と地方の協議の場の有効活用 

・「地方財政対策」や「国と地方を通じた税制改革」などをテーマとする分科会の設置、適時適切な

協議の場の開催、地方自治の根幹に関わる重要法案の協議の義務付けなどを国へ要請 
 

(5) 関西広域連合による取組 

・広域行政の責任主体として、当初からの取組である防災、観光・文化振興、産業振興、医療、環

境保全、資格試験・免許、職員研修の７分野の広域事務をさらに充実するとともに、関西全体の

広域課題にも積極的に対応 
・府県域を越える直轄道路・河川に係る権限やブロック別の広域計画の策定権限の移譲、国出先機

関の地方移管などを引き続き強く国へ要請 
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実施状況 

 

国への要請等の取組 

地方分権改革の推進や地方税財源の充実強化等について、提案活動を実施するとともに、全国知事会、

県地方六団体や関西広域連合等と連携し国への働きかけを強化 

 

 １ 兵庫県としての取組 

  (1) 要請活動 

   ① 夏提案（平成 27 年 6 月 22 日） 

・地方分権改革の推進 

・地方税財政の充実強化 

・道州制に関する懸念への対応 

 

② 冬提案（平成 27 年 11 月 16 日） 

・地方分権改革の推進 

・地方税財政の充実強化 

・地域創生を支える仕組みづくり（政府関係機関の地方移転の積極的な実行 等） 

・道州制に関する懸念への対応 

 

  (2) 事務・権限の移譲等の推進 

   ① 国から都道府県への事務・権限の移譲の推進 

・66項目（関西広域連合、他府県との共同提案を含む）を各省庁と協議し、うち 23項目につい

て実現又は現行規定で対応が可能であることを明確化 

・第５次一括法に対応し、関係条例の改正や体制整備等を実施 

 

② 県と市町との役割分担を踏まえた権限移譲の推進 

・平成24年度に「県から市町への権限移譲検討会議」で決定した３業務（13事務）及び平成26

年度決定の３業務（75事務）を事務処理特例条例により市町へ事務移譲 

・権限移譲検討会議での検討結果に基づき、１業務（59事務）を事務処理特例条例により市町

に移譲することを決定 

 

 ２ 県地方六団体（兵庫県、兵庫県議会、兵庫県市長会、兵庫県市議会議長会、兵庫県町村会、 

兵庫県町議会議長会）としての取組 

  (1) 地方分権の推進に関する提言（平成 27年 8月 5 日） 

・地域創生の総合的推進（人、企業、政府関係機関等の地方分散を促す仕組みの構築、地方創生

を支える財源の充実・確保） 

・地方税財政の充実・強化 

・地方分権改革の着実な推進 

 

(2) 地方分権の推進に関する提言（平成 27年 12 月 11 日）  

・地域創生の総合的推進（自由度の高い地方創生新型交付金の創設、地方創生経費の地方財政計

画への反映、地方創生を総合的に支援する地方債の創設 等） 

・地方税財政の充実・強化 
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第３次行革プラン（平成 27 年度実施計画） 

 

２ 地方税財源の充実強化 

(1) 地域経済の再生 

・地域経済を再生するためには、全国各地域がそれぞれの個性や強みを活かした地方創生を実現す

ることが不可欠であることから、各地方公共団体が自主的、主体的に実施する地方創生事業に要

する経費について、通常の需要として引き続き地方財政計画に適切に反映させることなどを国へ

要請 

 

(2) 常態化している地方の財源不足への対応 

・地方財政収支の財源不足（平成 27 年度 7.8 兆円）が常態化していることから、これを解消し、臨

時財政対策債に頼らない財政運営を可能にするため、地方交付税の法定率の引上げ等の地方税財

政の抜本的見直しを国へ要請 

・財源不足が解消されるまでは、国の責任において、国の一般会計からの地方交付税の別枠加算を

引き続き実施するよう国へ要請 

 

(3) 地方一般財源総額の確保 

・地方から日本の再生を図るため、少子高齢化や地域の経済雇用対策など、地方が直面する喫緊の

課題への機動的な対応を可能とするため、必要な地方一般財源総額確保を国へ要請 

 

(4) 税制の抜本改革の実施 

・偏在性が小さく税収が安定した地方税体系の構築のため、消費税と地方法人課税の税源交換や、

地方税と地方交付税を一体とした格差是正措置の実現を国へ要請 

・国・地方を通じた税財源の充実を図る税制の抜本改革が図られるまでの間、当面の偏在是正措置

として講じられている地方法人特別税等は堅持するよう国へ要請 

・法人住民税は、地域社会の費用を法人にも幅広く負担を求めるため課税するものであることを踏

まえ、国税化には限界があることを認識し、あるべき全体像を検討するよう国へ要請 
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実施状況 

 

 ３ 全国知事会としての取組 

  (1) 地方分権推進特別委員会を開催し、次の提言等を取りまとめ、国への働きかけを実施 

・地方分権改革の推進について（平成 27 年７月 29 日） 

・ハローワークの地方移管について（平成 27 年 11 月 12 日） 

 

  (2) 地方税財政常任委員会を開催し、次の提言等を取りまとめ、国への働きかけを実施 

・地方税財源の確保・充実等に関する提言（平成 27 年７月 29 日） 

・平成 28 年度税財政等に関する提案（平成 27年 11 月 27 日） 

・「平成 28 年度与党税制改正大綱」について（平成 27年 12 月 16 日） 

 

４ 関西広域連合としての取組 

  (1) 夏提案（平成 27年 6 月） 

地方分権改革の推進、地方創生の推進、広域連合制度の充実、双眼構造の経済の構築、 

首都機能バックアップ構造の構築、ドクターヘリの安定的な運航体制の確保 等 

 

(2) 冬提案（平成 27 年 11 月）  

地方分権改革の推進、地方創生の推進、広域連合制度の充実、双眼構造の経済の構築、 

首都機能バックアップ構造の構築、医療提供体制の確保・充実 等 

 


